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第１日目（３月４日） 

○議   長（阿部久夫君）  おはようございます。ただいまから平成 25 年３月南魚沼市

議会定例会を開会いたします。 

○議   長  ただいまの出席議員数は 26 名であります。定足数に達しておりますので直

ちに本日の会議を開きます。 

 なお、病院事業管理者から公務のため午後欠席の届出が出ておりますのでこれを許します。

なお、新潟日報社から写真撮影の許可願がありましたのでこれを許します。 

〔午前９時 30 分〕 

○議   長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員

は、会議規則第 88 条の規定によって、議席番号８番・山田 勝君及び議席番号 10 番・佐藤 

剛君の両名を指名いたします。 

〔「了承」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  日程第２、会期の決定についてお諮りいたします。 

 本定例会の会期については、去る２月 22 日の議会運営委員会において協議していただいた

結果、お手元に配付をした会期日程のとおり決定していただきました。つきましては、本定

例会の会期は本日３月４日から３月 21 日までの 18 日間としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日３月４日から３月 21 日までの 18 日間

と決定いたしました。 

○議   長  ここで副市長から発言を求められておりますのでこれを許します。副市長。 

○副 市 長  おはようございます。貴重な時間をお借りして申し訳ありません。今朝ほ

ど議席のほうに配付をしておきましたけれども、議案それから資料等について追加、差し替

え、訂正をお願いいたします。 

 １点目でございますが、急遽専決処分をさせていただいたことから、第３号報告の一般会

計補正予算第６号を議席のほうに上げてございますのでお願いしたいと思います。差し替え

でございますが、それに伴いまして第 12 号議案、これは第６号と一般会計になっておりまし

たが第７号でございますので、これを差し替えていただきたいと存じます。 

それから、第 37 号議案の都市公園に係る移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設

置に関する基準を定める条例の制定についてということで、これも差し替えをお願いしたい

と存じます。以上の関係から付議事件につきましても訂正が入りますので、これも差し替え

をお願いしたいと存じます。 

それから訂正でございますが、先ほど申し上げたようなことから市長の施政方針資料の、

そこに記載がありますように、①の５ページの 11 行目、それから②の６ページの２行目、そ

れから③の 15 ページ中段にむすびの表がありますが、付議事件が増えた関係でここの数値が

記載のように訂正になっておりますのでお願いをしたいと存じます。 
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それから 16 ページの表題、これも先ほど申し上げました一般会計の補正予算６号が第７号

になりますので、訂正をお願いしたいと存じます。それから 16 ページの３行目に補正後の予

算額が 360 億 5,300 万円ほどと書いてありますが、これが 361 億 5,100 万円ほどというふう

になりますので、これについても訂正をお願いしたいと存じます。 

 それから裏面になりますが、第 10 号議案の別紙がついておりますが、これにつきましても

二重線で訂正をしてあるものを削除をお願いしたいと存じます。 

 それから第 24 号議案の病院事業会計の中段の目次でございますが、５、６、４、５、６と

いうふうになっておりますが、正しくは４、５、６、７、８の間違いでございますので、そ

れぞれ訂正をお願いしたいと存じます。誠に恐縮でございますが、よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

○議   長  日程第３、諸般の報告及び監査結果の報告を行います。報告はお手元に配

付のとおりといたします。 

○議   長  日程第４、市長施政方針及び行政報告を行います。市長。 

○市   長  おはようございます。それでは施政方針等を述べさせていただきます。 

平成 25 年３月議会定例会の開会に当たりまして、議員各位のご健勝をお喜び申し上げます。

また、日ごろから市政発展のためにご尽力いただいておりますことに、深甚なる敬意を表し

感謝申し上げたいと思います。 

ここで、平成24年12月議会定例会以降の執行状況についてご報告申し上げますとともに、

新年度を迎えるに当たり、市政運営に対する私の所信を申し上げまして、議員各位をはじめ

市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

はじめに、保健・医療・福祉についてであります。 

福祉につきましては、「第２期地域福祉計画」、「第２期障がい者計画」、「第３期障がい福祉

計画」及び「第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」この初年度に当たり、それぞれの

計画に基づいて施策を実施しております。 

高齢福祉関係では、昨年ほどの豪雪ではないものの 12 月のどか雪もあり、要援護世帯等を

対象とした住宅除雪援助事業を実施いたしました。ここで、豪雪災害対策について若干、こ

こに記載ございませんけれどもご報告をさせていただきます。ご承知のように２月 22 日に災

害救助法が六日町地域、大和地域に適用されました。同時刻に南魚沼市豪雪災害対策本部を

設置させていただきました。そして２月 24 日には午後１時に県の災害救助条例、塩沢地域が

適用になったところであります。それにあわせまして翌２月 25 日９時から第１回南魚沼市豪

雪対策本部会議を開催させていただきました。２月 22 日 15 時には地域振興局も豪雪対策本

部を設置あるいは南魚沼警察署も豪雪対策警備本部を設置しております。 

被害状況でありますが、これは３月３日現在であります。人的被害が重症 11 名、軽症４名、

計 15 名であります。建物被害が６棟、全壊が非住家２棟、一部損壊住家１棟、非住家２棟、

公共施設、消防本部の大和分署でありますが、これが消雪パイプの不具合によりましてその

部分がちょっと欠損をしたということであります。 
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今日現在の積雪深でありますけれども、大和庁舎では 261 センチメートル、市のこの本庁

舎でありますけれども 191 センチ、塩沢庁舎では 203 センチ、そのほかいつもでありますけ

れども欠ノ上地域が 298 センチ、それらそれぞれ９か所観測をしておるわけでありますけれ

ども、その平均で 231 センチという状況になっております。 

雪下ろし対策でありますけれども、今ほど触れました要援護者世帯の対策でありますが、

要援護者世帯数は2,327戸ございます。その内除雪支援が必要な世帯数が269戸であります。

全ての 269 戸全員の方が除雪を希望しておりました。現在、業者に依頼している世帯数は同

じく 269 戸、対応している業者の数は 149 社。ほとんど終わっておりますが、まだ一、二ち

ょっと残っておりまして近日中に完了予定の世帯数 269 戸であります。269 の内訳は、大和

地域で 57 世帯、六日町地域で 128 世帯、塩沢地域で 84 世帯とこういう状況であります。も

う近日中に全部終わりますけれども、こういう状況でありました。 

なお、雪下ろしボランティアの皆さん方もご活躍していただいております。登録数が 90名

余りでありまして、これまでに要援護世帯２棟の除雪を実施させていただきました。それか

ら３月２日、３日、昨日、おとといでありますけれども、除雪ボランティア「スコップ」が

要援護者世帯１世帯の除雪を実施したということであります。災害救助法適用の豪雪対策に

つきましては以上であります。 

また、本文に返ります。そして、養護老人ホーム改築事業につきましては、基本計画のコ

ンペを今、実施しておりまして、年度末には採用案を決定する予定であります。 

介護保険関係では、平成 24 年度介護基盤緊急整備事業といたしまして、石打地区に建設中

の小規模多機能型居宅介護事業所１か所が４月１日に、六日町八幡地区で建設中のサービス

付き高齢者向け住宅が１か所でありますが、５月１日にそれぞれオープンをする予定であり

ます。 

また、地域主権一括法（第１次一括法）の関係で、介護保険の地域密着型サービスに係る

人員、設備、運営等に関する諸基準を条例で定めることとなっておりまして、本定例会に関

連条例を提案いたしたいと思っております。 

 障がい福祉関係では、障がい福祉サービスの向上に向けまして、六日町地区に障がい者グ

ループホーム１か所、浦佐地区に就労支援及び生活介護を目的といたしました多機能型通所

施設１か所、そして総合支援学校内での日中一時支援サービス、これがいずれも平成 25 年度

から開設をされることとなっております。 

 次に、教育・文化についてであります。 

 市立総合支援学校につきましては、校舎棟、体育館の工事もほぼ完了したところでありま

す。学校の設置を決定してから２年という短い期間でありましたが、予定どおり４月の開校

を迎える運びとなりました。これも設計段階から、保護者、小出特別支援学校の先生方、福

祉団体、関係者の皆様からさまざまなご意見と大きなご支援をいただいた賜物でありまして、

深く感謝を申し上げます。 

 城内・大巻・五十沢中学校の統合方針につきましては、教育委員会において検討を進めて
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きたところであり、本年１月 30 日の総務文教委員会及び先般２月 27 日の議会全員協議会で

統合案を発表させていただいたわけであります。この際にいただきましたご意見を踏まえま

して、３月の教育委員会で 終決定をする予定であります。 

図書館建設計画につきましては、昨年 12 月定例会で区分所有建物の買収契約案件に同意議

決をいただきまして、建物と土地の一部買収を行いました。この１月には、平成 25 年度末ま

での工期で建設工事の発注を行い、着手したところであります。ショッピングセンター「ラ・

ラ」内のテナントとの補償契約につきましては、医院を含めた９法人との契約を完了いたし

ました。今後、早期に完成後の運営計画を立て、大勢の皆様からおいでいただける図書館と

なるように進めてまいりたいと思っております。 

大原運動公園整備事業につきましては、本年度中に野球場及び周辺工事の３分の１程度の

出来高を達成する見込みであります。第１期工事のうちのこの部分につきましては、平成 25

年度中に完成の予定であります。 

次に、環境共生についてであります。 

し尿・浄化槽汚泥等処理施設の老朽化と処理量の減少を受けまして、県の流域六日町浄化

センターでし尿を処理するために関係行政区と協議を進めております。現在、地元から提出

されました環境整備に関する要望事項について対応を検討しており、今後、平成 30 年度供用

開始を目指して協議を詰めてまいりたいと思っております。 

桝形山 終処分場の埋立協定期間につきましては、本年８月で満了となりますが、使用中

の第２号穴――第２号の穴ということであります。これを引き続き利用させていただくよう

関係行政区と協議を進めております。現在、地元から提出されました環境整備に関する要望

事項について検討しているところであります。なお、第２号穴埋立完了後は、民間の 終処

分場での処理を予定しております。 

次に、都市基盤についてであります。 

国土交通省の本年度補正予算では、日本経済再生に向けた緊急経済対策に基づき、「復興・

防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安心・地域活性化」の３分野を重点として１

兆 8,801 億円が計上されました。南魚沼市では、即効性のある継続事業を中心として、「イン

ターチェンジアクセス道路等基幹的交通インフラ整備」、「通学路の安全対策」、「道路の老朽

化対策」に８億 2,380 万円、国費ではその約半分以上でありますが、４億 6,485 万円を要望

いたしました。この補正予算においては、追加される公共投資の地方負担が大規模であるた

め、地方の資金調達に配慮し、予算の迅速かつ円滑な実施ができるよう補正予算債による対

応に加え、今回限りの特別措置として地方公共団体の追加公共投資の負担額に応じて配分す

る地域の、「元気臨時交付金」が創設をされました。この補正予算の事業は平成 25 年度に要

望していたものの前倒しであり、景気対策からも早期発注に努めてまいりたいと思っており

ます。 

上水道関係では、本年度からの新たな取り組みとして、「コンビニ納付」を８月から実施し、

料金納付の利便性向上を図っております。10 月からは「福祉減免制度」を実施し、利用が進
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んでいるところであります。また、工事関係では、一昨年の豪雨災害等による影響は一部に

ありましたが、管路工事等の改良及び拡張工事は順調に進捗をしております。 

畔地浄水場の塩素注入設備更新工事では、工事中に水道水の中和剤として使用する「苛性

ソーダ 20％溶液」約１立方メートルを、場外水路に誤って流す事故が発生しました。直接の

被害は報告されておりませんが、周辺地域の皆様に不安を与える結果となり深くお詫びを申

し上げますとともに、事故の再発がないよう取り組みを進めてまいります。 

福島原発放射能漏れ事故により発生した放射能を含む脱水汚泥につきましては、浄水場内

の保管を余儀なくされておりましたが、昨年 12 月までに全ての脱水汚泥を県外に搬出し、コ

ンクリート原料あるいは埋め立てとして処理をすることができました。 

また、環境・エネルギー対策として、六日町の地盤沈下区域において水道水による融雪実

証実験を行い、現在、実験データの収集を続けております。 

下水道事業につきましては、国の補正予算編成を受けて、平成 25 年度事業の一部を前倒し

で実施することとし、事業費ベースで４億 4,120 万円の追加予算を計上いたしました。内容

といたしましては、公共下水道事業は地震対策事業を、特環下水道事業では若葉町、余川、

君帰、青木新田の一部区域の管路の整備及び上の原地区を流域関連公共下水道へ統合するた

めの管路整備事業を実施するものであります。この補正予算の事業は全額未契約で繰り越し

となりますけれども、早期発注に努め、効果的な事業の促進と生活環境の向上を目指してま

いります。 

 次に、産業振興であります。 

 はじめに農業関係でありますが、県内の平成 24 年産米の販売実績は、平成 23 年産米の一

部地域での持ち越し在庫の増加等もあり、12 月末日現在の新潟県産コシヒカリは前年対比

68％と低迷しており、魚沼産コシヒカリについても 78％と苦戦を強いられている状況であり

ます。 

 また、米の品質につきましても、８月中旬からの異常高温や刈取り期のフェーン現象等の

影響によりまして、大きく低下をするという結果になりましたが、幸いにも食味につきまし

ては、引き続き高い評価をいただいております。 

次に、商工観光についてであります。雇用環境につきましては、昨年末に安倍政権が誕生

し、長引く円高、デフレ不況からの脱却を目指し、雇用や所得を拡大させる政策が行われて

きております。外国為替市場は円安に推移し、株価も昨年 12 月から上昇傾向にあります。景

気の動向は、まだ不透明な部分はありますけれども、国の政策に大きな期待をしているとこ

ろであります。 

全国の 12 月の失業率は、前月より 0.1 ポイント上昇して 4.2％と高い水準にあります。こ

れは３月に発表された部分では失業率が改善をされているところであります。また、今春卒

業予定の大学生の就職内定率は、昨年 12 月現在で 75％と前年同期を 3.1 ポイント上回り２

年連続で改善いたしましたが、国では内定を得ていない大学生が約 11 万人に上ると推計して

おり、学生を取り巻く雇用環境も依然深刻な状況であります。 



 - 6 -

ハローワーク南魚沼管内の昨年 12 月の有効求人倍率は、季節需要もありまして 1.97 倍と

前年同期の 1.60 倍を上回っておりますが、例年、春先以降になりますと 0.7 倍程度になって

いく傾向がありまして、今後の雇用状況は決して楽観をできるところではございません。雇

用対策は重要な課題として認識しており、新潟県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を実施

して雇用の創出に努めるほか、企業情報の収集に努めてまいります。 

有効求人倍率でありますけれども、例年３月に発表になるのが１月分でありますが、例年

ですともうゼロコンマになるわけでありますけれども、この部分については 1.25 と、県内で

もやはり一番高いといいますか、いい状況の数値を示しております。でき得ればこれが２月

も３月もこういう状況が続くといいわけでありますけれども、予断を許さないということで

あります。 

次に、行財政改革・市民参画についてであります。 

市の組織機構改革でありますが、多様化、高度化する行政ニーズに対応するため、福祉課

を本年４月１日から「福祉課」と「介護保険課」に分課をいたします。 

原子力災害対策につきましては、県内全市町村で市町村による原子力安全対策に関する研

究会を組織し、連携しながら市民生活の安全確保のための取り組みを進めているところであ

ります。本年１月９日には、昨年２月９日に締結した東京電力株式会社との連絡通報協定を

さらに一歩前に進め、市町村が直接、事業者にものが言える、「東京電力㈱柏崎刈羽原子力発

電所に係る住民の安全確保に関する協定」を、原発立地自治体として既に安全協定を締結し

ております柏崎市、刈羽村を除く県内 28 市町村において東京電力と締結をいたしました。 

地域防災計画につきましては、国が昨年 12 月３日に「原子力災害対策指針」を公表し、そ

の後も具体的な基準等を定める改定作業に伴い、新潟県も昨年８月に修正した地域防災計画

の原子力災害対策編の修正の検討を進めております。当市は、原子力災害対策に係る地域防

災計画の策定を義務づけられる地域外の位置づけとなっておりますけれども、原子力安全対

策を推進するために「原子力災害対策編」を新設するとともに、既存の「震災対策編」、「風

水害対策編」、「資料編」の修正も合わせ、本年度中に素案を策定し、市民のご意見を伺った

上で新年度早々に地域防災計画を改定する予定で作業を進めております。 

 本定例会に提案いたしました一般会計補正予算（第７号）につきましては、主な内容とし

て、政府が１月 11 日に閣議決定しました、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を受け、

平成 25 年度に予定する公共投資の一部を前倒しで実施することといたしました。 

主な事業は、Ｊアラート自動起動装置設置工事 1,118 万円、過疎集落等自立再生緊急対策

事業 3,367 万円、県営土地改良事業 3,350 万円、橋梁、舗装、消雪パイプ修繕３億 7,980 万

円、ロータリー除雪車購入 3,600 万円、道路新設改良４億 80 万円、耐震性貯水槽整備 1,650

万円となりまして、合計９億 3,365 万円を計上いたしました。 

新市立病院整備費でエネルギー棟を先行して建設する計画でありましたが、その後の再検

討におきまして本体と一体として整備することに変更したことから、７億 9,276 万円の減額

をさせていただきました。 
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病院事業におきましては、医師１人が病気療養のため休診せざるを得なくなりました。こ

のことを主な原因といたしまして、急激に収支見込みが悪化してしまい、年度末で資金不足

が生じる見込みとなったことから、資金不足解消のため補助金１億 4,400 万円を追加計上い

たしました。 

合併振興基金につきましては、精査の結果、基金分の合併特例債の発行が可能であること

が判明いたしましたので、合併特例債 13 億 4,510 万円と県貸付金 7,070 万円を追加発行し、

一般財源と合わせて 14 億 1,590 万円を将来に備えて積み立てすることといたしました。 

歳入では、法人市民税において、予算額以上の収入が見込まれることから 6,000 万円を追

加いたしました。その他、歳入歳出とも今後の執行見込みにより所要の額を追加計上、ある

いは減額補正をさせていただいたものであります。 

以上によりまして、歳入歳出 12 億 1,722 万円を増額し、総額で 361 億 5,141 万 8,000 円と

なります。 

年度内に支出が終わらない見込みがある 29事業、26 億 7,258 万 2,000 円につきましては、

翌年度に繰り越して執行することができるよう繰越明許費を計上いたしました。 

次に、平成 25 年度当初予算編成に当たり所信の一端を申し上げます。 

本年１月 28 日に閣議で了承された国の経済見通しによりますと、「平成 25 年度の我が国

経済は、世界経済の緩やかな回復が期待される中で、日本経済再生に向けた緊急経済対策の

諸施策を推進することにより着実な需要の発現と雇用創出が見込まれ、国内需要の主導で回

復が進む。物価につきましては、消費者物価上昇率は 0.5％程度になると見込まれる。完全

失業率は、雇用者数が増加することから低下することが見込まれる。こうした結果、平成 25 

年度の国内総生産の実質成長率は 2.5％程度になると見込まれる。」というふうになっており

ます。 

政府といたしましては、平成 25 年度予算は、緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体的

なものとし、いわゆる「15 か月予算」として編成することとしております。これにより切れ

目のない経済対策を実行し、景気の底割れの回避とデフレからの早期脱却及び成長力の強化

を図るとの編成方針のもと、一般会計総額 92 兆 6,115 億円の政府案を作成しました。 

また、平成 25 年度地方財政対策におきまして、「地方が安定的に財政運営を行うことがで

きるよう、一般財源総額を平成 24 年度と同水準を確保した」とし、平成 25 年度地方財政計

画――これは東日本大震災分を除きますけれども――これによりますと、地方交付税は減額

するものの、個人市民税の増収などによる地方税の増、地方譲与税・地方特例交付金の微増、

臨時財政対策債の増などにより地方の一般財源総額を前年度対比 0.3％増と見込んでおりま

す。 

 我が市におきましても、国の緊急経済対策に呼応し、本年度補正予算において平成 25 年度

予算の前倒しを行うとともに、公共工事の速やかな発注等に努めてまいります。 

平成 25 年度予算では、平成 23 年７月の新潟・福島豪雨災害から３年目となりますので、

まずもって被災箇所の災害復旧を確実に完了させたいと思っております。そして、合併事業
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として市民の待ち望んでおりました大型事業の着実な推進に努めてまいります。 

 一般会計予算編成方針で、１として豪雨災害復旧事業の完了、２といたしまして保健医療

体制の整備、子育て支援、高齢者福祉の充実、３番目といたしまして学校教育の充実、４番

目、地盤沈下対策、新エネルギー普及推進、一般廃棄物処理施設の広域化、５番目で、安全

で快適な道路環境の整備、６番目といたしまして農業及び観光の振興、雇用の促進、７番目

といたしまして財政の健全化、消防防災対策の強化を重点施策として編成いたしました。総

合計画実施計画を踏まえ、予算編成の方針として定めた重点施策の予算化は行えたものと考

えております。 

 以上によりまして、平成25年度予算総額は309億 300万円、前年度当初に比して14億4,900

万円減、比率にして 4.5％の減となっております。 

次に、平成 25 年度の主な事業概要についてご説明申し上げます。 

 第１が保健・医療・福祉でありますが、はじめに保健関係でありますけれども、「いきいき

市民健康づくり計画」を柱に、市民一人一人が主役となり実践しながら「自分の健康を自分

でつくるための健康施策」を展開してまいります。 

 第一といたしまして、健(検)診及び保健指導の充実による生活習慣病等の予防や、がんの

早期発見に努めます。特に特定健診第２期初年度に当たり、市民への健(検)診の意義と必要

性、さらには食生活をはじめ生活習慣改善の重要性など正しい知識の普及啓発による受診率

の向上とともに保健指導の充実を図ります。また、地域の医療機関との連携による重症化予

防にも取り組んでまいりたいと思っております。 

 第二といたしまして、予防接種事業及び母子保健事業の充実に努めます。予防接種につき

ましては、被接種者及び保護者等への健康教育を通じて、正しい知識の普及啓発と接種率の

向上、さらには有効なワクチン接種による予防接種助成事業の充実を図ります。母子保健事

業では、不妊治療や妊婦健診への助成を継続するとともに、乳幼児健診やその後の療育支援

の充実など健全な子育てに資するための施策を推進いたします。 

 第三といたしまして、自殺予防対策に引き続き取り組みます。県をはじめ関係機関との連

携を強化しながら、家族及び地域住民の理解により予防へとつながる事業を進めてまいりま

す。また、健康推進員、食生活改善推進員や筋力づくりサポーターの力をお借りいたしまし

て、地域での健康づくり施策を推進いたします。 

国民健康保険事業につきましては、被保険者の高齢化と経済情勢の低迷の影響から厳しい

運営が続いております。昨年度及び本年度は当初予算に法定外繰入金を計上いたしましたが、

新年度当初予算の段階では法定外繰入金を計上しておりません。新年度の税率算定時に、本

年度執行状況等を再精査の上で対応を決定したいと考えております。 

後期高齢者保健事業では、新潟県国保連の長寿・健康増進事業を活用して肺炎球菌ワクチ

ン予防接種及び人間ドックへの助成を行います。 

 次に福祉についてでありますが、高齢福祉関係では、要援護者の見守り活動をはじめ児童

から高齢者まで対象とした幅広い福祉活動で、地域を支えていただいている民生委員・児童
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委員並びに主任児童委員の皆様が、本年 11 月 30 日をもって任期満了となることから、行政

区長及び現委員と連携しながら、次期委員の選任について準備を進めます。さらに社会福祉

協議会、シルバー人材センター及び老人クラブなど関係機関との連携により地域福祉の推進

に取り組んでまいります。 

災害に強い安全と安心のまちづくり取り組みとして、災害時の被害軽減につなげるため、

引き続き災害時要援護者台帳の整備を進めてまいります。 

養護老人ホーム魚沼荘の改築事業では、平成 26 年度からの改築工事に向けて実施設計及び

用地買収を計画しております。 

介護保険関係では、特別養護老人ホームの待機者解消が課題となっておりますが、介護保

険事業計画に基づき施設整備を進め利用定員の拡大を図ります。社会福祉法人石打福祉会が

石打地区に建設中の小規模特別養護老人ホーム 29 床は、本年９月１日開設に向けて順調に進

捗しております。ここにはショートステイ 20 床も併設することとなっております。このほか、

小規模多機能型居宅介護１か所が宮地区で建設に着手する予定となっております。宮地区は

場所は若干変わるかもわかりませんので、あらかじめ申し上げておきます。 

障がい福祉関係では、社会福祉法人桐鈴会が浦佐地区に４月１日に開設する就労支援及び

生活介護を目的とした通所施設「工房とんとん」の隣に重度の方も対象とした障がい者ケア

ホーム・グループホーム１か所の開設を予定しております。 

福祉関係につきましては、刻々と変わる制度に対応しながら、複雑かつ多様化するニーズ

に応え、住民の福祉向上を進めるために関係者との連携を密にしながら事業を推進してまい

ります。 

子育て支援関係につきましては、昨年、子ども・子育て関連３法が成立したことにより、

市町村は、保育の実施者としての義務が付与され、多岐にわたる役割と大きな責務を負うこ

とになりました。今後も国の動向を注視しながら、次代の社会を担う子どもたちの健やかな

育ちに資するための適切な支援を行ってまいります。 

保育園及び学童クラブにおける安全・安心な保育環境の整備と保育の質の向上を図るため

に、保育士や指導員の研修、講習会等を開催するとともに、保育用品や玩具、感染症対策用

備品等の整備など、あるいはそれらも含めてきめ細かな子育て支援事業を進めてまいります。 

学童保育施設の整備といたしまして、薮神小学校体育館に学童クラブを新設するため改修

工事を行い、浦佐認定こども園内の「大空クラブ」に通所をしております薮神地区の学童の

受け入れを行います。 

保育園の施設整備につきましては、トイレの改修あるいは夏場の猛暑に対する空調設備の

対応など、園児の健康管理に適切な対応を図ってまいります。 

昭和 43 年にへき地保育所として開設され、昭和 52 年に現在の場所に移転して以来、45 年

の長い歴史に幕を閉じる余川保育園の園児を承継します「むいかまちこども園」では、４月

の開園に向けてスムースな受け入れができるよう、万端の準備を進めていただいております。 

子ども医療費につきましては、先進的な取り組みをしてまいりましたが、今後も市民のニ
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ーズにあった支援、助成のあり方等について検討してまいります。 

 第２ 教育・文化についてであります。 

 市立総合支援学校は、開校式及び入学式を４月 10 日に挙行いたします。南魚沼市の特別支

援教育の充実を願い、新たな舞台で大きく羽ばたく子どもたちの笑顔あふれる学校づくりに

努めてまいります。 

小・中学校に設置しております特別支援学級につきましては、個に応じた支援教育が深ま

り、対象児童生徒の増加に対応するため介助員を増員し、一層の充実を図ってまいります。 

 城内・大巻・五十沢中学校の統合につきましては、教育委員会の方針を決定し、４月から

小・中学校の保護者や関係地区民の皆様への説明会を通じて、合意形成を図ってまいりたい

と思っております。 

 学校の施設整備につきましては、引き続き大規模改造工事に取り組んでまいります。また、

昨年のような猛暑への対策として、３か年計画で全ての小・中学校の普通教室に扇風機を設

置してまいります。 

大原運動公園多目的グラウンド整備につきましては、平成 25 年度中に発注し、平成 26 年

度に完成予定であります。平成 25 年度末で現指定管理者の契約期間が終了するため、大原運

動公園の指定管理のあり方についても検討し、早期に方針を決定いたします。 

本年８月 29・30 日に、「人が集い、人が育ち、地域が元気になる公民館をめざして」を大

会テーマに、関東ブロック公民館研究大会が南魚沼市と湯沢町を会場に開かれます。11 都県

の公民館・社会教育関係者に南魚沼市を紹介する絶好の機会と捉え、準備を進めてまいりた

いと思っております。 

社会教育課文化振興係が市民会館に本年４月に移るため、大和公民館には運営のため職員

を配置いたします。また、図書館の平成 26 年度オープンに向け、運営に支障がないよう司書

資格を持った職員を配置して準備いたします。 

 子ども・若者支援につきましては、発達の気になる子どもへの支援として、乳児健診時の

発達相談、乳幼児に対する遊びの教室及び保育園、幼稚園、こども園等への巡回訪問相談を

定期的に行い専門的な支援を実施いたします。 

 また、ニート・ひきこもりの若者には、居場所活動のプログラム開発と実施によりまして

就労前支援・社会参加支援を展開してまいりたいと思っております。 

 第３の環境共生であります。 

地球温暖化防止及び自然エネルギー利用促進等を目的に、平成 25 年度に太陽光発電システ

ム設置費補助金制度を創設いたします。制度の周知を図るとともに、省エネルギー、節電意

識の醸成にも努めてまいります。 

 第４に都市基盤についてであります。 

国土交通省の平成 25 年度の予算額のうち公共事業関係は４兆 4,891 億円であり、対前年度

比では 1.14 倍の予算が確保されたところであります。これには大規模災害の発生やインフラ

の老朽化などから、国民の命と暮らしを守るインフラ整備が大きな課題であり、平成 24 年度
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補正予算と一体となって基幹的交通インフラ整備の推進を図り、我が国の成長のための基盤

を強化するものであります。 

国道 17 号六日町バイパスは、基幹病院を中心とした医療再編に伴う新市立病院建設に合わ

せ、暫定供用区間を延長すべく県道平石西ノ裏線から市道杉ノ島線までの工事促進と余川地

内の主要地方道十日町六日町線から国道 253 号までの用地測量が実施され、用地買収に向け

た準備が進められます。浦佐バイパスは、昨年 12 月に一部供用開始されました県道雷土新田

浦佐線から魚沼市側の約1.8キロメートルが平成26年度供用開始に向けて工事が進められま

す。八箇峠道路につきましては、昨年５月の爆発事故を受けて、現在、専門家による「八箇

峠トンネル事故に関する調査・検討委員会」において、事故再発防止に向けて検証が行われ

ております。市といたしましては、十日町市八箇から野田インターまでの平成 29 年度供用に

向けたスケジュールに遅れが出ないよう調整を取りながら事業の進捗に協力してまいります。 

県事業につきましては、特に本年度から整備を進めてきております十二沢川の床上浸水対

策特別緊急事業につきまして、補正予算と合わせた多額の事業予算が見込まれ、事業の進捗

が大幅に進むものと期待しているところであります。 

市の公共事業では、社会資本整備総合交付金事業として道路改築・交通安全・舗装修繕な

ど、７億 2,200 万円――これは国費が４億 2,230 万円でありますが――これを要望いたしま

した。また、引き続き「住宅リフォーム事業」を実施し、地域経済の活性化を図ってまいり

ます。 

安全で快適な住まいを長きにわたって確保するため、修繕・改善・建て替えなど既存の公

営住宅を有効に活用できる中長期的な維持管理計画であります「公営住宅長寿命化計画」を

策定し、公営住宅の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図ってまいります。 

上水道関係では、水道事業に求められる「安全で安心な水の供給」を安定的に進めるため、

「水道ビジョン」の見直しを行い、水道施設の適正規模化、施設や水利の多目的利用の推進、

緊急・非常用水源の確保と危機管理体制の強化などを図ってまいります。 

また、事務事業の点検をさらに進め、コストの削減と業務委託の推進、実施事業の厳選な

ど、積極的に経営の効率化を図ってまいります。 

下水道関係では、平成 25 年度国土交通省下水道関連の予算は、社会資本整備総合交付金と

して１兆 9,490 億円、対前年比 1.35 倍となっております。 

当市の平成 25 年度予算は、本年度補正予算での前倒しがあったことから前年度比 7.1％減

となっておりますけれども、この補正予算と一体として市民の生活環境の向上と公共用水域

の水質保全に向け面整備を進めてまいります。 

また、昨年度創設いたしました下水道接続促進事業の継続によりまして、水洗化率の向上

に向けた取り組みを進めるとともに、引き続き長寿命化計画に基づき大和クリーンセンター

の設備更新のための基本設計と施設の耐震診断を行います。 

維持管理経費のコスト縮減対策として、上の原処理場を流域下水道へ編入いたします。ま

た、農業集落排水におきましては、下水道事業計画の変更に合わせ施設の財産処分申請を行
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います。 

生ごみ処理の一手法として、直接投入型ディスポーザーの使用許可について、一部地区で

先行実施を行いたいと思っております。 

 次に、産業振興についてであります。 

 はじめに農業関係でありますが、米の生産数量目標であります。米の消費量はほぼ一貫し

て低下を続け、国民１人当たりの年間消費量は、平成 20 年に 60 キログラムを割り込んで以

降、平成 23 年には 57.8 キログラムにまで減少いたしました。 

 このため、国は平成 25 年産米の生産数量目標を平成 24 年産米より２万トン少ない 791 万

トンに設定し、各県に配分を行いました。 

その結果、新潟県への配分は 54 万 5,670 トンとなりまして、前年に比べて 2,910 トンの減

少となりましたが、県からの当市に対する配分は、２万 1,423.18 トンとなり、前年比 187.97

トンの増加となりました。 

配分量の増加につきましては、昨年６月末の在庫量の増加率が県内の他地域に比べ低かっ

たことが大きな要因となっておりますが、消費者の低価格米志向や米の需要の減少傾向に歯

止めが掛かったというわけではありませんで、安全安心はもとより、食味や品質の向上によ

りまして、南魚沼産米のブランド化の一層の推進が求められております。 

今後は、市からの生産数量目標の配分に基づき、市内２つの農業再生協議会から農業者の

皆様へ配分することになりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

 昨年度から本格実施となりました「農業者戸別所得補償制度」につきましては、昨年末の

総選挙による政権交代によりまして、経営所得安定対策と名称を変更することとなりますけ

れども、平成 25 年度につきましては、同様の制度内容で実施される予定となっております。

今後の制度内容の変更等を注意深く見守りながら、農業者の所得安定に向けた取り組みを進

めてまいります。 

次に、豪雨災害によります農林施設災害復旧についてであります。災害から２年目となり

まして、できるだけ早期の復旧を目指してまいりましたが、法面長大の箇所や他事業との関

連等から、未復旧箇所が残っております。平成 25 年度中に完了すべく進めてまいります。 

農地・農業用施設災害につきましては、平成 25 年度中の完了を目指すため、地権者の皆様

と協議をしながら、昨年、仮畔で作付けして復旧できなかった農地を、平成 25 年度は作付け

を休んでいただく等の対応で、早期復旧を図っていきたいと考えております。 

また、吉里、外谷、思川地区の災害関連区画整備事業につきましては、外谷地区では地す

べり等によりまして工事が遅れておりますが、吉里、思川地区につきましては一部作付けが

できる見通しとなっております。 

商工業関係では、「ご当地グルメでまちおこしの祭典！Ｂ－１グランプリ」など食による地

域おこしが盛んになってきております。昨年、牧之通りで開催されました「国際ご当地グル

メグランプリ」には、大勢のお客様からおいでいただき好評を得ました。新年度においても

「南魚沼きりざい丼」など食によるまちおこし、それからイベント・誘客を推進してまいり
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たいと思います。 

次に、商業振興であります。ショッピングセンター「ラ・ラ」内の図書館建設に伴い、ワ

ークショップの手法を用い、地域の皆様・地元商店街・商工会などの関係機関と連携し、中

心市街地の活性化に取り組んでまいります。 

観光振興では、昨年、観光交流拠点施設としてオープンいたしました道の駅「南魚沼」を

中心として市の観光情報発信の充実を図るとともに、特色ある施設づくりを進めることで「今

泉記念館」、「四季味わい館」、「たっぽ家」、「憩いの広場」を、今以上に多くの皆様から利用

していただけることを目指してまいります。 

今後も地元の皆様、県及び関係機関等で検討を行い、南魚沼市を県内外にアピールしてま

いります。 

 第６ 行財政改革についてであります。 

昨年度に改定いたしました南魚沼市行政改革大綱に定めた体系に沿って具体的な取り組み

を整理したアクションプランに基づき、改革の推進と進行管理を行います。 

６年目に入ります地域コミュニティ活性化事業は、市内 12 地区の各地域づくり協議会から

さまざまな活動を実施していただいておりますが、新年度からは、六日町地区でも基礎事業

への取り組みが開始され、全地区で基礎事業及び提案事業が実施されることとなります。 

さらに、各地域での地区センターの開設時間を拡大統一し、地域への一層の定着化と活動

の活性化に向けた体制強化を進めます。また、基礎事業に追加配分枠を新設し、地域のニー

ズに早期に対応できるようにいたします。これによりまして、地域に密着した主体性のある

地域づくりが促進されることを期待しているところであります。 

３年継続で実施してまいりました消防庁舎新築事業は、本年度で第１期工事の全てが終了

いたしました。平成 25 年度は、第２期工事として旧県道の買収を行い、訓練塔建設と外構工

事で全ての事業が完了となる予定であります。また、消防救急デジタル無線につきましては、

平成 25 年度実施設計を行い、平成 26・27 年度に整備を実施し、さらなる消防救急体制の充

実強化を図ってまいります。 

平成 25 年度におきます職員給与の取り扱いでありますが、政府の要請は、東日本大震災を

契機として、防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、長引く景気の低迷を受け、一層

の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題となっており、これらの課題に迅速かつ的確に

対応するため、地方公務員の給与についても、国家公務員給与を平均 7.8％削減している措

置に準じて、本年７月から必要な措置を講ずるよう求めているものであります。 

国では、各団体一律に現状から 7.8％の削減を求めるものではなく、ラスパイレス指数を

100 にということでありますが、現状での市のラスパイレス指数は、昨年４月現在の数値で

国の特例措置前が 93.2、措置後では 100.8 であり、0.8 上回っているという状況であります。 

これらを受けまして全国市長会をはじめ、地方六団体では、地方交付税を給与削減等の政

府の政策誘導手段として使用する、このやり方には、地方分権の根幹に関わる問題でもあり、

併せて財政自主権を侵害するといたしまして、遺憾に堪えないという立場をとり国と協議を
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続けているところであります。 

当市では、平成 18 年度から３年間、財政健全化計画の中で５％の給与削減の実施や、合併

から 100 人を超える人員削減を行い、先んじて総人件費の継続的な削減に努めているところ

であります。 

この取り扱いについて、新聞報道によれば都道府県と政令指定都市の８割超が検討中とい

うことであります。また、現段階では、全国市長会の協議結果に足並みをそろえるべきとい

う想いから、今は判断を留保し、必要に応じて臨時会または６月定例会でお願いすることと

いたしまして平成 25 年度予算編成では、通常ベースの計上をさせていただいておりますので

ご理解をいただきたいと存じます。 

また、退職手当制度の見直しでありますけれども、当市が加入しております新潟県市町村

総合事務組合では、国及び県の改正に準じて退職手当支給条例及び同規則の所要の改正を本

年４月１日から行いたい旨、２月 18 日の組合議会で話がありました。各動向が現時点では未

定でありますけれども、３月に臨時組合議会を招集して見直すという予定でありますので、

併せてご報告申し上げます。退職手当につきましては勤務年数によりますけれども、その

高支給率は、現状では 59.28 月、改正によりまして 49.59 月、9.69 月の削減これに改められ

る予定であります。 

 以上、新年度を迎えるに当たり、主要な施策について概要を述べさせていただきました。 

昨年末の政権交代によりまして、国の政策が大きく動いてきております。日本経済再生に

向けた確固たる意志を示します「アベノミクス」と呼ばれる政策方針は、超円高の是正、株

価の上昇など、早くも効果を表し始めておりますけれども、大規模な補正予算、さらに再生

へ向けた本番となります新年度予算で、その政策が本稼働することとなります。我々基礎自

治体への影響は、まだ詳細にはつかめておりません。この部分がまだいっぱいありますが、

新年度の市事業へは十分反映できておらない部分もあります。バブル経済崩壊以降、本当に

長い間苦しんできた日本経済、地域経済が、今度こそ再生に向かうということに期待を持た

ずにはおられません。市も国の政策に遅れることなく、地域経済再生に向けて積極的な施策

を進めてまいりますので、引き続き議員各位及び市民の皆様の温かいご理解、ご支援をお願

い申し上げ施政方針とさせていただきます。 

むすびといたしまして、今議会に提出しました案件は 36 件であります。うち条例 14 件、

予算 13 件、その他９件となっております。十分ご審議を賜りましてご決定くださいますよう

にお願い申し上げるところであります。以上であります。 

○議   長  以上で市長施政方針及び行政報告を終わります。 

○議   長  日程第５、報告第１号 所掌（所管）事務に関する調査の報告について（継

続調査）を行います。議会運営委員長・井上智明君の報告を求めます。 

○井上議会運営委員長  それでは 12 月定例会において本委員会に付託された継続調査の

件についてご報告をいたします。 

 調査の状況でありますが、期日が平成 25 年２月 22 日であります。委員の出席状況は６名、
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２名欠席でありました。そのほか正副議長からも出席をいただいております。内容ですが執

行部から副市長、企画政策課長、総務課長、財政課長の出席を求めまして、３月定例会の会

期及び議事日程と議会運営に関する調査を行いました。 

調査事項は１として３月南魚沼市議会定例会の運営についてでありまして、（１）の付議事

件の概要から（８）の退職者の挨拶まで記載のとおりであります。 

２として閉会中の議会運営委員会の開催について、３としてその他であります。その他の

中で南魚沼市議会の会議規則 37 条による委員会付託の件が協議されまして、今後、継続して

この件については調査をしていくことということになりました。 

さらに２回目として本日３月４日に８名全員の出席を求めまして調査が１件ありました。

正副議長からも出席をされております。執行部から副市長の出席を求めまして、３月定例会

の付議事件の追加に関する事務調査、検討を行っております。以上であります。 

○議   長  議会運営委員長の報告に対する質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長に対する質疑を終わります。 

○議   長  総務文教委員長・関 昭夫君の報告を求めます。 

○関総務文教委員長  総務文教委員会の閉会中の事務調査につきましてご報告を申し上げ

ます。調査期日は平成 25 年１月 30 日、委員全員出席のもと、また議長からも出席をいただ

きまして調査を行いました。調査につきましては執行部から担当の方々の出席を求め、現地

調査及び事務調査を行わせていただきました。 

 まず、調査事項でありますが、市民センターの活動状況についてであります。このことに

つきましては、大和、塩沢、両市民センターにお伺いをしまして、業務内容等の説明を受け

た中でセンターの課題と問題点等について調査をさせていただきました。特に市民センター

はワンストップということを目標に掲げ業務を進めておるところでありますが、説明の中で

なかなか全てのものに対応できていないということで、極力頑張っているというような話が

ありましたし、また、施設の老朽化への対策等の課題があるという説明がありました。 

 次に今後の教育行政についてということで、教育長が交代されましたので教育長の所信並

びに課題となっておりました六日町地域の３中学の統合等々の調査を実施させていただきま

した。教育長は前遠山教育長の進めてきた教育行政をまた継承して、さらなる展開を図って

いきたいというようなことでございましたし、３中学の統合等につきましては、先の全員協

議会で説明のあった内容について、説明を受け意見交換をさせていただいたところでありま

す。また、市立図書館等の整備につきましても説明がありました。 

その他といたしまして、消防本部から消防無線のデジタル化についての概要説明、それか

ら総務課長から積雪の状況等についての説明がありました。以上で報告を終わらせていただ

きます。 
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○議   長  総務文教委員長の報告に対する質疑を行います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  総務文教委員長にお伺いいたします。２つほどですが、まず今後の教育行

政についてという報告の７ページのところで上段でありますけれども、特に力を入れたいの

は、「中学３年生子育て教育」「幼保小中連携強化」「学社連携・融合」であるという部分があ

りますけれども、この部分についての平成 25 年度予算の中でこういうふうなものをしていく

のだという説明があったかどうかを１点伺います。 

もう１点は 11 ページの消防無線のデジタル化についてでありますけれども、下段のほうで

総事業費約６億 5,000 万円となっておりますけれども、現在行われている市のデジタル防災

無線との割り込みといいますか、そういう部分についての連携について、こうなるのだとい

うような部分が説明あったかどうか。あるいは質疑があったかどうかの２点をお伺いします。 

○関総務文教委員長  まず、教育行政のほうの教育長の話ですが、具体的な取り組みへの

言及はございませんでした、その時点では。 

 それからデジタル無線のほうですが、これも概要の説明だけで防災無線等々の割り込みと

かそういうことにまでは言及がありませんでした。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、総務文教委員長に対する質疑を終わります。 

○議   長  産業建設委員長・山田 勝君の報告を求めます。 

○山田産業建設委員長  それでは産業建設委員会に付託されました調査についてご報告い

たします。平成 25 年１月 29 日火曜日でありますが、委員８名全員の出席、議長からも出席

いただきました。そして執行部のほうから関係部長、課長さん方の出席をいただきました。

なお、調査項目４番の雪国観光圏について及び５番の米穀情勢とＪＡの販売戦略につきまし

ては、関係する参考人を――後ほど説明しますが参考人の出席を求めて調査をいたしました。

それでは調査内容に入ります。 

 １番、水道水による融雪について、現地調査を含めて行いました。現地を見まして導入さ

れた機器、やはりなかなか調整がうまくいかないということで温度が上がらない。そして漏

電部分がありまして機能が十分発揮できないというような状況で、水道水による部分、水道

水のみによる融雪の測定を含めて現地でやっているといったような説明がありました。 

質疑につきましては２つ目ですね。試作機の改良について今後実用化できる段階までやる

考えがあるのかという質疑がありまして、市が主体となって地盤沈下区域内での融雪対策を

進めていかなければならないこう考えていますので、そこまでしたいと考えているといった

ことで、地盤沈下対策を進めていくというその一環であるということが強調されておりまし

た。 

 続きまして２番でありますが、水道ビジョン（素案）についての調査を行いました。水道

会計の財政状況の悪化、それから設備更新と人口減少等に伴う設備の縮小、それから１昨年
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の豪雨災害への対応、そういった観点から水道ビジョン策定後４年でありますが見直しをし

なくてはいけないといったことで内容について説明を伺いました。 

 その後質疑を行いまして、５ページ中段ですが、集中排水方式からブロック別排水方式に

緩やかに移行したいと言うがという質疑に対しまして、集中排水方式を全くやめてブロック

排水方式にすればコスト面では非常に有利になると思うが、今の段階ではその試算はできな

い。浄水場機能は２系統から１系統にして維持していかなければならない。あくまでも深井

戸を掘り水源を見つけるのは災害対策を優先していくためである。 終的には緊急水源を常

用化する方策と、浄水場をどこまで縮小できるかを模索していかなければならないという水

道事業の方向をここに述べられておりました。 

 続きまして６ページですが、道の駅「南魚沼」の入り込みについて。資料が添付されてお

りますが、そういった資料に基づき状況について説明がありました。質疑１点だけ６ページ

の 下段、アートステーションの宣伝が非常に弱いと思うが、という質疑に対しまして、回

答が２月１日からは直売所のレシートで入館料が割引になるサービスを開始する予定である

ということでありました。 

 続きまして雪国観光圏につきまして調査を行いました。参考人といたしまして湯沢、温泉

旅館であります「ＨＡＴＡＧＯ井仙」さん、そこの代表取締役であります井口様――雪国観

光圏のプランナーとして活躍されております井口様から資料に基づき詳しい説明をいただき

ました。その中で観光庁においても雪国観光圏という事業はトップモデルだと、高い評価を

受けているということ。雪国を横文字にしますとスノーカントリーということで、湯沢とか

長野とかそういった個別名ではなくて全世界にすぐに通用するブランドということです。非

常にイメージ的に直接的に発想できるようなイメージとしてブランドができるということで、

これから雪国文化に誇りを持って見える形で伝えて、子どもの代に築いていくのだという熱

い言葉で話されておりました。 

ただ、非常に熱心に説明していただきまして、次の５番の調査項目にやはり参考人を予定

しておりましたので、時間の関係で質疑についてはお受けできなかったのが少し残念ではあ

りましたが、そういったことで調査を実施いたしました。 

 続きまして５番でありますが、米穀情勢とＪＡの販売戦略について。ＪＡしおざわ宮田営

農課長様、小林米穀課長様、ＪＡ魚沼みなみ野澤米穀課長様より説明をいただきました。今

年の作柄につきましては高温で品質が非常に悪かったわけですが、食味に関しては良好であ

ると。先ほど市長施政方針の中にもありましたが、平成 23 年産米から平成 24 年産米への切

りかえが遅れたといったことで苦戦している部分は確かにあるが、販売戦略としましては、

精米販売の拡大により力を入れていきたいと。個々の細かいお客様を大事にしたいというよ

うな説明をいただきました。また、高温に耐え得る品質もこれからいろいろ指導等を行いな

がらやっていかなくてはいけないというようなことも伺いました。 

質疑につきまして 11 ページ中段、ＴＰＰに対して農協の考えはというのがございました。

農協全体として反対ということでまとまっていきたいというお話をいただきました。 
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 次 12 ページですが、ディスポーザーと下水道の不明水につきまして。ディスポーザーにつ

いて今後仮に 30 パーセントの普及率で設置をされた場合のごみ処理の軽減、下水道の処理費

の増大というその差額で、約 400 万円のコストが増えるだろうと試算をされているというこ

とを伺いました。ただ、コストが高くなっても導入を進めるという市の方針、市長の説明も

ありましたので、県からは調査だけではなく不安な面があるので、市で実証実験をしてほし

いという回答があったということであります。今後、条例を改正、機種選定などのスケジュ

ールを組み、導入について準備を進めたいという説明がありました。 

不明水につきましては、昨年 12 月の補正によりまして対策費が計上されたことで、原因を

つきとめ３年計画である程度の補修をした中で、再度調査をしていくということが述べられ

ておりました。調査内容については以上であります。 

○議   長  産業建設委員長の報告に対する質疑を行います。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １点だけお聞きします。雪国観光圏のことで質疑がなかったというふうに

書いてありまして、ちょっと残念だったなと思ったのです。実は１月ごろだったかこれにつ

いてのテレビ放映を見てちょっと話をしたときに、ある旅館組合の方が「湯沢主導だよね」

というふうに感想を述べておられたもので、担当委員としてもう少しそういう時間の配慮が

あったらよかったかなと思ったのです。質疑は全然ないという感じですか、それとも時間の

関係でと今、委員長おっしゃいましたけれども、どういうことなのかお聞かせください。 

○議   長  産業建設委員長。 

○山田産業建設委員長  お答えいたします。非常に熱心にプロジェクターを活用されて説

明していただきました。そして聞き込んで調査を進めていく段階で、どんどん時間が進みま

して、誠に質疑もやりたかったのですが次の参考人の方がお待ちでしたので、申し訳ないの

ですが質疑をお受けできない状況でありました。以上です。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  水道水融雪についてですが、委員会で多分、今回初めての調査だと思うの

ですけれども、現実的に可能性があるのかどうかというあたりを、どう探られたかちょっと

お聞きしたいのです。なぜならば、魔法のような話かなという気がします。既に実証実験を

されて提案されているのかどうかというあたりがちょっとわからないのですが、その辺はど

ういった導入で始まったのかひとつお聞きします。 

 それから・・・（「産業建設委員長」と叫ぶ者あり）ちょっと待ってください。水道ビジョ

ンについてですが、私は一般質問をしようと思っているのですけれども、委員会としてこの

ビジョンは、今までのやってきた水道事業を根底から覆したビジョンというふうにこの報告

書を見て思ったのですが、そういった議論というのはないわけですか。ひとつその点をお聞

きいたします。 

 もう１点です。ディスポーザーについてですが、私は県が実証実験をしていただきたいと

いうのは、県の懸念というものについて的確に把握しておかなければ、どういった実証実験



 - 19 -

をしてどう結果を出すかということは、ちょっと市の方針と県の実際今までやってきたもの

との整合性というのはそこでなくなるわけです。そういう点ではどういう形で実証実験とい

うのが行われるというふうに委員会では調査をされたのかひとつお聞きします。 

○議   長  産業建設委員長。 

○山田産業建設委員長  お答えいたします。まず１点目、融雪に関する魔法のような機械

ということでありますが、導入に至ったところの確かに質疑がありました。その中で１グラ

ムの雪を溶かすには 80 カロリーの熱が必要でありますが、雪を解かすには……。失礼しまし

た。膨大な熱源が必要になりますが、どういったことで導入に至ったかという質疑がありま

して、答弁の中で革新的なものができたのかと思ったと。もう既に本体ができ上がっていて、

それの実証実験ということで、実証機であるということで導入されるということで導入した

という経緯があります。 

ただ、目的は今回は大きな駐車場に敷設したわけですが、地盤沈下区域の住戸に対する車

庫の出入口、もしくは能力があれば軒下の融雪と、そういった目的で導入したということで

ありますので、その発熱体でそう多くない水量で、そう高い温度でなくて、流量さえ確保で

きれば間口程度は可能ではないのかなというような感覚、考えで進めているようです。そう

いう調査の感覚を受けました。 

 ２つ目につきまして水道ビジョン。全く違う方向性という話ですけれども、確かに今まで

は浄水場２系統を続けていくのだという方向であったかと思いますが、現在３基ある非常用

の井戸、これから９基井戸を掘って全 13 基とすると災害時全ての市民に水が供給できるとい

ったこと、後ほど緩やかにそれに移行したいというような報告を受けましたので、非常に踏

み込んだ内容になっているのではないかなと委員会でも感じたところであります。 

 ３点目、下水道ディスポーザーにつきましては、五日町にあります六日町処理場、これは

流域になります。県の管轄になりますので、今後、下水が集約化されていきますと六日町処

理場だけで 70％を超える処理量になるわけです。そこで県とすると実際、現在上出浦のほう

でされているのは浄化槽ですので、そうではなくてちゃんとした処理場での実績をデータと

してあげてくださいということです。これは委員会の後の話になりますけれども、大和処理

場で、これは公共ですので市で独自にやっていくということで、それで１年間実証実験とし

てデータをとって県に報告をし、その後状況によって、データによって県の許可を得た後、

流域の六日町処理場でも使えるようにしたいと。要するに市民の間に不平等にならない、全

域で利用できるような形をとっていきたいといったところまで調査をすることができました。

以上です。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  水道水の加熱ヒーターについては、今の話で聞きますとまだ完成していな

い品物だったというふうに私はとりました。予算も使っていないというような報告でありま

すが、予算は使わなくても経費、人件費等は使ったり、いろいろ投資している部分があるわ

けですが、もう少し確実性のあるものをやはり考えるなり、あるいは送水とか直接水道を使
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うというようなことで、私は考えるべきではないのではないかなというふうな感じがします

が、以後の調査を望むところでございます。 

 水道と関連してこの水道ビジョンですよね。そうすると、どうも的が続けて２つできるわ

けで、こういった整合性についても委員会できちんと調査をしていただきたいなと。要する

に水道水が今は余っているから使っている。そして今度は縮小していって何とか井戸で配水

したいというような感じにとれるのですけれども、その辺はもし調査があったらひとつお聞

きします。それと今後の調査を期待するところです。 

 ディスポーザーについては行政報告等で、あるいは資料でもあるように市営というか昔の

大和処理場で実証実験をするということでありますけれども、私はちょっと飛躍した発想か

なというふうに捉えています。本当に県がそこまで、県も導入しようとしているのかという

あたりが一番の分かれ目だと思うので、その辺を今後委員会として――これはもし県が認め

るということになると全国的な問題になっていくわけで、農集とか個別の問題とはちょっと

違う考え方になるかと思う。その辺の調査も以後やっていただきたいなというふうに思いま

す。以上終わります。 

○議   長  産業建設委員長。 

○山田産業建設委員長  今ほどお話しいただきました。地盤沈下区域での今後の住宅への

ある意味救済的な意味も含めて、それが根本でありますので、これについては継続して調査

をぜひ進めていきたいと思います。 

 ２点目、水道ビジョンにつきましても、いかに現在ある施設を有効に使うか。それからそ

の後の 10 年、20 年先を見据えた方向をどう持っていくのか。これについてはずっと産業建

設委員会としてのテーマではあると思いますので、すぐ次やるという意味ではないのですけ

れども、継続してやっていくべきだと私も考えております。 

 ディスポーザーにつきましては、30％普及の段階で現在約 400 万円の負担がかかるという、

それでも高齢化する中で利便性を高めるということで導入に踏み切ろうと。市長の方針もあ

りますので、これは一部で導入するのであれば市内全域ということで、そういう効果があっ

て、市民サービスになるのであれば、ぜひ進めていく。それについてはどれだけの有効性が

ある、弊害があるということは、１年後確実に調査しなければならない問題だと思っており

ます。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、産業建設委員長に対する質疑を終わります。 

○議   長  委員長報告の途中でありますが、休憩といたします。休憩後の再開は 11時

20 分といたします。 

〔午前 11 時 01 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午前 11 時 20 分〕  
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○議   長  社会厚生委員長・中沢一博君の報告を求めます。 

○中沢社会厚生委員長  社会厚生委員会の調査事項につきまして報告させていただきま

す。期日は平成 25 年１月 25 日であります。委員の出席状況は出席７人、１名欠席であり

ます。議長からも出席いただきました。調査事項は記載のとおり４件について調査いたし

ました。また、その他２件について執行部より説明がありました。調査内容については執

行部から所管の部長、課長、説明員より出席をいただき、今回は有害鳥獣対策についての

部分で農業分野の実態もありましたので、担当部長、課長からも出席をいただき調査をい

たしました。 

 初に保育の現状について、現地調査を含め実施いたしました。塩沢保育園の施設の状

況についてでありますけれども、平成４年に現在の場所に移転、改築され、定員が 111 人

として整備されました。そして、平成 11 年度に乳児室を増築した経緯がありますが 21 年

が経過している現状であります。未満児の増加が著しくて、ゼロ歳、１歳、２歳児がそれ

ぞれ保育室を利用しているために、３歳児と４歳児は独立した部屋がとれずに仕切って保

育を実施している実態でございます。 

定員が 110 人に対しまして 133 人の入園状態であります。現在の育児数を児童福祉法の

児童福祉施設 低基準に照らした場合、施設基準を満たしていない状況であります。トイ

レの数の不足や床をフラット化するなどの形で、現在予算要求している段階でございます。 

また、中保育園の状況についてでありますけれども、昭和 50 年度に開設し、その当時定

員が150人で当時は 大規模でありました。昭和57年に定員を140人に変更いたしまして、

平成 12 年度に大規模改修を行って、平成 17 年度より現在の定員の 120 人に変更しており

ます。そして 37 年が経過しており施設全体が老朽化している現実であります。駐車のスペ

ースが不足している。また、園児の送迎も60メートル離れた駐車場を利用していることと、

危険と隣り合わせの状況であるということを委員の私たちが見てきた現実でございます。 

民間施設が新しくなっている中で公設施設の老朽化が進んでおります。情勢のいろいろ

な変化もありますけれども、塩沢保育園の増改築、また、中保育園の公設民営化、またあ

るいは民営化なども含めて早急に検討が必要であると感じております。平成 25 年度には方

向性を出したいという報告も受けております。 

また、保育園の熱中症対策についてでございますけれども、平成 20 年７月に合併補助金

を使いまして、塩沢地域で８園、そして六日町地域で６園にエアコンを設置いたしました。

各保育室の面積に対応する能力にはついていけないのが実態でありまして、昨年の猛暑で

はすだれを掛けるなどいろいろな工夫をしておりますけれども、実際 30 度以上にならなか

った保育室は２つしかなかったというのが実情であります。塩沢保育園では 30 度を連日越

えて非常に過酷な環境であり、状況を踏まえた中でその２室については早急に適切な空調

設備を入れ替えたところであります。 

また、社会福祉法人若葉会の金城保育園への補助金についてでございますけれども、塩

沢地区の保育園では、ゼロ歳から２歳の未満児が定員を超えている状況でございます。議
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会でもご承知のとおりでありまして、県の安心こども基金で増築、整備計画を立てて、工

事の完了を７月末に計画しているところであります。 

質疑に関しましては、正職員と臨時職員の状況、また、アレルギー食の取り扱い等の質

疑がありました。詳細につきましては、配付済みの資料 11 から 16 ページをご覧いただき

たいと存じます。 

次に児童虐待及びＤＶについてでございます。児童家庭相談は子育て相談等のニーズも

増加しており、全てを児童相談所のみで受けとめることが困難な状況であります。平成 16

年の児童福祉法の改正によりまして、平成 17 年４月から市町村でも児童家庭相談に応じる

ことになりました。児童虐待相談は平成 24 年で 22 件、平成 23 年の 27 件に比べて 11 月末

現在でありますけれども若干伸びている状況であります。主な虐待としては、平成 24 年で

は実の父親によるものが増えておりまして心理的虐待のケースが多いというふうな現状で

あります。 

ＤＶの相談件数につきましては、平成 23 年は９件でありました。平成 24 年は 11 月末現

在で既に９件になっております。また、包括支援センターに来ている中でも高齢者のＤＶ

についても、平成 23 年度は４件でありましたけれども、平成 24 年度はもう８件という増

加しておる実態でございます。詳細につきましても資料 17 ページから 20 ページをご覧い

ただきたいと存じます。 

次にアルコール等の依存の現状についてでございますけれども、アルコール依存症とい

うのは一般的には意志が弱くだらしがない人と思われがちでありますけれども、実は問題

は心の底にあるということが多くいわれておるそうでございます。心の中に問題があるよ

うな病気で医学的見地からも精神疾患の一つとして治療を促す対象と考えているところで

ございます。 

アルコール依存症は明確な基準があって、これを超えてしまえばそうであるというよう

な数値的なものはないそうでありますけれども、南魚沼市においてはまだ調査を行っては

おりません。実態は何人ぐらいであるか明確にはわからないのでありますけれども、南魚

沼の保健所管内での精神障害者管理数によると、アルコール中毒の数は 30 人から 40 人で

推移している、そういうふうな現状が報告されました。 

対策につきましては、平成 19 年度に作成したいきいき市民健康づくり計画の中でアルコ

ール問題も一つのテーマとして取り上げております。飲酒の低下を目標に掲げ、三つの柱

に取り組んでおります。１番目がアルコール問題に対する正しい知識の普及であります。

２番目が問題を抱えている方の相談体制の充実、そして３番目が精神的な問題が含まれて

いるので医療機関との連携であります。 

ちなみに南魚沼市では毎日飲酒の習慣がある人の割合は、３年連続県下１位だそうであ

ります。心当たりのある方ばっかりかと思いますけれども、これも私たち地域の文化では

ないかというふうに捉えているわけでございます。資料の中の 後のほうにアルコール依

存チェックリストがありますので、ぜひ後ほど皆さん方もこれを行ってみていただきたい
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とそのように思う次第でございます。その他詳細につきましては配付資料をご覧いただき

たいと思います。 

４番目に有害鳥獣対策についてでございます。有害鳥獣対策について、クマ、イノシシ

等の人的な被害については環境交通課で対応しております。捕獲の実績についてですが、

クマですけれども多かったのは平成 22 年の 62 頭、本年度は 12 頭捕獲しているそうであり

ます。そしてサルの捕獲に関しましては、59 頭ありましたがそのうち７頭に発信機をつけ

て今調査をしている状況でございます。 

農林課からは農作物被害が主体でありまして、サルが主体となっているわけであります

けれども、被害の状況は資料のとおり年々増加している傾向でございます。本当に高齢者

の方が必死になってつくっている作物をそっくり奪われている、そういうご相談等を皆さ

んもいっぱいいただいているかと思いますけれども、平成 25 年度からはさらに対策も進め

ていく計画であります。サルに関しましても、東山地域だけではなくて西山でも出てきて

いる現状であります。できるだけそういった集落に追い払い組織をつくっていただきまし

て、一次的な対策として支援をしていく計画でございます。質疑の内容等は配付資料をご

覧いただきたいと存じます。 

その他でありますけれども、福祉課より指定地域密着型サービス事業に関する基準の条

例化について、そして環境交通課より太陽光発電システム設置費補助金制度の創設につい

ての説明がありました。その中で当市として、市長からも所信表明でございましたとおり、

平成 25 年度より太陽光発電システムの普及に補助金制度を創設することになりました。対

象内容は個人住宅とまた併用の住宅として、事業用の建物は対象としないというふうにな

っております。補助金の金額についてですけれども、太陽光パネルの出力１キロ当たり 10

万円でありまして、上限の額は 30 万円として３キロワットまで市で補助をする内容であり

ます。以上、社会厚生委員会からの調査報告を終わります。 

○議   長  社会厚生委員長の報告に対する質疑を行います。11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  社会厚生委員長にお伺いいたします。３点ほどございますが、いただい

た資料３ページ、保育の職員数についての質問と答弁等があります。臨時の方も半数くら

いいるというふうでありましたけれども、保育の質ということを考えたときに、無資格の

方が大体半分ぐらいいるという中で、「保育の質を維持する」「高める」ということでどう

いう取り組みをするのかというところの質疑や説明があったかどうかお伺いいたします。 

 それから５ページ目ですけども、ＤＶ、児童虐待についてですが中ほどに、「増えていく

ものをどうやって減らすかということは目標でないかと思うが」という質問等もあります。

一番児童虐待の中では、実際そういう事例は、申出がないとなかなか行政等で踏み込んで

いけないという部分でありました。今のところは自閉症のスペクトラム障害という部分が

非常に問題となっておりまして、この部分の専門家であります発達心理学の先生だったり、

臨床心理士だったりという方々を、市で配置をするのか、あるいは県のほうなのかわかり

ませんけれども、こういう部分についてどのような体制ができているのかについての質疑
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があったかどうかをお伺いいたします。 

 もう１点は資料 29 ページについておりますけれども、野生動物対策の全国大会の部分あ

りましたが、これは多分チラシをつけただけという部分であるかなと思いますけれども、

これに対する市のほうの取り組みといいますか、やっていきたいという部分についての報

告があったらお聞かせ願いたい。 

○議   長  社会厚生委員長。 

○中沢社会厚生委員長  初の保育の職員の件でございますけれども、正職員と臨時職

員の部分でございます。皆さん方も各議会で何回もこれにつきまして、いろいろ質疑等を

されているかと思います。実際のところは、初年度当時ではそういう５対５という形で実

際言っておりますけれども、現実は途中で正職員の方にお子さんが授かったとか、いろい

ろな部分で実態が変わってきているわけであります。例えば本年度 20 人の方が正職員とし

て退職されるというふうになっております。その中で正職員は６人が採用というふうな報

告もいただいております。現実は再度退職された方をまたいろいろ考えて受け入れた形で、

そしてその体制をしていきたいという形であります。 

保育に関しましては何人に一人というのは決まっております。例えばゼロ歳児であれば

３人に１人というふうに、そういうことに関しては我が市ではではきちんと対応している

わけであります。実際に今後もそういう面で体制をきちんとするかというのは担当の部の

保育――子育て支援課に関しましては総務課の担当であるので、一概に私どもが云々は言

えないと、見守っていく、お願いしていくしかないという状況でございました。その中で

一丸となってやっていきたいと、おおむねそういう話でございました。 

 ＤＶ対策についてでございますけれども、これは個々の状況につきましては全くござい

ませんでした。やはりなかなか難しい状況でございますけれども、我が市におきましては

平成 24 年の４月から社会福祉士を正職員として１名入れました。そうした中で２名体制で

きちんとした体制をとっていきたい。そして連携を密にした中で進めていきたいという旨

のお話があった次第であります。 

 そして次にアルコールの部分でございますけれども、詳細につきまして云々は全くござ

いませんでした。以上でございます。 

（「29 ページ」と叫ぶ者あり）29 ページ、ちょっと私が説明不足で失礼いたしました。29

ページの全国大会の誘致に関して、詳細については全くございません。 

○議   長 質疑を終わることにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、社会厚生委員長に対する質疑を終わります。 

○議   長  地域医療対策調査特別委員長・松原良道君の報告を求めます。26 番・松

原良道君。 

○松原地域医療対策調査特別委員長  それでは閉会中の調査についてご報告を申し上げ

ます。第９回地域医療対策調査特別委員会、期日につきましては平成 24 年８月 23 日開催、
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調査の内容は新市立病院整備についてであります。委員は全員出席、議長からも出席をい

ただきました。執行部はそこに記載のとおりであります。 

次に２ページ以降でありますが、施設整備概要、施設の配置、平面図、スケジュール及

び事業費の説明がありました。施設全体では１万 2,000 平米、土地代を除く事業費約 40億

円と考えている。その事業のうち９月補正で８億円のエネルギー棟整備費を補正したいと

の説明がありました。 

質疑の内容についてはＱ＆Ａで記載のとおりでありますけれども、一、二点説明を申し

上げます。３ページ、面積について１万 2,000 平米で人工透析やリハビリの内容で変更に

なるということだが、面積が膨らむかどうかという質問に対しまして答弁は、面積は１万

2,000 平米、事業費約 40 億円にしたいとの考え方、そして医師の皆さんからは建物の充実

よりも医療機器の充実を考えているという認識の答弁でありました。 

 ４ページ、新しい病院をつくることによって、医師あるいは看護師をきちんと確保して

いくとの決意を聞きたいという質問に対して、医師と看護師の確保に関しては、来年度か

ら体制を変えて委員会をつくってやっていこうという考えであると説明がありました。 

 次に７ページ、第 10 回地域医療対策調査特別委員会、期日は平成 25 年１月 27 日に開催

し、調査についても新市立病院整備についてでありました。委員は全員出席、議長からも

出席をいただきました。執行部はそこに記載のとおりであります。病院の配置を、地権者

の理解をいただいたので変更をしたいとの説明がありました。エネルギー棟の整備費を３

月補正予算で減額し、当初予算に新病院工事費として計上したいとの説明がありました。

また、六日町病院の新潟県からの移管枠組みについての説明がありました。内容につきま

しては、１月 31 日開催の全員協議会での説明と同じ内容であります。 

 主な質疑を２点ほど、７ページ、前回の図面は医師の皆さんの意見は入っていないのか

という質問に対しまして、前回も入っているが、その後医師の皆さんが先進地や 新の病

院を見に行ってさらに検討、研究をした結果であるというふうな答弁であります。 

 それともう１点、ページ 13、病院の基本的な初期投資という部分の見通しがついたとい

うこと、きちんとめどをつけていただきたいという質問に対し、初期投資が抑えられれば

運営が楽になる、２月中旬には文書で確認をしたいという答弁がありました。以上、報告

を終わります。 

○議   長  地域医療対策調査特別委員長の報告に対する質疑を行います。22 番・中

沢俊一君。 

○中沢俊一君  本来の質疑とは少し外れるかもしれませんが、委員長にお伺いします。

開院まであと２年余りということで、これから非常にいろいろな形での事業への取り組み

が進んでくるわけでありますけれども、私、先般、特別委員会を傍聴させていただきまし

た。本当に勉強になりました。これから委員長のリーダーシップのもとに特別委員会のほ

うで、我々議会が責任を持つわけでありますが、そういう認識を深める意味でも特別委員

会主導の委員会、あるいはまた全員協議会あたりに取り組んでほしいと思っていますがそ
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の辺についていかがでしょうか。 

○議   長  地域医療対策調査特別委員長。 

○松原地域医療対策調査特別委員長  個人的私見は、本来は避けるべきでありますけれ

ども、問いでありますので若干気持ちを述べたいと思っています。いよいよ基幹病院、市

立病院についても具体的に事業が行われていく中で、本当に 100 年の大計である医療体系

を構築するには、今、地域医療に携わっている個人開業医の皆さん、そうした皆さんも非

常に高齢化が進んでおりまして、大変な事態だというふうに考えています。そうした中で

基幹病院あるいは市立病院の建設、今後については、担当する県、自治体、市長、市はも

ちろんでありますけれども、こうした病院に我々議会というよりも地域の皆さんが本当に

基幹病院あるいは市民病院をどう支援できるか、やはり一丸となって支えていく気概を持

っていただくことがベターであると思っています。当然、特別委員会も市のそうした具体

的な計画について随時報告を受けるわけでありますので、議員全員の皆さんとまた協議を

しながら、市民のためになる地域医療の構築をやはり図るべきで、議会も率先してそのこ

とに意見を申し上げるところであろうというふうに考えています。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  ７ページの１月 17 日の報告に、調査事項 新六日町病院整備についてと

いうのがあります。私、この日は傍聴したのですが、書類を持ってきたわけではないので

ちょっとあれですが、その他とか何かそういうので報告があったように記憶しているので

すけれども、そういうことはどうなっているかお聞きします。 

○議   長  地域医療対策調査特別委員長。 

○松原地域医療対策調査特別委員長  議員は当日傍聴していましたので、ここでそうい

う質問が出ると思ってはいませんでした。聞いてわかるでしょう。ただ、その他の中での

話については、私は本来あるべきでない認識の違いがあったということだけは申し上げて

おきます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。よって、地域医療対策調査特別委員長に対する質疑を終わります。 

○議   長  以上で、所掌事務に関する調査の報告を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。 

 本会期中の特別会計及び公営企業会計の当初予算議案並びに請願を除く付議事件は、会

議規則第 37 条第３項の規定によって委員会付託を省略し、また議案等に対する市長の提案

理由説明は予算及び人事案件に限って行い、その他の案件については市長の提案理由説明

を省略し、担当部長等による説明としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。よって、本会期中の特別会計及び公営企業会計の当初予算議案並

びに請願を除く付議事件は、委員会付託を省略し議案等に対する市長の提案理由説明は予



 - 27 -

算及び人事案件に限って行い、その他の案件については市長の提案理由説明を省略し、担

当部長等による説明といたします。 

○議   長  日程第６、平成 25 年請願第１号 妊婦健診と、ヒブ・小児用肺炎球菌・

子宮頸がん予防３ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成を求める請願を議題といたし

ます。 

 請願第１号を社会厚生委員会に付託しますので、審査をお願いいたします。 

○議   長 日程第７、第１号報告 専決処分した事件の報告について（大原運動公園

野球場土木工事請負契約の変更について）を議題といたします。 

 説明を求めます。副市長。 

○副 市 長  第１号報告でございますが、本件は平成 24 年６月定例議会におきまして、

第 73 号議案としてご提案、ご同意を賜りました、工事番号が、スポ公園改第１号 大原運動

公園野球場土木工事請負契約に係る変更契約につきまして、増減額が 100 分の５以内かつ

1,000 万円以下でございますので、市長の専決処分ということで、自治法第 180 条第２項の

規定によりご報告を申し上げるものでございます。 

議案の３ページをご覧いただきたいと思います。専決処分書でございますが、記載のよう

に変更前の契約金額で、５億 6,878 万 5,000 円でございますが、今回の変更で 227 万 6,400

円を変更減といたしまして、変更後の契約金額を５億 6,650 万 8,600 円とするものでありま

す。率にして 0.4％の減でございます。契約の相手方につきましては、元店・カネカ特定共

同企業体でございます。代表者及び構成員は、記載のとおりでございます。 

５ページから７ページまで変更契約書の写しが添付されておりますし、次の８ページをご

覧いただきたいと思いますが、工事変更概要が記載されております。３に変更理由が記載さ

れておりますが、散水設備の維持管理を考慮し、堆砂桝、貯水槽、送水管等の設置位置と構

造の再検討を行った。それに伴い当初散水設備工は建築工事で施工する計画でありましたが、

工事内容や工程上、土木工事での施工が有利という判断からそれに伴う変更が１点、２点目

が外野壁において地質調査を確認いたしましたところ、逆Ｔ型擁壁から、Ｌ型擁壁に変更が

できるということでそちらのほうにさせていただくというものでございます。９ページに計

画平面図がございますのでご覧を賜りたいと存じます。以上、ご報告を申し上げますのでよ

ろしくお願いをいたします。 

○議   長  質疑を行います。10 番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  １点だけちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、変更理由の

中で、いろいろ検討しまして散水設備工は建築工事から土木工事になったということです

けれども、次の議案ともちょっと関連するので質問しづらい部分もあるのですが、見比べ

ますと散水設備工事の追加の部分が大分増えて、こっちの土木工事のほうに移っています。

構造等を見直した中でということですが、そういう点で大きな変更があったのかというと

ころだけちょっとお聞きしたい。 

○議   長  社会教育課長。 
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○社会教育課長  おっしゃるとおり散水設備工につきまして、建築のほうから土木工事に

移しかえたものでございます。この散水設備工につきましては、当初から湧き水による水

の利用を考えておりまして、野球のグラウンド面、それから多目的グラウンドのグラウン

ド面、双方を１回ざっと散水するに十分な約 50 立米というものを予定しておりました。  

しかしその後、湧き水といいましても表流水になっておるのですが、その内容をよく見

ますとちょっと砂も混じっている。やはり自然水の部分もあるということで、さらにまた

野球グラウンドあるいは多目的グラウンドの部分を１回だけ散水した後、どうしても暑い

ときですとさらにもう１回、２回と散水しなければいけないということがあるということ

を見込みまして水道管との接続。それから、どうしても流水ございますので、当初よりも

ちょっと砂等が入っていたということから、全く泥さらいそういったものを考えないよう

な簡単な構造になっていたのを、泥さらいができるようなもの、前に堆砂桝というような

ものも設置いたします。さらに貯水槽自体も耐震構造をクリアした防火水槽を設置するこ

とによりまして、有事の際にも防火水槽としての機能を果たせるような構造に変更したと

いうことでございます。以上でございます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  以上で、専決処分した事件の報告について（大原運動公園野球場土木工事

請負契約の変更について）の報告を終わります。 

○議   長  日程第８、第２号報告 専決処分した事件の報告について（大原運動公園

野球場建設建築工事請負契約の変更について）を議題といたします。 

 説明を求めます。副市長。 

○副 市 長  本件も、第１号報告に同じく昨年の６月定例議会において、第 74 号議案と

してご提案、ご同意を賜りました、工事番号が、スポ公園改第２号 大原運動公園野球場建

築工事請負契約に係る変更契約につきまして、増減額が、100 分の５以内かつ 1,000 万円以

下でございますので、２月 14 日専決処分をさせていただいたものでございます。 

議案をご覧いただきたいと思います。議案の３ページをご覧ください。専決処分書でござ

いますが、記載のように変更前の契約金額で７億 2,429 万円でございますが、今回の変更で

218 万 5,050 円を変更増といたしまして、変更後の契約金額を７億 2,647 万 5,050 円とする

ものでございます。率にして 0.3％の増額でございます。 

４の契約の相手方並びに代表者、構成員は記載のとおりでございます。５ページから７ペ

ージまで契約書の写しが添付されております。 

次の８ページに工事変更概要が記載されております。３に変更理由が記載されております

が、主要な増減はＡの建築工事で、管理棟では外装仕上げの変更、内部造作家具の変更、そ

れからメインスタンドでは地下二重壁の仕様変更、ダグアウトの仕様変更、芝スタンドでは

地下二重壁の変更、フェンスの変更 照明塔の装柱架台の変更。Ｂの機械設備工事では衛生
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機具のオストメイト対応化、給排水ルートの見直しのほか、散水設備を先ほどの土木工事で

実施することによる減などから、変更内容記載の変更というふうになったものでございます。 

９ページに南側立面図、管理棟一階平面図、10 ページにはダグアウト断面詳細図、用具庫・

砂置場平面詳細図、11 ページにフェンス配置図、12 ページに照明塔詳細図がそれぞれ添付さ

れております。これにつきましては変更箇所が赤書きされておりますのでご覧を賜りたいと

存じます。以上、ご報告を申し上げますのでよろしくお願いをいたします。以上でございま

す。 

○議   長  質疑を行います。11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  変更の中で４番の照明塔工事の部分、照明塔の装柱架台の仕様変更ですが、

積雪対応ということでありますけれども、私はもう屋根がつくものだというふうにばっかり

思っていたのです。この図面を見る限りであれば、多分照明等の交換を行ったりするのに、

ここに人間が乗って点検をしたり、交換をしようという部分であろうと思いますけれども、

問題は餅のような雪が上から全部照明塔をひん曲げてくるわけです。これの対策をするには、

もう屋根をつけるしかないだろうというのは、テニスコートをつくったときから言われてい

るわけです。そういう部分で変更が出てくるものだと思っていましたが、それがないわけで

すけれども、どういうふうにお考えですか。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  照明塔工事につきましては、当初発注の段階では標準的な設計の照明塔

で対応ということで考えていたわけでありますが、施工段階におきまして先進地の事例とか、

既設の野球場の視察を通じた中で検討した結果、積雪によって照明器具の破損や向きの変更

等、今おっしゃられたような事案が多くあったと、そういうことから当野球場の照明塔にお

いてもそういったことに対する対策をとっておきたいということで、極力維持管理のしやす

い、さらに安全に作業を行える架台に変更させていただきたいというふうなことでございま

す。 

それで屋根とかそういった話でありますけれども、今申し上げましたようにいろいろな先

進地の事例とかそういったものを担当のほうで視察させていただいた中でも、これといった

解決策というのはなかなか見い出せなかった。例えば上にビニール等で覆うというのが今は

割と言われていますが、あれはむしろ悪いというような調査結果も出ております。なかなか

決定的ないい方法が見い出せなかったということで、一番 後の図面にありますように作業

員が台に乗っている部分をパタンと上げるようなやり方、これは建設公団とかそういったと

ころでも実績がある方法だということで、このことを採用させていただいたというものでご

ざいます。以上です。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  雪でひん曲げられたときに、ここに人が乗ってそれを直そうという部分で

すけれども、とても人力で直せるようなものではありません。結局本体をずっと下ろして、

工場に持っていって曲がりを直すというのでなければとても修理なんかできないというのは、
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こういうのがもう既にテニスコートで実証済みなわけです。であるのであれば、先進地、確

かに大事な部分でありますけども、雪でひん曲げられるという部分に対する対応策でいけば、

やはりうちのほうが先進地ではないかと思っています。屋根は絶対必要だと思うのですけれ

ども、やはり再考していただきたい。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  先ほども言いましたように、そこのところを全く雪の害がないように、

曲がらないようにということが、100％というのはなかなかもう難しいという調査結果であり

ます。それそのものがある程度の強度を持っているということも当然言えますし、先ほど言

いましたようにいろいろな屋根をつけたりビニールをかぶせたというのは、屋根は逆効果だ

とは言いませんが、ビニール等は逆効果だという調査結果も出ております。さらに調査はい

たしますけれども、今のところの調査結果では、そういうような認識でおるところでござい

ます。以上です。 

○議   長  19 番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  それこそこれについてちょっと聞いてみたいのですが、今まで結構な工事

が進められているわけです。よく役所でこういうことがあったのですけれども、例えば道の

駅をこの間つくったわけです。道の駅をつくって交流棟というのを端っこにつくったわけで

すけれども、そこの中に排水溝がないから水が建物の中に入るとか、それは工事の段階から

もう施工業者のほうからは指摘があったけれども、そのまま突撃していったということです。

今回の予算で直すなんていう話を聞いているのですが、今まで野球場とかでそういうふうな

事例、例えばここをこうしたほうがいいのではないかという業者からの話があったのかどう

か。同様な、例えば施工業者のほうから、こうしたほうが絶対につくった後にいいからとか、

それは今泉のときはそのままいってしまったという話なわけですけれど、そういう点――例

えば今の段階でないのだったらないでいいですけれども、これからあった場合、そういうと

きはしっかりとやはり検討して、やっていったほうがいいのではないかなという思いがあり

ます。 

あとそれと、これはこっちのつくるほうとは全然別件ですけれども、それこそ地域の方た

ちから、そろそろ野球場も完成が見えてきたのだけれども、どうやって営業していけばいい

のかという声があるわけです。例えばパンフレットにしろ――あそこに看板があるわけです。

でっかいこういうふうな野球場ができますよという、そういうふうなものを１年前からとか

やっているほうが――要は完成はあと１年かかるわけですけれども、例えば夏だって合宿が

来るわけですし、野球場の合宿は来ないにしてもこういうふうになっていくのだというので、

配られるものとかまたいろいろな宣伝をする材料があればななんていう声があるのです。そ

ういう点もちょっと、これは別件のほうですけれども、回答はいいとしても考えていただけ

ればと思います。以上ちょっとお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  設計段階では、なかなか現場に入っていったときに現実とそぐわないとか、
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現場に合わないというそういう部分が相当出てくるというふうに理解しおります。その際、

今議員が触れていただきましたように現場での意見を十分尊重しながら、変更できるものは

変更していくという、そういう体制には変わりはないわけであります。今までどのくらい提

案があったかというのはちょっと私はわかりませんけれども、そういう基本的な気持ちは持

ってやっていきますので、これからもまだ変更がないとは限らないわけであります。完成ま

でもう少しいろいろの面では、やはり何か出てくるのではないかという気はしております。

それは十分対応できるところは対応していくというつもりです。 

 それから利用方法等につきましては、先ほどちょっと所信で触れましたように、今の大原

運動公園の指定管理が平成 25 年いっぱいで切れるわけですから、平成 25 年中に指定管理者

やそういう部分も含めて総合的な検討をしなければなりません。その中で今、議員おっしゃ

ったようなことも含めて一緒に検討していきますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  質疑を終わることに――24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  設計変更の中で芝生スタンド・ブルペン後方のフェンスを中止と書いてあ

りますが、このそもそもの目的は周囲から、要するにのぞき見ができないようなという説明

があったと思うのですが、そういうことでしょうか。そのひとつ理由をお聞きします。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  芝スタンドの後方フェンス一部中止でございますが、これは図面の２枚

目の 11 ページのところをご覧いただきますと、左右に広がった芝生スタンドですから一番端

のほうですね、こちらの端の部分に当初は１メートル何十センチかのワイヤーメッシュと申

しますか、縦横の金網状のフェンスをさらにそこに設置すると。左上の四角３、状況断面図

というところにありますように、高さ 120 センチの防護壁と申しますか転落防止用の壁の上

にさらに１メートル何十センチかのフェンスを設置する予定であったのですが、この１メー

トル何十センチかのコンクリート壁だけで十分であるという結論になりまして、それを中止

したということでございます。以上です。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  今、設置目的を聞いて確認をしてからと思ったのですが、要するに例えば

多目的グラウンドのほうから、あそこは高低差ありますので予想以上に多目的グラウンドか

らは見えるなというような感じを私はしているのです。有料で催物をするときの目隠しとい

うふうな話を以前聞いたことがあるのですが、そういうことですか。 

それで、今の転落防止用の 1.2 メートルで用をなすと、見えなくなるとこういうことです

か。確認をしておきたいと思います。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  有料のいろいろな催物の際に目隠しという意味ではございません。有料

の際にはまた別のいろいろな工夫をしなければいけないというふうに思っております。以上

です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  以上で、専決処分した事件の報告について（大原運動公園野球場建築工事

請負契約の変更について）の報告を終わります。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開は午後１時 15 分とさせていただきます。 

〔午後 12 時 08 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後 １時 15 分〕 

○議   長  日程第９、第３号報告 専決処分した事件の承認について（平成 24 年度南

魚沼市一般会計補正予算（第６号））を議題といたします。本件について提案理由の説明を求

めます。市長。 

○市   長  第３号報告につきましてご報告を申し上げます。２月 22 日所信表明でもち

ょっとふれましたけれども、大和地域及び六日町地域が豪雪による災害救助法適用、また２

月 24 日には塩沢地域が県災害救助条例の適用を受けました。これを受けまして、市では２月

22 日 15 時に市長を本部長とする南魚沼市豪雪対策本部を設置し、災害救助に万全を期すこ

ととしたところであります。この対応に追加の予算措置が必要となりましたので、急遽補正

予算第６号を専決処分させていただきました。 

内容といたしましては、災害救助費として要援護者の住宅除雪等の委託費 2,678 万円を主

に 2,963 万円、３月補正予算成立までの間に不足が見込まれる道路機械除雪委託費 5,000 万

円、その他公共施設の除雪委託費などを追加計上いたしました。財源といたしましては、災

害救助法及び新潟県災害救助条例に基づく災害救助費負担金合わせて 2,561 万円、特別交付

税を 7,200 万円増と見込んだものであります。 

以上、歳入歳出予算総額にそれぞれ 9,761 万円を追加し、歳入歳出予算総額を 349 億 3,419

万 8,000 円としたものであります。詳細につきまして副市長より説明させますので、よろし

くご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  副市長。 

○副 市 長  追加配付をさせていただきました第３号報告をお手元にお願いをいたしま

す。補正第６号についてご説明を申し上げます。８ページ、９ページの事項別明細書２歳入

でございます。 

９款１項１目の地方交付税ですが、今ほどのお話のように特別交付税を 7,200 万円、14 款

県支出金１項１目の民生費県負担金で３節の災害救助費県負担金として、災害救助法に基づ

く旧大和地域、旧六日町地域分で 2,159 万円余り、旧塩沢地域の県条例適用分で 401 万円余

りの補正でございます。 

12、13 ページをお願いいたします。３の歳出でございます。２款総務費１項総務管理費で

は、説明欄記載の庁舎管理費、普通財産管理費、地域開発センター費、公会堂費にそれぞれ

除雪等の業務委託料の追加でございます。 
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３款民生費１項社会福祉費では、説明欄の生活支援事業といたしまして高齢者等要援護住

宅除雪援助委託料に 100 万円、魚沼荘に 26 万円ほど、２項児童福祉費でも常設保育園管理運

営費に除雪経費として 250 万円の計上であります。 

14、15 ページでお願いいたします。４項の災害救助費（豪雪災害）として、障害物の除去

ということになりますが、除雪等業務委託料として 200 件分、2,678 万円を計上いたしまし

た。人夫賃金、修繕料それから燃料費、リース料は、行政区への除雪機械貸与に係る経費の

計上でございます。 

８款土木費２項道路橋りょう費では、道路の補修に係る経費で 500 万円、除雪用品に 100

万円、機械除雪費に 5,000 万円の追加でございます。４項都市計画費では、六日町駅自由通

路シンボル施設管理費、児童公園管理費、塩沢交流広場管理費はそれぞれ豪雪に係る施設管

理の経費の追加でございます。 

次のページをお願いいたします。市営住宅管理費、これは給湯器の破損による修繕でござ

います。 

10 款教育費２項小学校費、３項中学校費、７項保健体育費いずれも今冬の雪に関する除雪

費の追加計上でございます。以上でございますがよろしくお願いいたします。以上です。 

○議   長  質疑を行います。23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  豪雪の話ですのでちょっと、ちまたでは非常に豪雪と石油・灯油などの値

上がりで経費がかさんで困るという声が聞こえてきています。要援護世帯には雪下ろしに関

しての補助は出るけれども、灯油やそういうのに対してのいわゆる屋根雪処理を石油とか水

とかでしているのには出ないというのもあります。こういう「豪雪」とついたときぐらいは、

全家庭に補助金みたいなのが出ないのかねという声がよく聞こえますが、そういう対策的な

考え方はあるかどうかお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  先般の全員協議会の際にも中沢一博議員のほうから、いわゆる福祉灯油的

な部分という話がありました。過去の例を調べてみましたら、平成 18 年ですか、このときは

豪雪もすごかったんですけれども、灯油が大幅に値上がりしておりまして、今の比ではなか

ったんです。今はどのくらいか 10 円ちょっとだと思います。あの当時は 20 円から 30 円一気

に値上がりしたということで、そういう制度を、国もやりましたし我々もやったということ

であります。 

今般のこの豪雪につきましては、いろいろ検討させていただきました。しかし、要援護世

帯、一人暮らしの家庭等につきましては、水道料金の福祉減免制度等も設けておりましたの

で、今の灯油の値上がりの範囲ではなかなか――今やりますとまたいずれ前例がつきますの

で、この値上がりの範囲の中ではちょっと実施は、私は否定的であります。まだこれからど

うなるかわかりませんが、今のところそういう考え方ですのでよろしくお願いいたします。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  確かにこの前の値上がりから比べるとそうですが、高齢者ばかりではない
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ですけれども、屋根融雪を市というか旧六日町何かでも奨励したころでは、灯油のお金が 50

円前後で設計したと思います。けれども、今は 100 円を超えるという勢いであります。そう

いう意味では 10 年、20 年とたつうちにそうやって変わってくるというのもありますので、

ぜひご一考をお願いしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  その福祉的な部分とは離してある部分です。私は灯油等で屋根雪処理をと

いうことを勧めた当時のことがごくつまびらかではありませんが、50 円であったかどうだか

それは別にいたしまして、あれは灯油をどんどん、どんどん炊きながら屋根の雪を融雪する

というのは一般的に勧めたことはないわけです。要は普通に灯油を炊いておきながらその温

かい空気をうまく利用して屋根――いわゆる昔の柳式というのですね。そういうのは確か奨

励したことがありますけれども、もうボイラーでどんどんとお湯を回したりとか、そういう

ことを特に奨励したことは確かございません。 

議員のお宅の中でも屋根雪処理にその灯油を使ってボイラーを炊いてということはあると、

そういう方がいらっしゃると思いますけれども、それをどんどんと奨励したということは確

かないわけであります。ある程度、経済的に余裕のある方がそういうことをしたのかなとい

う私の思いであります。ですので、それに対して今ここに灯油代の補助として、市がそれを

支給するということは考えてはおりません。 

○議   長  16 番・関 昭夫君。 

○関 昭夫君  それぞれの項目で歳出ですが、除雪費委託料を計上されていますが、専決

以降の執行状況は、請求が上がってこないと額が云々というのはわからないわけではありま

せんけれど、実際には、例えば学校はどこまでどういうふうな指示をして、どういう除雪を

やったとか、あるいはこの災害救助費ですか除雪の業務委託があるわけですけれど、どうい

うような執行にあるのかその辺の説明をいただきたいと思います。 

○議   長  副市長。 

○副 市 長  ご存じのように救助法の期間が十日間でありますので、まだ細かくデータ

が出てきておりませんが、先ほど市長が申し上げましたように 260 世帯ぐらいの障害物の除

去ということでございますので、それに関わるお金が、国の法は 10 分の 10、片方は２分の

１ということで、収入になるものだと思っております。データについては今承知をしており

ません。 

それから学校等公共施設につきましては、設計上の設計基準もありますので、できるだけ

我慢をしてはおるんですが、その我慢のできない部分が予算計上されたというふうにお考え

をいただきたいと思います。数値についても今はまだどの程度どうだというのは、私はつか

んでおりません。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 
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○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第３号報告 専決処分した事件の承認について（平成 24

年度南魚沼市一般会計補正予算（第６号））は、提出のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第３号報告は提出のとおり承認されました。 

○議   長  日程第 10、第７号議案 魚沼地区障害福祉組合規約の変更について、及び

日程第 11、第８号議案 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規

約の変更についての以上２件を一括議題といたします。２件について提案理由の説明を求め

ます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それでは第７号議案 魚沼地区障害福祉組合規約の変更について、それ

から第８号議案 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約の変

更についての２件についてご説明を申し上げます。昨年６月 27 日に公布されました「地域社

会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関

する法律」この法律の第１条において障害者自立支援法が一部改正されたところです。この

改正の中で、法律の題名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」というふうに改められたところです。この法律につきましては

本年４月１日からこの部分については施行されることになっておりまして、これに伴う規約

の変更でございます。 

 ７号、８号とも３ページの新旧対照表のほうをご覧ください。７号議案では２か所、それ

から８号議案のほうでは３か所、それぞれ法律名を改正するだけの変更でございます。両規

約とも改正法の施行日であります４月１日から施行するものです。 

７号議案につきましては地方自治法第 286 条第１項の規定により、魚沼地区障害福祉組合

から規約変更の協議がございましたので、同法第 290 条の規定に基づき、第８号議案につい

ては、地方自治法 252 条の７第２項の規定により本市と湯沢町が協議・合意したものを、同

法第 252 条の７第３項において準用します同法第 252 条の２第３項本文の規定に基づき、そ

れぞれ議会の議決を求めるものであります。 

以上ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議   長  一括して質疑を行います。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 
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○岩野 松君  非常に長い名称になって言いにくいんですけれども、名称が変わることに

よって、これからみると内容は変わらないみたいです。なぜ名称が変わったのかと、内容が

どうなのかというのは、ちょっとお聞かせいただければ。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  これはあくまでも規約のほうでこの法律を引用している改正でございま

して、法律の改正についてはそれぞれの法律のほうでご覧いただくようになるかと思います。

題名の改正のほかに、これは平成 25 年４月１日と平成 26 年４月１日から施行するのに２段

階で改正されておりますが、詳しい内容をここで説明を省かせていただきたいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  第７号議案に対する討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第７号議案 魚沼地区障害福祉組合規約の変更について

は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第７号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第８号議案に対する討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第８号議案 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費

等支給審査会共同設置規約の変更については、原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第８号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 12、第９号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。副市長。 

○副 市 長  第９号議案についてご説明を申し上げます。本件は、「辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」の規定によりまして、塩沢地域の

清水地区に布設をいたします合併処理浄化槽事業につきまして、総合整備計画を策定し議会

の議決を賜ることによりまして、辺地対策事業債を充当させていただこうというものであり
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ます。 

なお、この法律は、昭和 37 年に法律第 88 号として辺地を包括する市町村について、当分

の間当該辺地に係る公共的施設の総合的、計画的に整備を推進するために必要な財政上の特

別措置を定め、その他地域との格差是正を図ることを目的として立法されたものでございま

す。 

清水地区の下水道整備事業促進のため、平成 22 年度から平成 24 年度までの間、定めた期

間が満了いたしますので、平成 25 年度から平成 29 年度までの５か年間延長して定めさせて

いただきたいものであります。 

３ページの総合整備計画書でありますが、１の辺地の概況、次の４ページでは２の現況及

び課題、５ページに行きまして３の公共的施設の整備についての基本方針、６ページの公共

的施設の整備計画と定めておりますが、この 終ページの表に合併処理浄化槽８戸、事業費

1,560 万円について、当該地区で平成 29 年度までに整備をしようというものであります。 

 法では、辺地対策事業債の元利償還金につきましては、基準財政需要額への算入というこ

とでありますし、単位費用としては、元利金 1,000 円につき 800 円ということであります。 

 なお、新潟県知事との事前協議が整っておりまして、議決をいただき次第、新潟県を経由

して総務大臣に提出するものであります。 

 説明は以上でございますが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第９号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第９号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 13、第 10 号議案 土地改良事業の計画変更についてを議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。産業振興部長。 

○産業振興部長  第 10 号議案 土地改良事業（農地災害関連区画整備事業 思川地区）の

計画変更について提案理由を申し上げます。 
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先ほど、本議案の変更計画概要書について、副市長より訂正についてお願いがありました

が、事業区域に一部変更があったことから、誠に恐縮でございますが６ページについて訂正

をお願いいたします。 

平成 23 年７月発生の新潟・福島豪雨災害で特に被害が甚大な箇所である「思川地区」につ

いては、平成 24 年３月議会において議決をいただき、圃場整備工事を鋭意進めております。 

「思川地区」のほぼ中央に位置する南魚沼市斎場への再災害を防ぐための上流の沢に、新

潟県が砂防堰堤を２基計画しており、砂防堰堤下流に設ける流路工の一部が圃場整備地区内

を通過することとなりました。 

この施行に当たり、換地作業との整合性を考慮し、全体工程を短縮できる創設非農用地換

地によって地区内流路工用地を求めることが適当であると考えております。この方法により、

新潟県は流路工用地を通常の一筆ごとの用地買収ではなく、換地処分により一括取得し、工

事の実施が可能となります。 

別紙の農地災害関連区画整備事業変更計画概要書の 19 ページの計画平面図をご覧くださ

い。一番 後から二番目です。 

計画地区の左端地区外に砂防堰堤が２基計画されております。堰堤の下流の黄色着色部で

すが、こちらが圃場整備地区内の流路工です。中央部の四角の施設が南魚沼市斎場です。 

10 ページをご覧ください。このことにより、第３章第２節の事業別面積の水田面積が 3.3

ヘクタールが 3.2 ヘクタールに、道水路等が 0.9 ヘクタールが 1.0 ヘクタールに変更となり

ます。 

続いて 15 ページ下欄の赤い表が非農用地換地であります。砂防流路工に係る非農用地創設

換地面積は、1,020 平米であります。南魚沼土地改良区が換地処分における１次的な取得予

定者となり、 終取得者の新潟県は、土地改良区から事業用地を取得し、土地代金を土地改

良区に支払うこととなります。 

次に 17 ページをご覧ください。これに伴う事業費については、全体事業費が 7,806 万 2,000

円が 7,598 万 6,000 円に変更になります。 

土地改良法第 96 条の３第１項により、当該土地改良事業の計画を変更する場合には、当該

市町村の議会の議決を経なければならない旨規定されており、計画変更の議決をお願いする

ものです。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 10 号議案 土地改良事業の計画変更については、原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 10 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 14、第 11 号議案 字の変更についてを議題といたします。本案に

ついて提案理由の説明を求めます。副市長。 

○副 市 長  第 11 号議案 字の変更についてでございます。 

本件は、３ページに字の変更を必要とした理由の資料がついておりますが、国土調査事業 

第４計画区（青木地区）において、一画地でありながら、字の相違により合併できない筆の

字を整理し、あわせて不整合を整理しようとするものでございます。 

２ページの別紙がございますが、変更調書に記載のように、変更前から変更後に改めさせ

ていただきたいものでございます。また、国土調査法第 19 条これは「都道府県知事の成果の

認証」でございますが、第２項の規定による成果の認証の日から施行したいものでございま

して、地方自治法 260 条第１項の規定に基づきまして議決を賜りたいものでございます。 

以上でございますが、よろしくご審議の上、ご決定をいただきますようお願い申し上げま

す。以上です。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 11 号議案 字の変更については、原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 11 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 15、第 12 号議案 平成 24 年度南魚沼市一般会計補正予算（第７号）

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 12 号議案につきまして提案理由を申し上げます。主な内容といたしまし

ては、施政方針資料５から６ページ、及び 16 ページに記載のとおりであります。政府が決定
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をいたしました緊急経済対策を受け、平成 25 年度に予定をしておりました道路維持改良費を

はじめとする公共投資の一部、総額９億 3,365 万円を前倒しで計上いたしました。早期に執

行することで市内景気回復に努めてまいりたいと思っております。整備計画見直しによりま

して先送りといたしました新市立病院エネルギー棟建設費７億 9,276 万円を減額をいたしま

した。 

また、病院事業におきまして整形外科医 1 名の病気療養を主な原因として、急激に収支見

込みが悪化してしまいました。資金不足解消のため補助金１億 4,400 万円を追加計上いたし

ました。 

また、合併特例債を主な財源として、合併振興基金 14 億 1,590 万円を追加積み立てするこ

とといたしました。 

歳入では法人市民税におきまして、予算額以上の収入が見込まれることから 6,000 万円を

追加いたしました。その他、歳入歳出とも今後の執行見込みにより、所要の額を追加計上あ

るいは減額補正をいたしました。 

このことによりまして、歳入歳出 12 億 1,722 万円を増額し、総額で 361 億 5,141 万 8,000

円としたいものであります。 

小規模事業者経営改善資金貸付事業につきましては、平成 25 年度までの、貸付実行とした

ものにつきまして、要綱を改正し３年間事業を継続延長したいことから、債務負担行為の変

更を計上しております。 

また、年度内に支出が終わらない見込みがありまして 29 事業、26 億 7,258 万 2,000 円に

つきましては、翌年度に繰越執行できるように繰越明許費を計上いたしました。詳細につき

ましては副市長より説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議   長  副市長。 

○副 市 長  それでは第 12 号議案についてご説明を申し上げます。今ほどの提案理由で

おっしゃったように、主として緊急経済対策による前倒しと、決算見込みによる調整並びに

合併振興基金の追加造成による増減の計上が主体でございます。 

事項別明細書からご説明申し上げますので、14 ページ、15 ページをお開きいただきたいと

思います。 

第１款市税の１項２目法人分、説明欄で、法人市民税現年課税分が決算見込みにより、6,000

万円、予算現額に追加計上でございます。第 11 款分担金及び負担金でありますけれども、特

養などへの入所措置解除により、55 万円ほどの減額、第 12 款使用料及び手数料の２項２目

民生費手数料では、実績による補正減が 217 万円であります。 

第 13 款国庫支出金１項１目民生費国庫補助金、社会福祉費のほうで生活保護負担金をはじ

め、負担金確定見込みにより合計で 746 万円ほどの減、児童福祉費では子ども手当等の部分

で 7,130 万円の減額補正でございます。 

２項国庫補助金では、１目民生費の部分で、社会福祉費では、臨時賃金分 17 万円ほど、児
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童福祉費では、母子家庭の高等技能訓練促進費で 385 万円ほど見込みによる減額計上でござ

います。３目の土木費の部分では、１節の説明欄社会資本整備総合交付金は、緊急経済対策

分として、消パイリフレッシュ、道路新設改良、道路橋梁維持といった事業に４億 1,454 万

円ほどの追加、その下の交付金も緊急経済対策分で、除雪機械購入として 2,400 万円の追加

であります。２節は、まちづくり交付金の決算見込みによる増額 70 万円、３節は、住宅リフ

ォーム事業、木造住宅耐震診断支援等の部分の見込みによる補助受け入れ増 501 万円ほどで

あります。 

 16、17 ページをお願いいたします。４目消防費の部分では、消防防災施設の水利施設整備

で、防火水槽設置に係る補助金 396 万円ほどですし、５目教育費の部分では、小学校費で、

薮神小の大規模改造事業に係る交付決定差額 506 万円、安心・安全な学校づくり交付金、前

倒しによる城内小の大規模改造事業の交付金が 1,076 万円ほどでございます。３節は、記載

のように特別支援学校に係る交付金の交付決定額と予算の差額計上で合計 1,149 万円余りで

ございます。３項委託金は、確定見込みによる計上でございます。 

第 14 款１項１目民生費県負担金でありますが、障害をお持ちの方々に係る補装具や医療費

の部分の増減でありますし、２節の児童福祉費は、子ども手当等に係る決算見込みによる増

でございます。２項県補助金でありますが、１目の総務費の部分では、市町村合併特別交付

金では、財源変更での減額 8,310 万円、２目民生費、３目衛生費、５目農林水産業費では、

それぞれの事業の決算見込みによる増減でございます。 

次の 18 ページ、19 ページをお願いいたします。ここも説明欄記載の事業の事業確定や決

算見込みによるところでございますが、上から６行目、戸別所得補償経営安定推進事業では、

農地の集積で 50 アール以下が 20 件、50 アールを超え 200 アール以下が 26 件ほどありまし

て、不足分の計上 120 万円であります。その下の新規就農総合支援事業では該当者がなかっ

たもので 1,050 万円の減額、一番下の過疎集落等自立再生緊急対策事業は、船ケ沢地区での

有害鳥獣対策事業に係るもの 3,367 万円ほどの計上でございます。２節林業費では、面積減

による減額計上でございます。３節の農林災害県補助金で２億 5,931 万円ほどの減額であり

ますが、工事進捗等により、農地農用施設で、5,714 万円ほど、林道で 668 万円ほど、残土

処分関係で１億 2,622 万円ほど、区画整理事業で 6,925 万円ほど、不用額として減額をさせ

ていただくものであります。６目商工費では、観光基盤事業につきましては県の補助枠の減

による減額 264 万円ほど、７目土木費の部分では、いずれも決算見込みに伴う所要の補正計

上でございます。９目消防費では、防災情報通信設備としましてＪアラートの情報をエフエ

ム雪国やメール配信に接続するための事業の補助受け入れであります。10目災害復旧費では、

先の豪雨水害に係る被災者生活再建支援法の給付金に係る補助の残りの部分 1,255 万円の追

加計上でございます。 

第 14 款３項は、確定見込みによる記載の増額であります。第 15 款１項１目 財産貸付収

入は、光ファイバーの加入者増によるもので 330 万円の計上、２目の利子及び配当金は、基

金運用益であります。 
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20 ページ、21 ページをお願いいたします。第 16 款１項寄附金でございますが、１目の一

般寄附金では、南魚美術協会様とお名前の記載をご遠慮された方々から、28 万 5,000 円を、

ふるさと納税では３件 18 万円を、２目の指定寄附金では、トミオカホワイト美術館の運営費

にということで、雪国文化協会様から 100 万円を、それぞれありがたく頂戴したところでご

ざいます。 

第 19 款諸収入の４項３目衛生費受託事業収入では、新病院建設事業に係るエネルギーセン

ターの計画変更に伴い、８億円の減額補正でございます。 

 ５項３目雑入１節総務の部分では、市有建物災害保険金は、平成 23 年７月の水害に係るご

み処理施設被災の分 3,184 万円ほど、県の市町村振興協会から自治振興宝くじでありますオ

ータムジャンボ、サマージャンボの収益金の追加交付であります。３節衛生費の保健衛生事

業委託金は、新潟大学からのコホート事業に係るアンケート実施の委託金であります。５節

農林水産業費では、農災の区画整理事業受益者負担金が、324 万円ほどの減額計上、水源林

造成事業では、保育委託で 105 万円、中山間地域等直接支払交付金返還金 3,000 円は、面積

の減少によるものであります。 

９節教育費の部分では、主として給食費実費徴収金で、配食数の減による決算見込みによ

る調整でありますし、その下の教育雑入は、幼稚園就学奨励費の補助返還に係るものであり

34 万 2,000 円の計上であります。 

 22 ページ、23 ページをお願いいたします。20 款市債につきましては、それぞれ事業執行

の見込み、精査から記載のように計上させていただきたいものでございますが、２節の合併

振興基金に係る起債につきましては、市長も提案理由でも触れられておりますが、合併振興

基金の発行限度額の計算において、都道府県ごとに取り扱いが異なっていることが判明をい

たしまして、このたび総務省から統一的な取り扱いが示されたところでございます。 

特例債による基金造成は、 高限度額が 40 億円と定められておりまして、当市の場合２段

階合併でありまして、 高額まで積み立てが可能ということでございます。95％の充当率で

ございますので、起債の限度額は 40 掛ける 0.95 ということで 38 億円まで対応できるという

ことであります。 

県からは残りの 15 億 3,520 万円のうち、予算書記載の 13 億 4,510 万円の許可を受けるこ

ととなりましたので、ここで地域づくり資金貸付とあわせ、14 億 1,580 万円の基金造成とさ

せていただきたいものでございます。なお、残りの１億 9,010 万円につきましても、来年度

以降協議が整い次第、追加発行の予定をするところでございます。また、その下の５節地域

総合整備資金貸付事業債は 2,500 万円の減額ですが、融資を受ける事業者のほうで延期をし

たいということで、本年度予算から減額計上をさせていただくものでございます。以上が歳

入の補正でございます。 

 24 ページ、25 ページをお願いいたします。事項別明細書３の歳出からご説明申し上げます。 

第２款総務費１項１目一般管理費の説明欄の行政共通事務費は、郵送料の不足を、職員費

でありますが、給料ほか決算見込みによる減額計上でございます。３目電算対策事業費では、
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電算情報管理一般経費では 310 万円、総合行政システム事業費で 1,100 万円、住民基本台帳

システム事業費で 253 万円ほど、辺地共聴施設整備事業費で 350 万円、それぞれ事業執行に

伴う不用額の減額でございます。 

４目の車両集中管理費は、管理一般経費で修理費を、運行経費では燃料費の不足分を追加

させていただくものであります。６目の財産管理費では、庁舎管理費では燃料費を、普通財

産管理費では砂防事業に係る大倉行政区からの預かり財産の部分を補償金として 121 万円ほ

ど受け取っておりますので、それを行政区に支出するものでありますし、ウッドタウン八色

団地費は消パイ用電気料の追加、基金費は 26、27 ページをお願いいたします。 

歳入で申し上げました、合併振興基金積立金 14 億 1,590 万円であります。なお、予算の概

要６ページに、平成 24 年度末の基金関係の予定残高が記載されておりますが、合併振興基金

で 29 億 4,074 万円、財調では 18 億 3,807 万円ほど、合計 47 億 7,881 万円ほどの予定でござ

います。８目地域開発センター及び公会堂費では、城内開発センターの暖房器の不具合から

116 万円ほど、公会堂費では消パイ電気料の追加をお願いしたいものでございます。９目バ

ス運行対策費では、通学バスの委託料が実績から 1,701 万円ほどの減額でございます。 

第３款１項２目心身障害福祉費の心身障害福祉一般経費では、総合支援法の改正や県から

の権限移譲に伴うシステム改修に 38 万円ほどの追加、自立支援事業ではいずれも人員や件数

の増減により補正とさせていただくものでありますし、丸の地域生活支援事業費では、地域

活動支援センター委託料が給付費減により委託料の増加 360 万円ほど、紙おむつ、特殊寝台

などの日常生活用具給付及び日中一時支援給付は、それぞれ決算見込みによる減額の計上で

ございます。３目老人福祉費では、老人保護措置事業費 276 万円の減額は、措置解除による

ものでございますし、生活支援事業費の緊急通報事業では転出、施設入所などからの利用者

減や新規利用者が少なかったことで、152 万円の減額であります。丸の介護保険対策費 2,122

万円ほど減額は、決算見込みによる特別会計繰出し分でありますし、丸の介護保険事業費は、

社会福祉法人等からの申請額の減による減額でございます。 

28、29 ページをお願いいたします。丸の介護基盤緊急整備等事業費減額 694 万円は、施設

整備分で小規模多機能が１か所平成 25 年度申請になることによるものですし、開設準備分は、

補助率増高によるものでございます。４目包括支援事業費、減額の 290 万円は、認定調査員

の賃金、ケアプラン作成委託の実績から減額とするものでございます。６目医療費助成事業

でございますが。心身障害者医療費等助成事業 808 万円の追加でありますが、医療費の増加

によるものでございます。９目老人ホーム魚沼荘管理運営費では、単価上昇によるガス代の

計上及び入院、外泊、デイサービスの利用から、欠食分の給食業務委託料減額 240 万円であ

ります。 

２項１目子育て支援費では、県単分で、子ども医療費助成事業は、平成 24 年９月から子ど

も３人以上の場合、中学卒業までと拡大されましたが、中学生で大幅な伸びとならず、中学

生以外でも減少したことと助成単価の減によるものが 500 万円、市単分でも助成件数減と助

成単価減により 2,400 万円の減額計上でございます。ひとり親家庭の部分では、受診件数の
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増と助成単価の増から 150 万円の増額補正でございます。 

 ２目の児童措置費は、財源更正でございます。 

３目子ども手当等支給事業費でありますが、平成 24 年６月分から所得制限が設けられたこ

とから、支給額の減と対象児童の減から 2,900 万円の減額であります。４目児童福祉施設費

の常設保育園管理運営費では、10 施設の未満児室の畳の表替えに係る経費 65 万円ほど、常

設保育園費では燃料費の不足分を、保育園大規模改修事業費 715 万円ほどは、次の 30、31 ペ

ージをお願いいたします。大木六、上長崎保育園の耐震補強設計の委託料ですし、児童福祉

補助・負担金事業では、病児・病後児保育施設整備をされる金城保育園さんの変更増による

ものであります。 

３項１目生活保護総務費でありますが、決算見込みにより 283 万円ほどの減額補正であり

ます。２目生活保護扶助費は、財源更正でございます。 

第４款衛生費１項４目医療等対策費では、丸の病院事業対策費１億 7,400 万円ですが、大

和病院事業会計補助として、資金不足分で１億 2,900 万円、駐車場造成部分で 1,500 万円の

計１億 4,400 万円、新市立病院事業出資金として 3,000 万円であります。その次の丸の総合

的保健医療体制整備の関係では、コホート調査のアンケート配布、回収の報償費を 224 万円、

エネルギー棟の計画変更により、一旦ここで７億 9,500 万円の減額をさせていただきたいも

のであります。 

 ３項１目の清掃総務費でありますが、32、33 ページをお願いいたします。ごみの分別や出

し方のガイドの作成を、翌年度に送ったための減額でございます。３項３目のし尿塵芥処理

施設費では、可燃ごみ処理施設運営費で飛灰の保管をストックヤードの利用としたため、倉

庫の借り上げが不用となりまして 800 万円の減額、可燃ごみ処理施設整備事業費でも、内容

精査で設備点検委託料 800 万円の減額、不燃ごみ処理施設運営費では、水害の災害復旧補助

事業で保険金が収入となりましたので、1,673万円余りの補助金返還を行うものであります。

ごみ埋立処分施設運営費は、決算見込みによる減額計上でありますし、環境衛生センター付

属施設である「金城の里」の焼却炉停止に伴う灯油代の追加補正でございます。 

第５款労働費１項１目労働諸費でありますが、歳入の市債のところで申し上げたことによ

る減額であります。 

第６款１項２目農業振興費で、農業振興対策補助事業費 1,602 万円ほどの追加であります

が、補助金、補給金の関係では事業確定見込みによるものでございますし、農地集積協力金、

新規就農給付金、過疎集落等自立再生の部分は、歳入で申し上げた内容でございます。 

 34 ページ、35 ページをお願いいたします。水田農業構造改革対策は、転作助成金 300 万円

の減、中山間地域等直接支払では、岩之下地区の農道拡幅の部分 190 平米が協定除外となり、

過年度返還金とするものでございます。４目の農地費では、土地改良事業費では、委託料は、

吉里、外谷、思川地区の事業費の減で 8,005 万円ほど、償還補助金は南魚沼土改で借り換え

による減が 138 万円ほどであります。 

 県営事業負担金として 2,650 万円ほどでありますが、いずれも県の内示による増減であり
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ます。農地・水保全管理支払交付金は、支援単価の減で 245 万円の減額、農業集落排水事業

対策費は、農集及び浄化槽の部分の特別会計繰出金が、トータル 964 万円の減額計上でござ

います。 

 ２項１目林業振興費では、分収造林事業 184 万円の減でありますが、災害復旧優先として

実施面積の減によるものでございますし、森林整備加速化でも面積と作業道の延長の減から

352 万円の減額であります。水源林造成事業では、国の国土強靭化補正で除伐に 105 万円、

一番下の丸の南魚魚沼産材で家づくり事業では、申請件数が１月末現在で８件であったこと

による不用額の減額 500 万円でございます。 

 36、37 ページをお願いいたします。３目治山振興費は財源更正であります。 

第７款１項１目商工業振興費は、商工施設管理運営費で工事の不用残の減額計上でありま

す。 

第８款土木費２項道路橋りょう費の２目道路橋りょう維持補修事業では、経済対策補正の

前倒しとして、１億 7,780 万円追加でありますが、路盤の支持力を見るＣＢＲ試験９か所、

橋りょう修繕詳細設計３橋など、工事関係では舗装の修繕、橋りょう修繕などを予定してい

るものでございます。３目では機械除雪費に１億円、消融雪事業で消雪電気料に 2,200 万円

の追加、その下３つの丸はトータル２億 5,200 万円になりますが、経済対策前倒しで消パイ

リフレッシュ、流雪溝整備、ロータリー2.2 メートル級の整備を予定するものでございます。

４目でも４億 80 万円の追加ですが、同じく前倒しで市道改良工事としたいものであります。 

 38、39 ページをお願いします。物件補償費から工事費、用地購入費への組み替えでござい

ます。 

４項２目の都市計画事業費では、事業精査による下水道特別会計繰出の減が 3,915 万円ほ

ど、３目の都市計画施設費では、今冬の雪に関連し、実績見込みによるそれぞれ補正でござ

います。５項１目住環境整備事業費でありますが、丸の市営住宅管理費は、不足分でござい

ますし、住生活基本計画策定の部分は事業確定による減額の 100 万円であります。木造住宅

耐震診断の部分では、30 件の措置で４件、40 ページ、41 ページをお願いします。克雪住宅

推進の部分で、宅内消雪設備が 20 件の予定が５件、克雪住まいづくり支援が 20 件の予定が

６件、木造住宅耐震改修では、５件の予定が０件ということであります。 下段の個人住宅

リフォームの部分は、946 件ほどの実績でございます。不用の部分について、それぞれ減額

とさせていただくものでございます。６項国土調査費は執行見込みにより、９款消防費につ

きましては、１目の常備消防費は水利整備として耐震性貯水槽 60 トンと 40 トンの整備に

1,650 万円、２つ目の丸の庁舎付属施設整備事業で、それぞれ不用額の計上でございます。 

３目の防災費では、歳入で触れましたＪアラート、全国瞬時警報システム――これは総務

省消防庁から衛星経由で自治体に来る部分でありますが、これの器具及び設置工事を行うも

のでございます。 

 41、42 ページをお願いいたします。第 10 款教育費１項１目教育委員会費では、教育委員

会一般経費は基金利息の積み立てでありますし、教育改革推進事業では、日本語支援講師の
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不足する賃金を 29 万円ほど追加、教育奨学金では貸付実績の減から積み立てを一時休止する

ものでございまして、1,000 万円の減額補正であります。２項小学校費の１目は、決算見込

みによる増額でありますし、２目は財源更正でございます。３項１目中学校教育運営費は、

管理一般経費の不足見込額の計上と送迎バスの不用額の減額計上でございます。 

44、45 ページでございますが、４項２目特別支援学校整備費は、財源更正でございます。

５項１目幼稚園教育運営費では、幼稚園就園奨励費で所得階層に誤りがございまして、過年

度返還金９万円ほどの計上でございます。６項社会教育費３目図書館費でありますが、財源

更正でございます。４目文化行政費では、それぞれ事業に係る不用額の減額でございます。

５目文化施設費では、歳入で申し上げたご寄附をいただいたことによる、財源更正でござい

ます。７項１目保健体育総務費も財源更正でございます。 

 46、47 ページをお願いいたします。７項３目学校給食費では、歳入で触れました全体の配

食数の減から、1,017 万円ほどの減額であります。 

第 11 款災害復旧費の２項１目公共土木施設災害復旧費では、事業調整による予算の組み替

えでありまして、1,231 万円ほどを減額いたしまして、次の３項１目豪雨災害公共施設応急

復旧費に組み替えまして、修繕料の減と応急復旧費の更正でございます。 

２目豪雨災害公共施設復旧費でありますが、説明欄、豪雨災害農林施設復旧費では、１億

8,032 万円ほどの減額ですが、農災残土処分などで管理委託、ふるい分け、処分などの実績

減による補正減でありますし、林道では、各路線の精査、工法変更などにより減額としたい

ものであります。次の豪雨災害土木施設復旧費では、深沢地区の県事業への負担金の追加で

あります。４項１目の公共その他施設災害復旧費では、財源の更正でございます。 

 48 ページ、49 ページをお願いいたします。第 14 款予備費１項１目予備費では、収支調整

として予備費に 31 万円ほどでございます。以上が、歳出の部分であります。 

 ７ページをお開きいただきたいと存じます。第２表 繰越明許費補正でございますが、８

ページにわたりますが、記載の 29 件 26 億 7,258 万円ほどを繰越明許費として設定させてい

ただきたいものでございます。 

９ページをお願いいたします。第３表債務負担行為の補正でありますが、市長が提案理由

で申し上げましたように、記載のように変更させていただきたいものでございます。 

10 ページでございますが、第４表地方債の補正でございます。事業の所要の調整をいたし

まして、合計で 18 億 2,990 万円の補正増をお願いしたいものでございます。大きく増えてお

りますが、これは先ほどもご説明申し上げましたが、そのうち合併振興基金造成に係る部分

が、14 億 1,580 万円でありますので、それを除くと４億 1,410 万円の増ということになるも

のでございます。 

１ページに戻っていただきますと、歳出歳入予算の総額を、361 億 5,141 万 8,000 円とさ

せていただきたいものでございます。大変長くなりまして恐縮ですが以上で、説明を終わり

ます。 

○議   長  質疑を行います。 
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 なお、質疑に当たってはページ数を示していただきますようお願いいたします。 

○議   長  15 番・樋口和人君。 

○樋口和人君  33 ページになります清掃総務費で、印刷製本費ということでごみの出し方

等々という話だったのですが、確か今月いっぱいで不燃ごみかな、昔使っていたごみの袋が

１回使えなくなるといったのが結構市民の方からあって、確か今年度いっぱいはそれも使え

ますというような話になったと思うのです。いろいろ聞いてみますと、やはり結構お年寄り

の方はため込んでいるといいますか、かなりいっぱい持っている方がいらっしゃるというこ

とです。この辺は出し方というかあれですけれども、あの袋がやはり新しいものに替えない

と非常に何か不具合があるのか。あるいは今のままでも収集に余り不具合がないのであれば、

お年寄りが持っている分がなくなるぐらいまでは、どこかで線は引かなければいけないと思

いますが、その辺をちょっと検討しているかどうかというのを教えてもらいたいと思います。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  今の件につきましては、旧広域時代につくられた袋につきまして、市の

袋と混在して出ているので、収集業者が混乱するというような場面がありまして、今ほど樋

口議員が言われましたように期限を切って、それ以降は使えませんよというお知らせを一回

しました。やはり市民の方からいろいろご意見をいただきまして検討した結果、その後広報

でもお伝えしましたけれども、期限を切らないでなくなるまでお使いいただけますよという

ことでお知らせしたところでございます。まだそういったことでちょっと周知が足りないよ

うでありましたら、また広報のほうを検討しますけれども、対応としては引き続きなくなる

まで使っていただければというふうに思っているところでございます。 

○議   長  15 番・樋口和人君。 

○樋口和人君  ありがとうございました。今言ったように私も言われて１回ここまで延び

たよというのまでは知っていたのですが、その後がやはり――結構広報を見ているようなつ

もりですけれどもちょっとわかっていませんので、多分まだ心配なさっている方々がいらっ

しゃると思います。ぜひその辺をもう一回お伝えいただければありがたいなと思います。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  １点お聞きしますが、31 ページの大和病院事業会計補助金１億 4,400 万円

についてです。医師の病気ということですが、非常に会計上大変なことになっています。こ

れについて復帰の見込み等は、やはりここで聞いておくべきかなという感じがします。個人

的な問題でありますのでどういう病気かということ、病気なのか何なのか病気ということで

すが、どういう病気だかともわからないわけですが、聞いてもなかなか聞こえないというこ

とですけれども、復帰の見込みだけでもひとつお聞きしたい。そしてまたこれから先生方が

一つに固まって一生懸命やっていただけるようであるのかどうか、その辺ひとつお聞きした

いと思います。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  先ほど市長からもお話がありましたが、整形外科の医師が 11 月ぐら
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いから１名体調を崩されまして、入院をしたり手術をしたりということでございましたが、

経過は順調でございまして３月１日から復帰をしております。ただ、全面的に復帰ともいき

ませんので時間をかけて、また、負担がかかってつぶれてしまったりしては元も子もありま

せんので、時間をかけて徐々に体を慣らしながら、診療に当たっていただきたいということ

でお願いをしてあります。以上です。 

○議   長  10 番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  ちょっと４点になるんですけれどもお聞きしたいと思います。まず１点目

が 33 ページですが地域総合整備資金貸付金で、これは多分 12 月だかに出たふるさと融資の

関係だと思いますけれども、ちょっと補正予算当時からハードルが高いなというふうな感じ

もしたんですけれども、雇用促進からすると大変期待をした事業です。ここ、ちょっと延期

になったという説明だったんですけれども、今後またそういう取り組みというか事業拡大と

いうか、そういう予定もあるのか。差し支えがない範囲で結構ですけれども、余り立ち入っ

たことも聞けないと思いますので、そこら辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

 次は 37 ページですけれども、生活資本整備交付金で非常に予算がつきまして、いろいろな

面で繰り越しになる事業が大分増えていますね。それについての平成 25 年度事業の前倒しと

いうようなことなので、箇所づけといいますか、どれをやろうかというのは決まっているの

かもしれませんけれども、箇所づけあたりは決まっているのか。それで、平成 25 年度予算に

もある程度の同様の予算が付いて、事業も平成 25 年度事業としてあると思います。そこら辺

の業者対応といいますか仕事を進める上での対応が、ちょっと当初予算の倍にもなっている

ところも多分あると思いますので、大丈夫だとは思いますけれども、その辺の見通しをお聞

かせいただきたいというふうに思います。 

 ３点目ですけれども 41 ページです。克雪住宅推進事業の関係ですが、上の宅地等消雪設備

補助金ということで、これは六日町の多分地盤沈下区域内の地下水を使わないロードヒーテ

ィングとかそういうところの補助金だと思いますけれども、なかなか行政のほうでも地盤沈

下対応は難しい中です。補助制度をつくっているんですが、こういう推奨するような事業が

あって補助を出すというのだったら、非常に受け入れやすいと思いますけれども、見ると 20

件中５件ぐらいしか申請がないような感じになっています。ここら辺の実態といいますかそ

こら辺を聞かせていただきたいと思います。 

その下は今度は住まいづくりですが、これは県事業だと思いますけれども、それも多分地

下水を使わないで克雪住宅とか耐雪住宅とかそういうものだと思いますが、県事業なので仕

方がないと思いますけれども、こういう豪雪地帯――今回も問題になっていますけれども、

もうちょっと幅広く使えるような要求といいますか取り組みなんてできないものかというこ

とを３点目としてお聞きします。 

 長くなってすみませんが４点目ですけれども 45 ページです。これもたびたび聞きますけれ

ども郷土史編さん事業ですが、今回も筆耕料が減額になっていますし、それに伴ってまた印

刷製本費も減額になっています。ここ数年をみますと若干原稿ができた、若干印刷があった
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というところもあるんですけれども、一応「六日町誌」については 26 年まで、「大和町史」

についてはその後 27 年からということに事業計画はなっています。こういう中ではなかなか

それが難しくなっているんじゃないかというような気がしますが、今後のその計画変更とい

いますか、このやり方の変更みたいなのがあるのかないのかというところをちょっとお聞き

したい。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  地域総合整備資金貸付金についてですが、こちらについては申請書類が

年度内に間に合わなかったというようなことで、今回取り下げということになります。平成

25 年度の補正予算等に要望したいというお話は聞いております。以上です。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  37 ページの国の経済対策の関係でございますけれども、まずお問い合わせの

ありましたものについてですが、箇所につきましては決まっております。全部決まっており

ますのでその箇所づけによって事業配分をしていくということで考えております。 

あと平成 25 年度事業でございますけれども、特に前倒しというか新規事業については平成

25 年度の予算の中で計上しているということでございますので、平成 25 年度の当初予算の

中でまたご説明させていただきたいと思います。 

あと業者の対応の見通しということでございます。私どもも国、県のほうも大変大型な補

正予算がついております。県との相談の中ではいろいろと業者対応もあるので、災害と同じ

ような形でちょっと調整会議をしていきましょうということで考えておりますので、この補

正部分については何とか平成 25 年度中に完了したいというふうに考えております。その辺の

業者の対応については今後、県との調整をしていきたいというふうに思っています。 

 あと 41 ページの克雪住宅の関係でございます。宅地等の消雪の補助金でございます。20

件のうち今年は大体５件が見込みということでございますが、実際この部分について昨年度、

補助金交付要綱の改正をさせていただきました。今まで去年、今年度 24 年度が補助要綱の改

正になっていますが、平成 23 年度までが 15 万 7,000 円ほどの補助金だったのですが、今３

分の１の 50 万円までということで改正させていただきまして、５件ということになりました。

今まではほとんど３件だとか２件ということでございますので、その辺を含めて考えて、今

後ともピーアールしていきたいというふうに考えております。 

あと克雪住宅の住まいづくりでございますけれども、この部分についても県の事業でござ

いますが、なかなかこの辺も屋根の関係でございますので、消雪を使わない屋根の構造とい

う補助金をやっております。これは市内全域を対象としているものでございますので、この

取り組みについても補助金の改正だとかそこまでは考えておりませんが、そういう中で補助

制度のピーアールの充実といいますか、そういうのを含めて検討していきたいというふうに

思っております。以上でございます。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  45 ページの郷土史編さん事業費でございますけれども、26 年までに六日
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町、それから 27 年までに大和ということで計画をされているということはおっしゃるとおり

でございます。今までの経過をちょっと申し上げますと、平成 22 年度で資料編の二、これは

「近現代」でございますが発刊をしてございます。ところが平成 23 年度に発刊予定の資料編

一、「先史・古代・中世」これがちょっと遅れておりまして、平成 25 年度にずれ込む見込み

と。それから平成 24 年度、今年度に発刊する予定でございました資料編の三、「民族」であ

りますが、これが今回の減額の原因でございます。印刷製本費、筆耕料ともにちょっと今年

度中にはちょっと無理ということで、来年度に申し送るというような状況になってございま

す。 

全体の計画変更はないのかどうかということでございますが、例えば資料編一の先史・古

代・中世につきましては、もうほぼ準備はできて平成 25 年度になればすぐ発刊の運びという

くらいな程度になっておりますし、平成 24 年度で予定の今回の減額補正をさせていただきま

した部分についても、筆耕料等については来年度途中でまた予算をいただいていきながら、

何とか進めていきたいということでございます。何とかその全体の計画の変更は今のところ

苦しいですけれど、変更はしないでいきたいというふうに考えております。以上です。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  恐れ入ります。簡単にいきますので５点ほどお願いします。短期的で余り

にも急な補正予算がきた関係で、財政シミュレーション的にはどういうふうな感触になって

いくのかその辺の方向を伺いたいのがまず１点です。 

 ページ 25、車両管理費ですけれど、乗ってみますと非常に 15 年過ぎた、18 年過ぎたとい

うような車を使っているようなので、修理、燃料、環境のためとか、職員の快適運行、職務

執行のためとか、もう少しちょっと車両管理、経済的な車に乗り換えとかできるのではない

かなというのが１点。 

 ３点目ですがページ 35 の南魚沼産材での家づくり、今ほどの克雪住宅じゃないですけれど

も、もう少しやはり使いやすいようにするにはどういうふうに考えられているか。 

 ４点目ですがページ 43 の教育関係ですけれども、大規模改修と建物本体の老朽化、築 40

年を過ぎて本体の老朽化という関係をもう少しちょっと研究というか、どういう方向で今考

えられているのか伺いたいと思います。 

 後ページ 47、給食の賄いの関係ですが、先日もあることがあったわけですけれども、検

品の体制についてちょっと説明をいただければと思います。以上ですがお願いします。 

○議   長  副市長。 

○副 市 長  初の財政の部分でありますが、今の補正につきましては平成 25 年度の前

倒しの部分でありますし、大きくシミュレーションといいますか財政計画に変更があるとい

うことではないというふうに思っています。 

それから、先ほど説明の中で申し上げましたが、財調の残りとそれから財調に似た合併振

興基金で確保できるわけでありますので、ほぼ順調ではないかというふうに思っております。 

それから車の件でございますが、リースの車とそれからそうでない車とあるわけですが、
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なかなか台数もいっぱいありますし、買えればいいんでしょうけれども金額もかさみますの

で、順次古くなったものから更新をさせていただいているということになります。 

恐らく 10 年を超えて早々というのはそんなにありませんので、リースが５年で終わって、

それから四、五年乗ってというような形にさせていただいています。全部リースでやってし

まえば同じ結果になりますし、今は余り金利も高くありませんので、適宜購入なりというこ

とで考えていきたいというふうに思っております。私の部分では以上でございます。 

○議   長  産業振興部長。 

○産業振興部長  南魚沼産材で家づくり事業でございますが、こちらについてはやっぱり

経済状況等が影響すると思います。昨年度については住宅建築確認が 186 件ですが、今年に

ついては 193 件ということで若干伸びております。このまま経済情勢がよくなるというのを

期待するところでございます。 

あと昨年もピーアールのほうは４月１日号に出させていただきましたが、このピーアール

のもう少し強化、それからあとは流通問題、それから間伐の作業道とかそういういろいろな

絡みがありますので、総体的に県の補助とも合わせてピーアールを進めていきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議   長  学校教育課長。 

○学校教育課長  まず学校の大規模の改修工事と校舎自体の寿命ということでございます。

まず大規模改造につきましては、おおむね補助が受けられるのが大体 20 年を超えたものとい

うことで、その部分については３分の１の補助がありますので、今現在 20 年を超え 25 年く

らいのものでしょうか、それから 30 年の部分について、今改修、大規模改造を計画的にやっ

ております。ですので、寿命からいいますと大規模を２回程度行って、一応校舎自体の寿命

ということになりますと、大体鉄筋コンクリートになると 60 年と言われておりますので、２

回改修をしたら新たな校舎に建て替えるというような基本的な考え方を持っております。 

それから給食の食材の検品でございます。納品した時点の検査でございますが、まず納品

をされた段階で納品日、それから納品のその物の賞味期限を記載いたします。それからその

後栄養士のほうに伝票が回っていきますので、それを確認をし、さらに調理をする前日に準

備をしますので、その段階で確認をするという段階をとっておりました。今まではその形を

とるわけですけれど、今回の「ごま入りの賞味期限切れ」という部分については、非常にそ

れはもう思い込みというのが強かった。西暦で記載されているのをうっかりもう納品された

ばかりであり、かつ新しいというような思い込みで３つのチェックポイントをスルーしてし

まったということでございましたので、いつあるかわからないという気持ちを持って臨むよ

う指示したところでございます。以上でございます。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３点ほどお伺いします。まず 15 ページの市税でありますけれども、午前中

の市長の方針演説の中で、図書館の建物と土地の一部の買収を行ったという部分がありまし

た。これの連動している部分での未収納といいますか、収納されているものが出てくると思



 - 52 -

ったんですけれども、その部分はどうなっているのかをお伺いいたします。 

 それから 25 ページ上段の職員費でありますけれども、給料部分が 4,500 万円の減額であり

ます。早期退職の方がおられてその部分かなと思いますけれども、早期退職という部分につ

いて現在教えられる分があれば教えていただきたい。 

 その下のページの基金と合併振興基金、積み増しを 14 億 1,500 万円行うという部分であり

ます。この合併振興基金、本来この基金はその利子、運用益を事業に充てていこうと、その

事業については規制もあったわけです。新しい市の一体感の醸成であったり、あるいは旧町

であったところの伝統的なものの事業であったり。施設整備にこういうものを使っていこう

というそういう目的の基金ではないわけです。 

今回その上限額を 40 億円というふうに想定をして積み増しをしているという話でありま

したけれども、本来、南魚沼市のほうは 23 億円がてっぺんであろうという形で今までずっと

やってきたわけです。それはやっぱり運用益でしか事業ができないという部分で考えていた。

ところが、平成 18 年の総務省の通達によって、返済を行っている部分についての基金の取り

崩しはやってもかまわないと。しかしながら、その使い方についてどうかという部分につい

ては、私は承知をしておらないのでありますけれども、この基金を使ってそういう施設整備

を行うというのは私はできないのではないかと思っていますが、その辺どうお考えなのか。 

 もう１つは基金といっても借金をして積むわけでありますので、当然その借金に対して利

子を払わなければいけない。40 億円、30 億円であってもいいんですけれども、その分につい

ての利息部分はいただくが借りた分の利息は払わなければならない。そうすると、これほど

大掛かりな基金積み立てに借金をするということになると、運用益は出ないのではないかな

というふうに思います。ここら辺をどのようにお考えなのかということをお伺いします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  今回の法人市民税につきましても現年分の補正ということで、今の時点

で考えられる数値を 6,000 万円ということで計上させていただいたというふうな状況でござ

います。当然この中には滞納分が入っていないということで、滞納分の収納状況、個別の部

分については答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思っております。 

○議   長  副市長。 

○副 市 長  先の人員の部分でありますが、当初予算でございますので早期退職を次の

年度にどういうメンバーになるかというのは、当然想定をしていないと言いますかできない

わけです。それで 668 名で組んでいったということですので、入れ替わりがあったり、ある

いは一般会計の分の中の金額の高い人が動いたりした中では出てくるということです。です

ので、何名が幾らになったからこういう差が出たというか、当初予算のときの考え方と現実

の結果の差だというふうにお考えをいただきたいと思います。 

 それから、基金でございますが、もともと合併振興基金というのは積み立てておきまして、

今は一部取り崩しということが可能ですが、交付税の算定期間が今度段階的に落ちていくと

きに使おうというのが大きな目的でした。要は設備に使ってはならないということではなく
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て、合併によって融通されるといいますかレベルアップになるといいますか、という部分に

使って差し支えないものだというふうに私は思っています。前にお話ししましたように財調

とそう大きな差はないものだと、ただ、元利を返還しない分については取り崩してはならな

いということになっていますので、それはそういうふうにさせていただいてきております。 

 それからもう１点は合併振興基金が、金利の部分でありますけれども、これは元利の 70％

が交付税算入されるわけでありますから、総トータルの 95％が充当で、充当されたものに金

利がかかるわけです。元金を払わなければならないわけです。その元利金の 70％が交付税に

算入されるわけですから、借りたとしても元利金の 30％を払えば、そのものは積み立てにな

るということでご理解をいただけると思いますがいかがでしょうか。以上です。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  市税の部分でありますけれども、非常にデリケートな部分でありますので、

もう３月補正には当然載ってくるというふうに期待をしていたわけです。お年玉ではありま

せんけれども。その部分は平成 25 年度予算でまたちょっとお聞きをいたします。 

 職員については副市長がおっしゃるとおり、当初の人数から見ればこれは減額であろう。

ただ、この時点で恐らく早期退職される方は何名ということはわかっているんでしょうけれ

ども、なかなかこれもいろいろな事情がおありかなというふうに思います。4,500 万円とい

うのは大変な金額でございますから、かなりこの２月、３月になるかわかりませんけれども、

この一、二か月に 4,500 万円というのは大変な金額だなというふうに思っておりました。 

それから振興基金の部分ですけれども、結局は例えば 40 億円を借りた場合の利子がありま

すね。その部分を確かにいろいろ計算していくと、全体でも市は 33.5％ぐらいの負担をすれ

ばいい。ところが、預けてあるという事実をみますと、もうほとんど桁数でいくと 10 分の１

ですよね。借りたときに恐らく 1.2 から 1.6％ぐらいの間で借りているのでしょう。預けて

ももらえる利子というのは 0.2 から 0.25％ぐらいしかない。それを差し引きすると、私は運

用益ではなくて、むしろマイナスが出てくる部分だなというふうに思っています。 

ただ、この部分を積み立てておいて、10 年後か 20 年後かわかりませんけれどもその資金

にしたい。当然、交付税が減ってくる部分について今から積んでおくのだという部分であり

ますけれど、運用益については私は出ないものだというふうに思っています。実際問題に利

子が何％あるのかということを教えていただきたい。 

○議   長  財政課長。 

○財政課長  今ほどの合併振興基金の件ですけれども、こちらにつきましては議員おっし

ゃるとおり借入利率につきましては１％ちょっとかと思っております。それから先ほど副市

長が申し上げましたとおり、その利子分につきましても 70％が交付税算入になっております

ので、実質的な金利負担というのはもう少し低いのかなとは考えております。 

それから、運用益ですけれども、こちらにつきましては定期預金等で運用しているわけで

はなくて、今ほかの基金もありますので全部がそうということではありませんけれども、国

債のほうとかで運用をさせてもらっておりますので、もう少し利率のほうが生じているので
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はないかというふうに考えております。 

それから、合併振興基金の 終的に返済が終わった後にではどうするのかということにつ

きましては、総務省のほうでも 終的な見解が出ておりません。ただ、市で起債を起こして、

それで市で返済をしたものを 終的にその基金を国のほうで返済をしろと、こういうことに

はならないものだというふうに考えております。その用途につきまして制限が、例えば投資

的なものに投資ができないのか、または本当に合併のものしか使えないのか。そこにつきま

しては先ほど申し上げましたように総務省の見解がまだ出ておらないという現状でございま

す。以上です。 

○議   長  22 番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  １点だけお願いいたします。19 ページ県支出金の農林水産業の補助金の件

でありますが、新規就農総合支援事業県補助金 1,050 万円ほど、これが該当者なしという説

明でございました。この支援補助金のねらうところと、それから市のほうではここへ新規の

就農者の動向といいますか予測といいますか、それをどのように捉えているかお聞かせくだ

さい。 

○議   長  産業部長。 

○産業部長  こちらについては、人・農地プランに係る分の新規就農者の部分です。こち

らについては、平成 24 年度から事業が始まったということで、まだ周知が非常にできていな

いという部分もあります。今回、農区長会議等でもこの人・農地プランをピーアールをして

おりますので、そういう中で今後これを申し込んでくれる人をぜひ募集をしていきたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○議   長  22 番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  調べたけれどもやっぱりまだこれはまだ周知の段階でありまして、ある意

味この地域にとりましても目玉になっていく可能性がある事業ですから、その辺のピーアー

ル、周知の方法、範囲これからも徹底していただきたいと思っております。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 12 号議案 平成 24 年度南魚沼市一般会計補正予算（第

７号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 12 号議案は原案のとおり可決されました。 
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○議   長  日程第 16、第 13 号議案 平成 24 年度南魚沼市介護保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 13 号議案につきまして提案理由を申し上げます。この補正予算は介護サ

ービス事業費の精査によります増減、及び国県負担金の内示等によりまして補正をするもの

であります。 

歳入につきましては本年度交付額の内示によりまして、国県負担金等の減額分を計上し、

これに伴う歳入不足につきましては、介護給付費の準備基金の取り崩しにより補填をするも

のであります。 

歳出につきましては介護給付費について事業の実績見込みに基づき、居宅介護サービス給

付費の減額、介護予防サービス諸費の減額等を計上いたしました。また、地域支援事業費に

つきましては、事業の実績見込みに基づき介護予防事業費、包括的支援事業費、任意事業費

とも減額を計上いたしました。 

以上、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 2,807 万 4,000 円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ 57 億 2,409 万円としたいものであります。詳細につきましては福

祉保健部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それでは私のほうから事項別明細にて説明申し上げます。 

８ページ、９ページをお開きください。 初に歳入のほうですが、１款１項１目第１号被

保険者保険料は、決算見込みでは被保険者の所得段階が当初見積もりより若干高かったこと

により、800 万円を増額するものです。 

次の４款１項１目介護給付費負担金から一番下の６款１項１目介護給付費負担金までは、

今年度交付額決定内示に基づき、それぞれ減額するものです。 

10 ページ、11 ページをお開きください。６款２項１目及び２目の地域支援事業交付金は、

事業費の減額に伴いルールにより減額するものでございます。７款１項１目財産収入は、介

護給付費準備基金の運用利子の計上でございます。８款１項１目介護給付費繰入金は、給付

費等の減額に伴い、1,424 万円を減額するものでございます。２目及び３目の地域支援事業

繰入金は、事業費の減額に伴い、104 万円を減額するものでございます。４目その他一般会

計繰入金は、昨年４月から、新規申請者の要介護認定の有効期間が、前は３から６か月だっ

たのですが、これが３から 12 か月に変更になったことなどにより、更新申請が減ったため、

介護認定審査会の委員報酬、主治医意見書作成手数料、認定調査外部委託料分などの 593 万

円を減額するものでございます。２項１目介護給付費準備基金繰入金では、国県支出金等の

減額に伴う歳入不足分を一旦補填として 6,150 万円を繰り入れるものでございます。 

12 ページ、13 ページをご覧ください。９款２項１目第三者納付金は、実績に基づき、それ

から３目雑入は、決算見込みによる増減額を計上しております。 

14 ページ、15 ページをご覧ください。次に歳出のほうですが、１款１項１目の職員給与費
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は、過不足調整のための組み替え予算でございます。３項１目の介護認定審査会費及び２目

の認定調査費は、歳入のところで申し上げましたが、新規認定者の有効期間の一部延長など

に伴い、更新申請の件数が減ったことによる減額でございます。 

２款１項１目介護サービス諸費の 初の丸、居宅介護サービス給付費は、新設特養併設の

デイサービスそれからショートステイの利用が低調だったこと、それからサービス付き高齢

者住宅の利用開始を本年度中ということで見込んでおりましたが、開設が次年度にずれ込ん

だことなどによる減額でございます。 

次の丸の居宅介護福祉用具費とその次の居宅介護住宅改修費については、前年度の伸びな

どにより大幅な伸びを当初見込んでいましたが、予想より低調に推移したことによる減額で

ございます。２項１目の介護予防サービス諸費の４つの丸の費用でございますが、今ほどの

介護サービス諸費と同様な理由によるそれぞれ減額でございます。 

16 ページ、17 ページをご覧ください。２款３項から次の 18 ページ、19 ページの２款６項

までは、歳入補正に伴います財源更正の変更でございます。 

18 ページ、19 ページのほうの３款地域支援事業費は、次のページも含めまして実績見込み

による減額と組み替えによる増減を計上したものでございます。 

20 ページ、21 ページの一番下になります５款１項１目の介護給付費準備基金積立金は、歳

入で計上しました運用利子をそのまま積み立てるものでございます。 

これによりまして平成 24 年度予算執行後の基金残高は、２億 2,000 万円強となり、前年度

末より850万円の増となる見込みです。これは平成25年度予算の執行分を計算しない場合は、

850 万円の増となるということでございます。以上で説明を終わります。 

○議   長  質疑を行います。11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  １点だけお伺いしますけれども、14 ページの保険給付費であります。決算

ではないのでなかなか出ていない部分でありましょうけれども、限度額の 58％ぐらいしか市

のほうでは使っていないというのが大体の決算で出ているんですけれども、今回、保険給付

費は１億円を超える減額になるわけです。その減額に対してやっぱりこの 58％は、大体上回

っていくのか、下回っていくのかという、そういう予想がついていたら教えてもらいたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  ちょっとその 58％のところはきちんとまだつかんでいませんけれども、

一番の原因は先ほど申し上げましたように、特養に併設されていましたショートステイとデ

イサービスですか、それからサービス付き高齢者住宅、これらの開設利用等を見込んだ分が

なかったこと、あるいは低調だったそういったことによる減が一番大きいものだというふう

に思っております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 
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〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 13 号議案 平成 24 年度南魚沼市介護保険特別会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 13 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開は３時 10 分といたします。 

〔午後２時 56 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後３時 10 分〕 

○議   長  日程第 17、第 14 号議案 平成 24 年度南魚沼市下水道特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 14 号議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正予算は決算

見込みによります歳入歳出の増減と、国の補正予算によります平成 25 年度事業費前倒し分の

計上が主な内容であります。歳出では施設管理費で事業費の確定見込みによりまして 950 万

円の減額、下水道事業費では本年度事業の確定見込みによりまして１億 2,244 万円を減額し、

また、国補正予算によります平成 25 年度前倒し事業費４億 4,120 万円を追加するため、差し

引き３億 1,875 万円を増額計上いたしました。 

 歳入では平成25年度前倒し事業費分として国庫補助金及び市債でそれぞれ２億1,060万円

を計上するとともに、分担金及び負担金使用料、並びに一般会計繰入金において決算見込み

によります所要額を計上いたしました。また、繰越明許費といたしまして国の補正予算によ

ります事業費ほか１件で４億 5,719 万円を繰り越し、うち国補正予算分は４億 4,120 万円、

これは未契約で繰り越すものであります。 

以上、既決予算額に歳入歳出それぞれ３億 422 万円を追加いたしまして、総額を 53 億 7,184

万 8,000 円としたいものであります。詳細につきましては企業部長より説明させますので、

よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  それでは 14 号議案について説明を申し上げます。事項別明細の 10 ページ、

11 ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項３目浄化槽の分担金でございますが、本年度設置予定を 25基

というふうにしていたわけですが、実績で 17 基ということで決定をしましたので、減った分

について減額をするものでございます。２項１目公共下水道受益者負担金でございます。こ

れにつきましては魚沼基幹病院の負担金ということで、270 万円ほど、それから新規農転分

ということで、含めまして 340 万円ほどを追加するものでございます。 
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２款１項使用料でございますが、それぞれ減額の補正となっておりますけれども、平成 24

年度予算については、前年比 3.0％ほどの伸びということで見込んでおったわけですが、実

績の見込みでは前年比１％程度の伸びということになりますので、その分が減額ということ

でございます。使用料全体で 5,700 万円の減額ということになります。公共と集排ではそれ

ぞれ前年比１％の減と、それから浄化槽では 0.6％の伸び、それから特環では６％ほどの伸

びということで見込んでいるところでございます。 

３款１項１目下水道事業費国庫補助金でございますが、先ほど市長が説明しましたけれど

も、平成 25 年度前倒し事業分ということで、２億 1,060 万円を追加するものでございます。 

３款１項２目の浄化槽の補助金でございますが、先ほど申し上げましたが 25 基の予定が実

績で 17 基ということになりましたので、446 万円を減額するものでございます。 

めくっていただきまして 12、13 ページでございます。５款１項１目一般会計繰入金でござ

いますが、歳入歳出の調整額ということで事業別に 4,880 万円を減額するものでございます。 

７款１項の雑入でございますが、市道及び県道の道路改良工事並びに十二沢川改修工事等

に伴いまして下水道管の移設補償金ということで 789 万円を同額計上するものでございます。 

８款１項市債でございますが、国の補正分の平成 25 年度前倒し分ということで追加、それ

から平成 24 年度の決算見込みによります増減分ということで、１億 9,450 万円を追加するも

のでございます。 

14 ページ、15 ページをお願いいたします。歳出の２款１項１目下水道施設管理費でありま

すが、950 万円の減額ということでございますけれども、流域の負担金につきましては決算

見込み、それから修繕料については不足見込額ということで、950 万円の減額の補正でござ

います。 

３款１項１目下水道事業費でございますが、決算見込みによる減額分 9,800 万円ほどと、

それから国の補正予算によります平成 25 年度の前倒し分４億 4,120 万円ということで、３款

１項１目下水道事業費で３億 4,285 万円ほどを追加するものでございます。 

３款１項２目農業集落排水事業費でございますが、決算見込みによる減額ということでご

ざいます。うち 1,100 万円ほどは八海橋の事業でございますが、これにつきましては新潟県

のほうと連動しまして平成 25 年度に送るということになっております。 

16、17 ページをお願いします。３款１項３目でございますが、浄化槽の推進事業費という

ことで先ほど来説明をしておりますが、実績によりまして25基から17基となりましてので、

不用額を減額するものでございます。1,060 万円ほどの減ということでございます。 

 ４款１項１目元金でありますが、503 万円ほどの減額ということで、保証金免除の繰上償

還を平成 24 年度で予定をしておりましたが、償還総額が国のほうで指定されたために不用額

となりました 500 万円を減額するものでございます。 

 戻りまして４ページをお開きください。２条の繰越明許費でございますが、特環では平成

25 年度の前倒し分３億 8,920 万円を全額未契約で平成 25 年度に繰り越すと、それからほか

スキー場内ということで、雪が降りまして事業ができなくなった分が 1,599 万円ほどありま
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す。合計で４億 519 万円を翌 25 年度に繰り越すものでございます。それから公共では事業費

ベースで 5,200 万円ということで、未契約で平成 25 年度に繰り越すものでございます。 

 ５ページの第３条でございますが、地方債ということで国の補正分の平成 25 年度の前倒し

分を含めまして１億 9,450 万円ほどを増額するものでございます。説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  15 ページの公共下水道の接続促進事業補助金 203 万円の減額でありますけ

れども、３月１日の市報とともに下水のお知らせが出ました。申請の中で全部は認められた

わけではないという部分もあったわけですけれども、この辺の事情をちょっとお聞かせ願い

たい。 

○議   長  下水道課長。 

○下水道課長  接続補助につきましては、上限 20 万円というような形で補助を出すという

ことでやっておりましたけれども、上限に達しなかった方もいらっしゃるというようなこと

で少なくなっております。以上です。 

○議   長  10 番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  １点だけちょっとお願いしますけれども、11 ページです。使用料及び手数

料のところですけれども、説明がありまして当初予算で３％の伸びを見込んだのを１％にし

たということです。多分ここはその補正の途中経過で事業量が減していますので、そこら辺

が影響しているのかと思うんですけれども、工事事業量減による減か、思ったほど加入が進

まなかったのかというそこら辺のところを１点確認したいという点。 

もう１点同じところで細かくて申し訳ないですけれども、ここで 2,500 万円を減額してし

まうと、例えば公共下水道の使用料の平成 23 年度の実績を下回りますよね。それは例えば幾

らかでも増えていれば使用料が増えるような気もするんですが、その原因をちょっとお願い

します。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  11 ページの使用料の件でございますが、実績が伸びなかったということでご

ざいます。これにつきましては先ほど申し上げませんでしたが、水洗化の補助を平成 24 年か

らつくったわけです。そういったものによって平成 23 年、平成 24 年比が３％ぐらい伸びる

だろうというふうに見込んでいたわけですけれども、水洗化の補助も実績で 224 件というこ

とで私どもの想定よりも少なかったというようなことがございまして、平成 23 年度比では

３％の伸びが１％程度になってしまったということでございます。 

 それから公共下水道の 2,500 万円の減ということですが、ご指摘のとおりここで 2,500 万

円を減額しますと、平成 23 年度の実績よりも１％程度少なくなるというようなことになりま

す。以上でございます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  １％程度少なくなるわけですけれども、この少なくなる原因としましては、
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水道の使用料も有収水量が非常に減ってきているというふうなことがございまして、節水と

かそういったことで水量が非常に今下がってきているということが要因だろうというふうに

思っています。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 14 号議案 平成 24 年度南魚沼市下水道特別会計補正

予算（第３号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 14 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 18、第 15 号議案 平成 24 年度南魚沼市水道事業会計補正予算（第

３号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 15 号議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正予算は第２

条の資本的収支におきまして、国補正予算によります簡易水道と施設整備費補助事業 3,500

万円を予定していることから、既決予算との差額分として収入補助金で 266 万円、支出の建

設改良費で 1,224 万円を追加計上するものであります。なお、国の補正予算によります事業

費3,500万円につきましては、全額未契約繰越として平成25年度で執行するものであります。 

以上、資本的収支の収入予定額６億 1,375 万 7,000 円、支出予定額 21 億 1,555 万 1,000 円

とし、収入が支出に不足する額 15 億 179 万 4,000 円に改めるものであります。 

 第３条継続費の補正は、第一次拡張事業の総額及び年割額をそれぞれ 5,735 万 7,000 円増

額し、総額を 21 億 9,847 万 1,000 円に、年割額を１億 9,915 万 8,000 円としたいものであり

ます。 

詳細説明等はこの今の説明と同じでありますので省かせていただきます。よろしくご審議

の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 
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 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 15 号議案 平成 24 年度南魚沼市水道事業会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 15 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第 19、第 16 号議案 平成 24 年度南魚沼市病院事業会計補正予算（第

４号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 16 号議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正は収益的収

入におきまして、入院患者数及び外来患者数が当初計画に達せず資金不足をきたす見込みと

なったことから、医業収益を１億 4,880 万円減額することと合わせ、平成 25 年度の新病院事

業に活用する病院事業債の借り入れ許可の必要から、平成 24 年度末における病院事業の資金

不足を解消するため、医業外収益の他会計補助金に１億 2,880 万円を追加するものでありま

す。収益的支出につきましては医業費用において給与費の減額 2,000 万円、材料費の追加

2,000 万円、経費の減額 2,000 万円とし全体で差額 2,000 万円を減額するものであります。 

 また、資本的収支のうち大和病院事業では、ＭＲＩ、透析機器の購入額が確定したことか

ら、資本的収入の企業債、資本的支出の建設改良費をそれぞれ 4,650 万円減額するものであ

ります。 

新病院事業ではエネルギー棟の建設方法が変更になったこと及び合併特例債が活用できる

ことになったことから、資本的収入の企業債を８億 5,500 万円減額、繰入金を 4,520 万円追

加、資本的支出の建設改良費を８億 980 万円減額するものであります。これによりまして収

益的収入及び支出の予定額をそれぞれ 38 億 3,228 万円に、資本的収支におきましては大和病

院事業資本的収入の予定額を２億 4,330 万円に、資本的支出の予定額を２億 9,841 万円に、

新病院事業資本的支出及び資本的収入の予定額をそれぞれ１億 3,520 万円に改めたいもので

あります。 

詳細につきましては大和病院事務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

○大和病院事務部長  それでは６ページ、７ページ実施計画の明細書をご覧いただきたい

と思います。収益的収入及び支出でございます。収入ですが今ほども市長が申し上げました

ように、医業収益１億 4,800 万円減額をさせてもらいます。これは内訳は入院と外来の患者

数で、それぞれ患者数の減でございまして、それぞれ記載のとおりでございます。医業外収

益でございますが、資金不足を生じないようにということで、一般会計のほうから１億 2,880

万円繰り入れをさせていただくものでございます。 

 支出でございますが、医業費用で給与費を全体で 2,000 万円ですけれども、給料それから

手当、賃金、法定福利費というふうにございますが、これは賃金だけ追加になっております
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けれども、ほかは予定していた職員、もう少し看護師が欲しかったわけですけれどもその確

保が至らなかったということで、全体で 2,000 万円の減額でございます。それから材料費で

ございますが、薬品費、これは高額な薬品の使用が多いということで、例えば抗がん剤です

とか抗リウマチ剤そういったものが多かったということで 2,000 万円ほど追加をさせていた

だいております。それから経費でございますが 2,000 万円減額をさせていただきました。修

繕費、委託料につきましては 1,500 万円ずつの減額、それから賃借料が 1,000 万円ほど追加

をさせていただいております。 

 続いて８ページ、９ページをご覧いただきたいと思います。資本的収入及び支出でござい

ます。収入支出でございますが款が２つに、大和病院事業の資本的収入あるいは支出、もう

１つが新病院事業の資本的収入及び支出という部分になっておりますので、款ごとの説明を

させていただきます。 

まず１款の大和病院事業の資本的支出のほうからご覧いただきたいと思いますが、これは

建設改良費の中で医療機器等の購入費を 4,530 万円減額させていただいております。これは

ＭＲＩ、透析、かなり高額な機器を整備・更新をさせていただきましたが、安く買えたため

にこの減額をするものでございます。それから車両購入費 120 万円減額をさせていただきま

した。今年度の購入を見送ったということでございます。つきましては歳入をご覧いただき

たいのですが、その部分、企業債のほうを 4,650 万円落とさせていただいております。 

それから新病院事業のほうでございますが、先ほども市長のほうから説明がありましたけ

れども、工事請負費、これはエネルギー棟の建設を先にということでございましたが、これ

の変更がございましたので８億 980 万円減額をさせていただくものでございます。内訳は委

託料が８億円、980 万円が駐車場整備、これは大和病院の既存の駐車場を整備したというこ

とでございます。 

それに伴います資本的収入のほうでございますが、企業債をこれは病院企業債でございま

すが８億 5,500 万円減額をさせていただいたことと、一般会計の繰入金を 4,520 万円追加さ

せていただきました。これは合併特例債が活用できることになったためでございます。それ

からずっと戻っていただきまして２ページ目をご覧いただきたいと思います。第４条の企業

債の補正でございます。補正後は限度額を２億 3,350 万円に改めさせていただくものでござ

います。 

第５条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費ということで、職員給与費

をそこにありますように 24 億 5,408 万 3,000 円にさせていただくものでございます。 

それから第６条はたな卸資産の購入限度額これを６億 6,696 万 9,000 円に改めさせていた

だくものでございます。 

それから３ページをご覧いただきますと資金計画が出ておりますが、既決予定額は当初予

算のときの額でございます。それから合計になりますと決算見込みを示しております。した

がいまして、決算見込みに応じて補正予定額を入れさせていただきました。説明は以上でご

ざいます。 
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○議   長  質疑を行います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  まず６ページ、７ページの部分で、看護師のほうが予定より少なかったと

いうことで給与費が 2,000 万円の減額でありますけれども、入院外来収益の部分で整形外科

の先生が長期入院なさったという部分での影響ではないかなと思っておりますけれども、そ

れにしても大変な金額であったわけです。常勤医が一人いるかいないかというだけでこれほ

どの差が出るのかなということを、数字として出していただきましたけれども、大変な数字

だなということを実感したわけです。こうしてみると３ページにあります、毎度聞きますけ

れども、平成 24 年度中にこの一時借入金の解消というものはどうなのかなという不安も出て

くるわけですが、この辺の見込みをちょっと聞かせていただきたい。 

 それから８ページ、９ページのほうの支出の中で、医療器械等購入費 4,530 万円の請差で

あったという部分でありますけれども、病院だよりで出ました多分新ＭＲＩですか、あの部

分であろうと思います。たった１台でこれだけの請差が出るということになると、定価の何

割引きだったかという部分をちょっとまた聞かせてもらえればと思います。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  後段のほうを私のほうからお答えさせていただきます。医療機器は

ひとつは値段があってないようなところもありまして、例えばＣＴとかＭＲＩとか正式な定

価といいますと９億円とか 10 億円するものが、１億円前後で買えるような社会でございます

ので、その辺は値段があってないようなところがございます。出てからの年式によっても大

分違いますし、私どものほうではかなり価格交渉をしておるわけでございますけれども、そ

の方法としましては大体日本に４社、５社、外国のメーカーも含めてつくっているのがござ

います。性能等を比べる、あるいは医師の意見を聞くということはもちろんですが、初めか

ら機種を決めて交渉に臨むのではなくて、いろいろな総合的に判断をしながら競わせるとい

うことがかなり安く買える方法だと思っております。 

ＭＲＩについてはかなり 9,000 万円ぐらいで購入できたわけですけれども、これはほかの

病院の――具体的に言いますと自治医大の先生が驚いていましたので、これだけよく安く買

えたなということでお褒めをいただきました。それともう１つは透析の器械ですが、透析の

器械も３社ぐらい日本の中では有力なメーカーがございますが、競って、競ってという結果、

実をいいますと 9,000 万円ぐらいかかるのかなという形の中で予定をしておったのですけれ

ども、6,000 万円ぐらいで買えたということで、非常にそういう競った中での購入がよい結

果をもたらしたのだというふうに考えております。以上です。 

○議   長  大和病院庶務課長。 

○大和病院庶務課長  一時借入金の件につきましてですが、ここの３ページのところであ

りますように平成 24 年度につきましては、先ほど市長や事務部長から説明がありましたよう

に、整形のドクター、中心的な医師ですのでその影響が大きく現れたということがあります。

一般会計からの繰入金が相当程度あって相殺をしまして、５億 3,000 万円ということが見込
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まれております。 

 それからこの動向ですが、新年度につきましてはこれも新年度の予算のところでまた説明

をさせていただくことになるかと思いますが、一般会計の繰入金、総体でその３条予算とい

いますか、収益的収支のほうに係る繰入金が伸びることになっております。今年度のように

特殊といいますかアクシデントというものがなくて順調に運営できるとすれば、一時借入金

の増減がすごく出るということはないかというふうに思っております。以上です。 

○議   長  10 番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  １点だけお聞きしますけれども、年度の途中といいますかからドクターが

１人体調不良という大変な病院運営をされていると思うんですが、その分非常勤医師で多分

対応していると思います。ドクターが体調不良のために、収入も減って不足額が出たわけで

すけれども、対応している非常勤医師も何らかの中で貢献していると思うんです。その医師

がちょっと体調不良のためにどのくらい、ここに１億 4,800 万円ぐらいの繰り入れをするの

ですけれども、診療科目でこのくらい減ったなどというつかみ方はできないかもしれないで

すけれども、どの程度、病院会計のほうに収入として影響しているか。ちょっと目安といい

ますかをわかったら教えてもらいたい。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  これは概算ということになりますが、外科系の関係ですと結構オペ

が伴いますのでそういったことも勘案をしてということになりますけれども、入院単価が大

体４万円から４万二、三千円ぐらいになります。私どもは昨年の春、整形外科医を１名確保

しまして３名体制になりましたので、かなり常勤医の中でできると見込んでおりました。今

回は 11 月の中旬から下旬にかけてその柱となる医師が病気をされたということで、それから

先ほど申し上げたように、３月に復帰をしましたけれども、まだ本調子ではありませんので

慣らし運転をやっていくということでございます。 

具体的に申しますと、特に冬場でしたし、私どもが見込んでいた数よりも 20 人ぐらい１日

入院患者をある部分では制限をした。患者さんはいたんですけれども取らざるを得なかった

という状況がございます。と言いますのは入院患者さんというのは常勤の医師がいないと診

られないですね。そういうことで入院が一番大きな影響があったわけです。 

それからオペも実は予定していたオペを延期する、あるいはお断りをせざるを得ない状況

がありました。それから外来ももちろん制限をさせてもらいまして、ですからそういった部

分がみんなこう積算されて特に１億円ぐらいの、例えば入院しなかったことによって出ない

ものもありますけれども、そういう穴が開いてしまうという状況になったわけでございます。

以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 
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〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第 16 号議案 平成 24 年度南魚沼市病院事業会計補正予

算（第４号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、第 16 号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  これより特別会計及び事業会計の当初予算審議に入りますが、各予算は付

託議案となりますので、運用内規にありますとおり質疑は大綱質疑とし、担当委員会で付託

議案の審査を行う方は、ほかの人に質問の機会を譲るようお願いいたします。  

○議   長  日程第 20、第 18 号議案 平成 25 年度南魚沼市国民健康保険特別会計予算

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 18 号議案につきまして提案理由を申し上げます。平成 25 年度予算は、

厚生労働省から示されました予算編成上の係数及び保険給付費の伸び等を見込んで編成をい

たしました。 

歳入では保険税を、前年度比 88 万円減の 17 億 3,156 万円を計上いたしました。前期高齢

者交付金につきましては、前年度比 4,702 万円減の 10 億 1,549 万円を計上いたしました。支

払準備基金から１億円の繰り入れを行い、保険税の軽減に充てております。 

歳出では保険給付費におきまして、前年度比１億 8,661 万円減の 39 億 782 万円を計上した

ところであります。これによりまして歳入歳出予算の総額を平成 24 年度に比べ、２億 300 万

円、率にして 3.1％減の 63 億 5,300 万円とするものであります。 

なお、平成 23 年度から当初予算に計上してまいりました法定外繰入金につきましては、平

成 25 年度は当初予算段階では計上しておりません。５月の税率算定時に、前年度事業の執行

状況等を再精査の上、対応を決定したいと考えておりますのでご理解をいただきたいと思い

ます。 

概要につきまして、市民生活部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  それでは予算書の 285 ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別

明細書で説明させていただきます。 

まず歳入の関係でございますが、１款国民健康保険税であります。保険給付費等の総額か

ら国・県支出金及び特定財源並びに支払準備基金繰り入れを１億円ということで、それを除

いた税依存額といたしまして 17 億 3,156 万円を計上したものでございます。 

次に３款国庫支出金でございますが、14 億 695 万円ほどでありますが、療養の給付費等に

要する費用に係る国の定率負担相当額、及び財政調整交付金等に係る支出金であります。前
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年度比 13 万円ほどの減額となっております。 

４款療養給付費等交付金４億 9,145 万円ほどでありますが、退職者医療に係る被用者保険

等保険者からの拠出金でございます。前年度比 4,114 万円ほどの減額でございまして、退職

被保険者数につきましては 1,578 人と前年度より 169 人の減少ということで見込んでござい

ます。 

 ５款前期高齢者交付金でございますが、10 億 1,549 万円でございます。65 歳から 74 歳の

前期高齢者の医療費に係る財政調整制度により「社会保険診療報酬支払基金」から交付を受

けるものでございます。前年度比 4,702 万円ほどの減額となっておりますが、前期高齢者の

加入率が全国平均と比べて高いか低いかということで調整されるものでございますが、南魚

沼市の場合は全国平均が 13.6％に比して、市の場合は 29.4％と高率になっているというふう

なことでございます。 

６款県支出金３億 6,240 万円でございますが、県の財政調整交付金に係る県の支出金でご

ざいまして、400 万円ほどの増額となっております。 

７款連合会支出金 95 万円とありますが、国保連合会からの保健事業に対する補助金が交付

されるものでございます。 

８款共同事業交付金８億 1,602 万円ほどでございますが、高額療養給付費に対応するため

の財源として、一件 30 万円以上の医療費について、県単位で費用負担を調整する保険財政共

同安定化事業交付金と、１件 80 万円以上の高額医療費の発生による国保財政の急激な影響の

緩和を図る高額医療費共同事業交付金というふうなことで交付されるものでございます。 

10 款繰入金４億 7,475 万円ほどでございますが、保険税の軽減分・人件費分それから出産

育児一時金・一般事務費等でございます。一般会計からの繰入金それに加えて先ほど申しま

した支払準備基金からの繰入金１億円を計上しております。 

11 款繰越金につきましては、前年度繰越金として 3,000 万円を見込んだところでございま

す。 

12 款諸収入といたしまして 2,248 万円でございますが、国保税延滞金それから交通事故第

三者納付金、特定健康診査等の健診料というふうなことで予算を計上いたしております。 

 次に歳出でございますが、286、287 ページのほうをご覧いただきたいと思います。  

１款総務費１億 3,073 万円ほどでございますが、職員 15 名に係る給料・手当・共済費、そ

れからレセプト点検員２名分、それから共同電算処理業務委託料等でございます。 

２款保険給付費 39 億 782 万円ほどでございますが、前年度比 4.6％、１億 8,661 万円の減

というふうなことでございますけれども、被保険者数が１万 6,750 人ということで前年度よ

り 830 人減るというふうなことで見込んでございます。保険給付費につきましては、平成 20

年度からの伸びを勘案しまして推計しているところでございます。 

次に３款後期高齢者支援金等ということで、８億 8,745 万円ほどを計上いたしました。前

年度比 814 万円ほどの増額であります。後期高齢者医療保険制度の発足に伴いまして、各保

険者が全体の 40％を支援金として拠出する仕組みというふうになりましたけれども、国保か
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らの支援金として国から示された係数によって算出をしたものでございます。 

４款前期高齢者納付金等 50 万円でございますが、65 歳から 74 歳の前期高齢者の加入割合

により財政調整を行うものでございます。 

次に６款介護納付金４億 2,294 万円でございますが、40 歳から 64 歳までの者にかかる介

護保険の納付金でございます。 

７款共同事業拠出金といたしまして８億 6,381 万円ほどを計上いたしました。高額医療費

拠出金それから保険財政共同安定化事業拠出金でございまして、市町村国保の拠出によって

共同事業で先ほどもありましたレセプト１件 30 万円以上の医療費に関して、医療給付費全て

を対象に県内全ての市町村で拠出して費用負担を調整するものでございます。 

次に８款保健事業費 7,600 万円でございますけれども、これにつきましては特定健康診査

事業それから医療費の通知事業、人間ドック助成事業これらを見積もってありますし、それ

に加えて平成 25 年度からは、希望によって心電図それから眼底検査を実施できるようにした

というふうなことが新たな項目でございます。 

11 款諸支出金 1,144 万円につきましては前年同額で、これは保険税還付金というふうなこ

とで考えております。 

12 款予備費につきましては、5,175 万円を計上したところでございます。以上で概要説明

を終了させていただきます。 

○議   長  質疑を行います。11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  平成 25 年度の保険税についてちょっとまずお聞きします。総額が若干下が

っておりますけれども、一人当たりでみれば給付で 3,469 円ほど増えて、後期これは支援金

ですよね、支援金が 2,600 円ほど増えて、介護については外れる方がいますので 2,700 円の

減額になっているという部分です。総額でいうと少しずつ保険税自体は一人当たり上がらざ

るを得ないという部分がありますけれども、毎度問題になる滞納でありますね、滞納の部分。 

昨年度のあれでいけば一般証から短期証へ悪化をしていくという方が大体 200 名ぐらいい

らっしゃると、それから一般証から、短期証から、資格証へとさらに悪化が 67 名ぐらいいら

っしゃったということです。払う払わないというのは倫理的な問題もありますけれども、や

っぱりその保険税自体が高いせいでこうなっているのではないかなという部分もあるわけで

す。 

ただ、収納のほうはかなり努めていらっしゃると思いますけれども、今回はこの保険税の

一人当たり分が若干上がってきているという部分について、滞納の影響もかなりあるのでは

ないかと思いますけれども、その辺のお考えをお聞きをしたいなと思っております。 

 あとはもう１点は不思議な現象といいますか、一人当たりの医者にかかる受診率が県下で

一番低いと。一人当たりの医療費自体も県下で一番低いと。しかしながら、国保の保険税自

体を考えると県のトップクラスになってしまうというこの部分については、なかなかわから

なかった部分もありますけれども、やっぱり後期高齢者の支援金であったり、介護納付であ

ったりこの部分の負担が、実は非常に大きいのではないかなと思っております。 
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そうすると国保の事業にはならないですけれども、この部分をどうやって医療費を減らし

ていくか、介護の給付金を減らしていくかという部分が、国保税の上昇を抑える第一の原因

ではないかなというふうに思っていますけれども、そこら辺はどのようにお考えなのか２点

お願いします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  保険税の上昇による滞納への影響というふうなことでございますが、私

どももそれぞれ被保険者が大変厳しい経済状況の中で暮らしておられるということは理解さ

せていただいているところでございます。今市長ともいろいろ相談をしておりますが、５月

の税率の改定に当たってそういった状況も加味しながら、極力上昇を抑えるような形で検討

をしたいということで今進めております。ぜひまた５月の段階でご相談させていただければ

なというふうに思っているところでございます。 

 それから、保険税は給付が直結するわけでございますので、それをいかに抑えるかという

のは大きなテーマだというふうに思っております。それにつきましては例えば重複診療だと

か、それから薬剤のジェネリックへの転換だとか、それから予防のためのいろいろな事業へ

の参加だとかというふうな、いろいろな取り組みがあるわけでございますが、そういったこ

とを通じながら一人一人の意識改革をするということが大きなことじゃないかと思いますし、

もっと大きな部分として制度の問題があるかと思います。 

国保を被保険者のいろいろな状況をみますと、なかなか負担に耐えられないというふうな

大勢の方がいるわけですので、こういったことを国全体として社会保障の見直しの中でどう

いうふうに財源手当をしていただけるか。これが前々からの要望でございますし、引き続き

お願いをしていかなければならない部分じゃないかなというふうに思っているところでござ

います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  保険税の部分について納められる余裕のある方には、もうちょっと納めて

いただくという部分がありますけれども、その部分の上の部分を上げられるものであれば上

げるという方向も模索をしていかなければならないというふうに思いますが、平成 25 年度に

ついてはそれはやっていない部分でありますよね。そういうところが実際問題可能なのかど

うか。 

国保の保険者数を見ても、率からいってどんどん下がっていますよね。そうするとこの率

が下がっているこの人たちの部分についてだけ優遇をしていくと、なかなか市全体での理解

を得るというのは大変難しくなってきていると思います。こういう方向性は取れるのかどう

か、検討したかどうかちょっとお聞きします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  国保税につきましては、応能と応益と基本的には半分ずつというふうな

ことで、私どもは今まで大体そういった形でやっているわけですけれども、２年ほど前の国

保の運協の中の意見書として、そういった負担割合、応能応益の割合を見直す中で、極力低
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所得者に対してしわ寄せがいかないようにというふうなことで意見をいただいております。

平成 25 年度の税制改定のときには、それらも含めてやりたいというふうに思っておりますが、

限度額自体は今年度見直しはございませんでしたので、そこにはちょっと触れられないと思

いますが、その負担割合の中で検討をさせていただきたいと思っております。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  この予算は支払準備金から１億円ということを入れてありますけれども、

今まで平成 23 年度は１億円、それで平成 24 年度は１億 5,000 万円を当初予算で盛ったわけ

です。そしてそれは値下げのためではなく、値上げをしないためという何か条件がついてい

たということで、私はそこを見落として評価をした経過がございます。しかし、今、実際こ

うして医療費も給付が若干下がっていますよね。ということはなかなか国が求めている医療

の制限それが働いてきたのか、景気がそれだけ悪いのかというような感じがしています。そ

うした中で収入の伸びというのは多分ないと思うんです。こういった会計でとられるという

ことは、要するに現状維持でとられるということは、実質的には苦しくなっているというこ

とだと私は思っています。 

ですから、私は今の時点で考えるならば、そう景気の浮揚あるいは所得の増は見込めない

だろうということから考えれば、去年、おととしのような形で一般財源をひとつ利用して下

げる方向に持っていくべきだというふうに考えます。そういう点で値上げをしないとか極力

抑えたいというような言い方ですけれども、これはやっぱりひとつ脱皮していただきたい。

そういうふうに思いますが、所見を伺っておきます。 

○議   長  市長。 

○市   長  見解の相違ということに他ならないわけでありますが、議員は何というか

常に悲観的な見方ですね。私は楽観的な見方をしながら、今年、今度は平成 25 年度になるわ

けですけれども、所得はある意味景気回復にもなって増えていくだろうという思いはありま

す。それはわかりません。 

ただ、平成 25 年度に法定外繰り入れ１億円を入れなかった理由は、平成 23 年度、平成 24

年度と１億円あるいは１億 5,000 万円計上していたわけでありますけれども、平成 23 年度に

ついては使用せずに済んだということです。平成 24 年度も確かそうなります。ですので、使

用しなくていいお金を今上げる必要はない、計上する必要はありません。平成 25 年度の５月

に所得の関係がはっきり出ますので、そこで保険料の収入不足とかそういう部分が見込まれ

れば、そして値上げをしなければならないというような状況になれば、それは考えていかな

ければならないと、こういうことであります。 初からどうも見せ金みたいなことはもうや

めようということで、今回は法定外繰り入れは計上しておりません。実態に合わせてやらせ

ていただく。 

ただ、これを引き下げていくという方向は、全く私は見えることではない。単年度とか景

気対策で１年、２年とかそれはできます。しかし、いつも申し上げますように、一度下げて

今度はそれをずっと継続していかなければならないわけです。それをまたいつか上げるとい
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うことになりますと、これはやっぱり国保の納税者にとってはそのほうが辛いことでありま

すから、そういう部分も勘案して、とにかく今は上げないで何とかやっていこうと。状況を

見た中で本当に下げられる見通しが立てばそれはきちんとやっていきますが、今はまだそう

いう状況ではないということをご理解いただきたいと思います。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  先ほどの議論にもあったのですが、やっぱり上限を変えていかないという

ことは、そして負担をということになると、苦しい人たちのところをということになると、

中間層がものすごく重圧になってくるんですね。そうして今、滞納の階層がどういう方々か

ということは私どもはわかりませんけれども、そうした中で滞納が増えている中、そして重

税感を持っている中で、見せ金なんていう話でなくて、本当に大変だということをやっぱり

理解していただきたいです。楽観論だからというような話でみられたら、本当にじゃあ徴収

している方が楽観できる状況かどうか。私は違うと思うんです。それは市長のかすかな望み

であって、希望であって、私は今の現状というのはそうではないと思うのです。 

ですから、私はここで当初予算にきちんと、できることなら抑えるのではなくて、下げる

方向の予算計上というのは、これはやっぱり徴収官を初め、トップではなくてその組織の下

でやっている方々が進言していただきたい。そうでなければ、このままいくと大変なことに

なりますよ。今、滞納者が本当に国保だけじゃないですよ。そういう点でひとつぜひ慎重な

対応を６月までにきちんとやる、そういう形にしていただきたい。 

実際は１億円基金をとって、そして１億 5,000 万円もいらないとこういうことになると、

もう取り過ぎだということが、基金に１億円もあるんですからね、あったんですから。それ

を取り崩すということは１億 5,000 万円を無能にする…… 

○議   長  岡村議員、明確にお願いします。 

○岡村雅夫君  引き上げるためだけということだと思いますので、ぜひ現場サイドで検討

していただきたい。以上です。 

○市   長  先ほどから申し上げておりますように、１年、２年期限付きで下げること

は簡単です。１億円でも２億円でも入れればいいわけですから。ただ、それをやって、それ

がずっと長く続くはずがないわけでありますから、今は上昇を抑えるということに力点を置

いているということを十分ご理解いただきたいと思います。 

 それから、滞納もありますしいろいろありますけれども、それらはやはり一番は経済情勢

です。ここがある程度好転をすれば、滞納が増えるということではないと思いますけれども、

これは先ほど私が申し上げましたように、平成 25 年度は当然今の景気の状況、雇用の状況か

ら見れば、ある程度収入は増えていくだろうという予測をしているわけです。希望と言われ

れば希望ですけれども、私はそういうふうに将来的に余り悲観した見方ではないと。あなた

は悲観しているとこういうことですから、考え方が違うわけですけれども。 

それから、いつも申し上げますように、下げろ、下げろとそれはわかりますが、いいです

か、去年 24 年度は水道で福祉減免をやっていますよ。これは大体ここに該当する皆さんです
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から。その前も半年でしたけれども料金を下げたりとか、いろいろな手を使ってやっている

わけです。国保税だけを下げてそれで事が済むという問題ではありません。下げればそれは

皆さん喜ぶでしょうけれども、それではやはり社会を構成する中で絶対不公平が出ます。国

保運営協議会の皆さんからちゃんと答申をいただいたように、５％程度の値上げはやむを得

ない。市民の中の３割ですから。あとの７割の皆さんが納めたお金をどんどん使うわけです

から、安易に議員のおっしゃるようにまあ１億円でも２億円でもつぎ込んで下げろなどとい

うことはできるはずがないわけであります。弱者救済についてはこの国保税ということだけ

ではなくて、やっぱりいろいろ多方面にわたって配慮していくべきものだというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  22 番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  １点だけお願いいたします。一人当たりの医療費が低いにもかかわらず、

保険税が県内でも高いという悩ましい実態があるわけです。部長のさっきの説明の中で、前

期高齢者の加入の割合は国平均が 13.6％に対して市が 29.4％、倍以上の高率である。これが

保険税に影響している可能性というのは、どういうふうに捉えておるのか聞かせてください。 

○議   長  市民課長。 

○市民課長  前期高齢者の割合についてですけれど、私ども数字的に――資料があります

けれど、県下の中で前期高齢者の占める割合が一番低いです。そして南魚沼市全体の医療費

の中で一人当たりが高いのは、やっぱり高齢になるにしたがって高くなります。そこの前期

高齢者の数が低いということは、全体の医療費を下げているという状況になっています。財

源的にそこの一番高い前期高齢者の医療費に対して、先ほどの前期高齢者に対する交付金が

入ってくるわけですけれども、前期高齢者の全体が低いものですから入ってくる金も少ない

という中で、前期高齢者交付金を引いた残りの医療費を被保険者で割りますと、県下でも９

位ぐらいに――医療費の一番安いじゃなくて９位ぐらいの位置に下がってくるというような

状況になってきます。 

そんな状況であとは国から入ってくる調整交付金だとかそういうのが、いろいろな要素で

計算してくるものですから、さらにそこにそれなりの額が入ってくるのか、入ってこないの

かというのは、ちょっとまだ中身を精査しないと本当にわからないところです。けれども、

ひとつ前期高齢者の交付金のことを要素に入れただけで、それだけ順位が下がるという私の

今手元資料ではあります。 

○議   長  22 番・中沢俊一君。 

○中沢俊一君  では、この加入率をもって市がどういうふうに手を打っていこうという段

階ではまだないということでしょうか。何か工夫があったらひとつ聞かせてください。 

○議   長  市民課長。 

○市民課長  先ほども申し上げたとおり、明確にここに手を打てばという方策はないです

けれども、私どもは税が一番高いという、今まで質問もありました。平成 22 年度の県内の保

険者の経営状況を見ますと、一番安いと言われている保険者があるわけです。そこを法定外
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繰り入れを割りかえして繰り戻ししたりすると、逆にその保険者は一番高い部類に入るとい

うような、そういう私の試算の中でもあるというような状況でございます。 

ですので、今市長がおっしゃいましたように、極力上げないために必要な額を基金だとか

法定外繰り入れを考えていくというところなのだろうというふうに私は解釈しております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま、議題となっています第 18 号議案は、社会厚生委員会に付託しま

すので審査をお願いいたします。 

○議   長  日程第 21、第 19 号議案 平成 25 年度南魚沼市介護保険特別会計予算を議

題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 19 号議案につきまして提案理由をご説明申し上げます。 

平成 25 年度南魚沼市介護保険特別会計は、第５期介護保険事業計画の２年目に当たりまし

て、計画された介護基盤の整備を進めながら、増加する介護保険ニーズに対応した給付体制

の強化に努めてまいります。とりわけ、地域密着型サービスの充実に努め、身近で安心でき

る介護サービスを目指したいと思っております。 

歳入では、介護給付費に対するそれぞれルールに基づく算定額のほか、介護給付費準備基

金からの繰り入れを行い、保険料の軽減に充てております。 

歳出では、平成 24 年度の給付実績を踏まえまして、要介護認定者の増加など自然的増加分

に加え、平成 25 年度中に開設されます小規模特別養護老人ホーム等に係る介護給付費の増を

考慮して算定しております。 

歳入歳出予算の総額を、平成 24 年度と比べまして１億 9,400 万円、率にして 3.4％増の 59

億 3,100 万円としたいものであります。 

概要につきまして福祉保健部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それでは事項別明細の総括表のほうで説明をしたいと思いますので、331

ページをご覧ください。 

歳入の１款保険料ですが、前年度比 2.8％増の 10 億 1,589 万円で計上しました。被保険者

数は第５期介護保険事業計画に基づき前年度より 403 人増の１万 6,282 人を見込んだことに

より増額となっております。収納率は普通徴収分を 90.0％、滞納繰越分を 20％で見込みまし

た。 

 ２款分担金及び負担金は、認定審査会運営費の湯沢町負担分でございます。実績見込みに

より前年度比 0.3％減の 604 万円を計上したところです。 

３款使用料及び手数料は、督促手数料で前年度と同額計上となっています。 

４款国庫支出金は、前年度比 3.5％増の 15 億 972 万円を計上しました。法定率により介護
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給付費の 25％は国の負担分となっており、このうち介護給付費国庫負担金はサービスの種別

により給付費の 15％または 20％が交付されますが、介護給付費の伸びに連動し、前年度より

3,404 万円、3.5％の増額で計上しました。また、調整交付金のほうですが、国の負担 25％中

の５％相当額を市町村の負担能力等によって配分されるものですが、第５期計画の推定率に

基づき給付費の 7.85％で見込みました。地域支援事業に対する補助金は、3.0％の増額で計

上しております。 

５款支払基金交付金は、40 歳から 64 歳までの第２号被保険者の負担分として社会保険診

療報酬基金から交付されるものですが、給付費の伸びに連動し前年度比3.5％増の16億5,329

万円で計上しました。なお、高齢者人口の増加に伴い、第２号被保険者の人口比率が低下し

たことから、前年度より法定交付率が 30％から 29％に変更されております。 

６款県支出金は前年度比 3.6％増の、８億 4,258 万円を計上しました。介護給付費県負担

金は、サービスの種別により給付費の 12.5％または 17.5％が交付されますが、国庫負担金と

同様に介護給付費の増加に連動する形で前年度より 3.7％の増で見込みました。地域支援事

業に対する交付金は、国庫と同じ 3.0％の増額で計上しました。 

７款財産収入は、芽出しで 1,000 円を計上しております。 

８款繰入金は、前年度比 3.3％増の８億 9,823 万円で計上しております。介護給付費に対

する一般会計繰入金は、法定率で 12.5％相当額、７億 546 万円を計上しましたが、国・県と

同じ理由で 3.6％の増となっております。地域支援事業に対する繰入金は、県補助金と同じ

く、3.0％増の 2,502 万円を見込みました。人件費、事務費に対する繰入金は、給与費の減等

により前年比 3.7％減の１億 2,339 万円を計上しています。また、介護給付費準備基金から

は、前年比 23.7％増の 4,297 万円の繰り入れを見込んでおります。 

９款繰越金は、芽出しで 1,000 円の計上でございます。 

10 款諸収入は、各事業の実費徴収金の増額を見込みまして、前年比 10.9％増の 515 万円を

計上しました。 

332、333 ページをご覧ください。 

歳出のほうですが、１款総務費は職員人件費 10 人分、それから事務費、認定審査会運営費

などの費用を計上しておりますが、人件費の減などにより前年度比 3.0％減の１億 2,963 万

円を計上しました。 

 ２款保険給付費は、前年度比 3.5％増の 56 億 4,372 万円を計上しました。総体的には、要

介護認定者数の増加等に伴う自然的増加や前年度実績等を考慮して計上しましたが、第５期

計画に基づく施設整備により、小規模特別養護老人ホーム１か所、小規模多機能型居宅介護

２か所、特定施設これはサービス付き高齢者向け住宅でございますがこれを１か所、これが

平成 25 年度に開設する予定ですので、これらの影響も織り込んだところでございます。なお、

介護予防サービス等諸費が 6.8％の減額となっていますが、前年度実績に基づき、利用者数

が安定しているものと見込み減額したところでございます。 

３款地域支援事業費は、前年度比 3.2％増の１億 5,312 万円を計上しました。団塊の世代
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が高齢者年齢に到達することから、介護予防事業費の一次予防事業費に水中運動教室を新規

事業として組み込んだところでございます。 

４款諸支出金は、平成 24 年度実績を考慮し計上したところです。 

５款基金積立金は、芽出し計上でございます。 

６款予備費は前年度と同額計上でございます。 

概要説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  保険料軽減ということで第一段階から第四段階までやっているわけですけ

れども、この部分について介護保険料が高いんじゃないかというような声もありました。市

民の中で理解といいますか、そういうものかなという部分があったと思います。この辺はど

のような話が担当のほうへ来ているのかちょっとお聞かせ願いたい。 

 もう１つは介護給付費が計画の中で伸びているわけですけれども、介護予防という中で今

の水中エクササイズですか、これに取り組もうということで非常に費用もかかるのでありま

しょうが、大きな取り組みであろうなと思っております。こういう部分をあわせながらです

けれども、やっぱり在宅介護サービスをどれだけ充実させていくかということになると、先

ほどの補正予算で言いましたが、施設はつくってもそこに従事する人たちがいないために、

サービスの提供ができないというような状況が出てきた。そうすると、そういう仕事に就い

ていらっしゃる方の給与というものはどういうものかなというところの調査をしながら、せ

っかく施設を整備しながらそれを使えないというような状況は、出してはならないと思いま

す。そこら辺のお考えがあったらお聞かせ願いたい。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  保険料の負担のほうですが、ちょっと直接応対していないので私はわか

らないですけれども、上がってくるクレームとしてひどい話というのは特に多分来ていない

と思います。もちろん通知がいった段階で去年より高いなというそういう話はあったと思い

ますけれど、どうしても税に比べると３年に一遍で、金額が３年間固定ですので、上がり率

が高かったものですから当初そういう話は来ていたと思うのですが、３年間固定だというこ

とで今のところは理解してもらっているというふうに思っているところです。 

 それから、給与費等に適正云々ということですが、今報酬改定費の中で給与費として――

前は補助金として給与改善費はやっていたわけですが、給与費の中の改定費の中へ今は取り

込んでおります。報告とかそういう中で必ずそれを分類して計上しなければいけないように

なっております。ただ、いかんせんスタート時点の給与が仕事に対して高いかと言えば、そ

んな極端に高いということでもございませんし、仕事によっては非常にきつい部分もあるか

と思います。これは事業者として保険給付費の中で経営をしていかなければいけませんので、

私どもがほらほら上げろというところまでは当然申し上げることはできないと思います。そ

のあたりは国の報酬改定等で改善していってもらわなければいけないのですが、そこを余り
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高くすると今度は保険料のほうにはね返るという部分もあるということだけはご承知おきを

お願いたいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっております第 19 号議案は、社会厚生委員会に付託しま

すので審査をお願いいたします。 

○議   長  日程第 22、第 20 号議案 平成 25 年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計予

算を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 20 号議案につきまして提案理由をご説明申し上げます。後期高齢者医療

保険料率につきましては、新潟県後期高齢者医療広域連合において、２年ごとに見直しが行

われますけれども、平成 24、25 年度は据え置きとなっております。均等割額３万 5,300 円、

所得割率 7.15％は、平成 20 年度から同額であります。 

歳入では、後期高齢者医療保険料及び一般会計繰入金、歳出では広域連合納付金及び人件

費を含む事務費等について、広域連合から示された額をもとに編成いたしました。 

なお、平成 25 年度も広域連合へ職員１名を派遣することとなっております。歳入歳出予算

の総額を、前年度同額の４億 8,100 万円としたいものであります。 

概要につきまして、市民生活部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  それでは予算書の 375 ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算事項別明細書から説明させていただきます。まず歳入でございます。 

１款保険料３億 2,359 万円でございますが、南魚沼市の被保険者 9,735 人ということで、

これにつきましては年々増加傾向にございますが、それを対象として保険料を算定してござ

います。これにつきましては保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合において算定され

た額の計上でございます。 

３款繰入金でございますが、１億 5,001 万円ということで、一般会計からの繰入金でござ

います。低所得者に対する保険料の軽減分に充てる保険基盤安定繰入金、それから人件費２

名分及び事務費繰入金を計上したものでございます。 

５款諸収入でございますが、727 万円これは保険料還付金及び広域連合への派遣職員１名

の人件費等の負担分でございます。 

376、377 ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。 

１款総務費 2,280 万円につきましては、職員給与費を含む一般管理経費でございます。職

員２名及び広域連合への派遣職員１名分が計上されてございます。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金４億 5,699 万円ほどでございますが、広域連合におい

て算定しました保険料収納分３億 2,359 万円、これにつきましては歳入額と同額になってお
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りますし、保険基盤安定負担金分ということで１億 3,329 万円これは低所得者保険料の軽減

分でございますが、以上を計上したものでございます。 

概要説明のほうは以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 20 号議案は、社会厚生委員会に付託します

ので審査をお願いいたします。 

○議   長  日程第 23、第 21 号議案 平成 25 年度南魚沼市城内診療所特別会計予算を

議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 21 号議案につきまして提案理由を申し上げます。 

診療収入の減少に伴いまして、一般会計の繰入金は前年度より 16.1％増となり、厳しい状

況ではありますけれども、当分の間、引き続き 19 床の有床診療所として、地域の皆様へ安定

した医療の提供を目指し、歳入歳出予算の総額を前年比 2,900 万円減の４億 1,700 万円とし

たいものであります。 

概要につきましては、福祉保健部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それではまた事項別明細総括表のほうで説明させていただきます。401

ページをお開きください。歳入の１款診療収入でございます。前年度比 13.1％減の２億 9,935

万円を計上しました。入院は１日当たり一般で 12.5 人、介護で 3.5 人の計 16 人、年間 5,839

人で外来のほうは１日当たり55人、年間290日で１万5,950人で見込んで計上しております。

入院は常勤医１人体制により 548 人、外来のほうはリハビリ、往診患者数の減や前年度実績

等により 5,875 人、それぞれ前年度より患者数が減少見込みとなったことが、大幅減額の要

員でございます。 

２款使用料及び手数料は往診時の自動車使用料、健康診断書等の手数料でございまして、

往診件数の減などにより前年度比 10.4％減の 134 万円を計上しております。 

３款財産収入は芽出しで２項分で 2,000 円の計上となっております。 

４款繰入金は歳入歳出の不足分に対する一般会計からの繰り入れでございますが、収入減

などにより前年度比 16.1％増の１億 1,557 万円を計上しております。 

５款繰越金は芽出し計上でございます。 

６款諸収入は実績等により雑入として 72 万円を計上したところでございます。 

402 ページ、403 ページのほうをご覧ください。 

歳出のほうですが、１款総務費は前年度比 6.8％減の２億 7,779 万円を計上しました。正
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職員 16 名のほか、非常勤医師、臨時職員の人件費と診療所の運営に必要な需用費、施設委託

料等を計上しております。2,038 万円の減額は正職員２名、臨時職員１名、非常勤医師１名

がそれぞれ昨年度に比べ減となったことが主たる要因でございます。 

２款医業費は医薬材料費や医療用機械の管理、借り上げ、購入等に係るものですが、前年

度比 5.9％減の１億 3,720 万円を計上しております。前年度はレントゲン装置の更新等があ

ったため、医療用機械の購入費が今年度は大きく減少しております。 

３款諸支出金は償還金繰出金等の芽出しでございまして、４款予備費は前年度と同額の 200

万円を計上したところです。 

概要説明のほうは以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○議   長  24 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  今ほどの市長の説明で「当分の間」というような話でしたけれども、私は

提案した経過がありますが、この医師は若いわけだと思いますし、やっぱり医師がいなけれ

ばできない福祉施設の併設というような形を検討した経過がありますかどうですか、ひとつ

お聞きしておきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  私が今当分の間と申し上げましたのは、ベッドを 19 床、これは基幹病院開

院時に医療ベッドとして持つべきか、あるいは福祉的な部分で持つべきか、これらをこれか

ら決定していかなければなりませんのでそういう意味で申し上げました。 

高橋先生とは当然ですけれども、施設ですね、老人保健施設的な部分についても話はして

おります。それが実現するか否かこれは平成 25 年あるいは遅くても平成 26 年中には決定し

なければならないわけですけれども、徐々に話を進めながら、城内診療所が診療所として十

分機能をするとともに、地域の介護、福祉こういう関係のやっぱり拠点になっていくように

努めていかなければならないと思っておりますので、そういう観点から高橋先生とは方向性

は一致しているところであります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 21 号議案は、社会厚生委員会に付託します

ので審査をお願いいたします。 

○議   長  日程第 24、第 22 号議案 平成 25 年度南魚沼市下水道特別会計予算を議題

といたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 22 号議案につきまして提案理由を申し上げます。本予算につきましては、

前年度比 7.1％減の 52 億 9,040 万円で編成いたしました。前年度比 7.1％減は平成 24 年度の

国の補正予算で平成 25 年度事業費を前倒ししたことによるものでありまして、前倒し分を含

めた実質では昨年度以上の事業費を確保し、平成 27 年度面整備完了を目指して環境整備を進
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めてまいります。 

公共下水道整備は総合地震対策事業、基幹病院及び新市立病院の建設計画に合わせて、管

渠整備あるいは既設管渠の移転移設工事等を実施させていただきます。特定環境保全公共下

水道整備はこれまでの管渠整備事業を継続するとともに、上の原処理区は流域統合管渠工事

費等を実施することで、年度内編入となるところであります。浄化槽市町村整備事業は、新

たな５か年整備計画の初年度といたしまして、25 基分の整備と強化地区の浄化槽排水臭気対

策これを実施をさせていただこうと思っております。農村集落排水事業では流域統合に向け

て処理施設等の財産処分申請事前協議等を行ってまいります。 

 また、水洗化率向上対策として昨年度から実施しております下水道接続推進補助事業と接

続費用に対する無利子融資制度は継続いたしまして、水洗化による生活排水の適正処理と公

共衛生環境の維持向上に努めてまいりたいと思っております。 

 概要につきましては企業部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議   長  企業部長。 

○企業部長  それでは 22 号議案であります歳入歳出の事項別明細の総括表で説明を申し

上げます。 

429 ページをお願いいたします。歳入の１款であります分担金及び負担金ということで、

分割納付分が485件と新規賦課分が40件ということで見込みまして、現年度の収納率が97％、

それから滞納繰越分については非常に難しい事案が残ってきているというようなことから、

収納率を 10％から 15％程度と見込んでおります。分担金及び負担金とも分割納付分が年々少

なくなることから、総額では前年度比 20.8％の減、4,854 万円ということで見込んでおりま

す。 

２款使用料及び手数料でございます。決算見込みを踏まえまして前年度比 0.4％増の 10 億

2,944 万円ということで見込んでおります。現年度分では収納率が 99％、滞納繰越分ではそ

れぞれの事業別に調定見込みの 25％から 40％程度ということで収納率を見込んでいるとこ

ろでございます。 

３款国庫支出金でございますが、先ほど来から申し上げておりますけれども、事業費の減

ということで前年度比 20.2％減の７億 1,670 万円を計上いたしました。特環それから公共下

水道では事業費が 14 億 1,200 万円の２分の１、浄化槽市町村整備推進事業では補助対象基本

額が 3,210 万円ということで、補助率が３分の１を乗じた額を計上しています。 

４款県支出金でありますが、農業集落排水整備事業に対します県単補助金ということで、

六日町地域の農集の４処理場分で事業費の 0.8％分ということで、金額を計上してございま

す。前年比 23％減、953 万円を計上いたしました。 

５款繰入金でありますが、事業費に対しまして歳入で賄えない部分を一般会計からの繰入

金ということでしておりますけれども、そのほとんど 90％以上がルールに基づく繰り入れと

いうことになっております。また、下水道建設基金から財源不足分ということで、4,000 万
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円を今回繰り入れておりまして、平成 25 年度末の下水道建設基金の残高は 2,000 万円という

ことで見込んでいるところでございます。 

 ６款繰越金については 5,000 円ということで計上しました。 

７款諸収入、前年比 72.8％の増となっておりますが、十二沢川の事業による下水道管の移

設補償費 1,700 万円ほどでございます。それから新市立病院事業ということで 2,700 万円ほ

ど見込みましたので、前年比 72.8％増の 4,977 万円ということで予算を計上しているところ

でございます。 

８款市債でございますが、事業費の減に伴いまして前年度比 16.2％減、14 億 7,640 万円の

計上でございます。 

続きまして 430、431 ページをお願いいたします。歳出でございます。 

１款総務費でございますが、前年度比 12.2％減の１億 8,288 万円でございます。人件費で

ございますが１名減ということで、14 名分の人件費１億 1,427 万円、それから下水道施設の

一般管理費及び事務費を費目別にそれぞれ計上したところでございます。前年度比 12％の減

につきましては、制度融資資金の預託金の廃止と人件費の減が要因となっているところでご

ざいます。 

２款施設管理費６億 7,582 万円ほどの計上でございますが、六日町浄化センター流域の負

担金それから農集の 11 の処理場、それから浄化槽及び下水道の管路等の維持管理費というこ

とで計上をしておきました。前年度比 2.4％の増につきましては、不明水調査２年目になり

ますが、不明水の調査費それから五日町地内古川中継ポンプの臭気対策薬品費こういったも

のによるものでございます。なお、大和クリーンセンターの委託につきましては、３年の長

期契約ということで一応予定をしているところでございます。 

３款下水道事業費でございますが、事業費は公共下水道で前年比 40％減、特環で 17％減と

なりましたが、先ほど来申し上げていますように国の補正予算による平成 25 年度の前倒し分

が４億 4,000 万円ほどありますので、昨年並みの事業費ということになっております。また、

水洗化の接続補助の２年目となりますが、本年も 6,000 万円を予定しているところでござい

ます。それから農集につきましては流域統合に向けて施設の財産処分の事前協議と申請を予

定しているところでございます。 

４款公債費でございますが、26 億 5,941 万円の計上でございまして、前年比 2.5％の減と

いうことになりましたが、公債費の元金は前年比 1.5％の減ということになっておりますけ

れども、昨年度計上しました補償金免除の繰上償還分を除く実質では 4.2％の増ということ

になっております。平成 25 年度末の下水道事業債の残高見込みは 320 億円ほどということで

見込んでいるところでございます。利子につきましては繰上償還等の影響によりまして、前

年度比 5.0％減で計上してございます。 

 ５款予備費でございますが、485 万 5,000 円を計上いたしました。 

説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 
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○議   長  10 番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  １点だけちょっとお聞きしたいんですけれども、不明水の調査です。冬場

特に大変多いということで、どこからどう調査をするのかわからないですけれども、来年の

冬の予算ですから冬調査するのですが、今年の冬を経過してその調査の足掛かりというか、

どういうふうにしたら不明水が判明するのかというところまではつかんでいるのでしょうか。

それだけちょっとお伺いします。 

○議   長  下水道課長。 

○下水道課長  今年調査ということで、原因は多分融雪によるもの、消パイによるものと

いうようなことだと思いますけれども、そこの部分ある一定の区域を決めまして、そこのと

ころで今流量調査をしているというような形であります。これを３月までしますので、その

結果を見た中で、また、降雪のほうの雪の降り具合と合わせた中で、融雪ということがはっ

きりしますれば、今年そこの部分で一応また例えば煙をやってマンホールから出てくるとか

そういう調査をしまして、一部修繕工事を行います。その結果をまた来年の冬、流量を調査

するというような形で流量の調査を上げてありますので、まだ今年の分については結果は出

ておりません。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま、議題となっています第 22 号議案は、産業建設委員会に付託しま

すので審査をお願いいたします。 

○議   長  議員の皆さん方にお願いいたします。本日の会議時間は、日程第 26、第 24

号議案の委員会付託までいたしますので、あらかじめよろしくお願いいたします。 

○議   長  日程第 25、第 23 号議案 平成 25 年度南魚沼市水道事業会計予算を議題と

いたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 

○市   長  第 23 号議案につきまして提案理由を申し上げます。本予算は引き続く給水

需要と給水人口の減少傾向を勘案いたしまして、業務予定量を給水人口では５万 9,450 人、

前年比 0.5％減です。年間総給水量は 659 万立法メートル、前年比 1.5％減こういうふうに定

めて編成をさせていただきました。 

 収益的収支につきましては収入を対前年度比 5.3％減の 21 億 500 万円、支出では対前年比

9.5％減の 19 億 7,153 万円を見込んだところであります。収入源は給水収益で 1.8％の減、

一般会計繰入金、高料金対策分等が主であります。この 19.2％減が主な内容となっておりま

す。 

 支出減では浄水場及び配水関係の維持管理費及び事務費等で 6.7％の減、減価償却費及び

資産減耗費で 11.9％減などが主な要因であります。 

 資本的収支では収入を対前年比 9.2％増の６億 6,733 万円、支出では対前年比 10.6％減、

18 億 8,123 万円を見込みまして、収入が支出に不足する額 12 億 1,389 万円は損益勘定留保
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資金等で補填することとして調整をいたしました。 

 収入では長期財政計画に基づき本年から新たに資本平準化債２億 5,000 万円この借り入れ

を予定し、収入不足補填財源の確保に努めたいと思っております。 

 支出では建設改良事業計画を見直すことによりまして、前年比 27.6％減の６億 1,236 万円

を計上し、浄水場や各配水池の設備更新事業及び老朽管更新事業等を計画的に実施するとと

もに、災害時対策など危機管理体制強化の一環として緊急水源の確保事業にも取り組みたい

と思っております。 

 本予算は現在見直しを進めております改訂「水道ビジョン」に基づきまして、内部経費の

削減と収入確保対策あるいは危機管理体制の強化などを主眼として編成をいたしました。 

 概要につきまして、水道事業管理者に説明をさせますので、よろしくご審議の上ご決定賜

りますようお願いを申し上げます。 

○議   長  水道事業管理者。 

○水道事業管理者  それでは 23 号議案について説明を申し上げます。 

 １ページの第３条でございます。収益的収入及び支出でございます。収入でございますが、

１款水道事業収益 21 億 500 万円、前年比 5.3％減ということでございます。１項の給水収益

では平成 24年の決算見込みの 0.9％減では、平成 24 年度の当初予算比 1.8％減の 16 億 6,686

万円と見込んでおります。また、福祉減免分につきましては件数で 500 件、金額で 750 万円

程度ということで見込んでいるところでございます。また、２項の営業外収益では、一般会

計繰入金のルール分ということで、高料金対策分あるいは水源開発分、それから統合前の簡

水水道分ということで計上をしてございます。なお、このうち高料金分につきましては、平

成 24 年比 14.4％減、約 6,000 万円ほどの減ということで見込んだところでございます。 

支出でございますが、１款水道事業費用 19 億 7,153 万円を計上いたしました。１項の営業

費用中の浄水場や配水池などの維持管理経費及び事務費等は、昨年比 4,200 万円ほどの減と

いうことで計上してございます。浄水機能及び配水・給水機能維持に必要な費用のみを厳選

をして計上したところでございます。また、減価償却費及び資産減耗費では、前年度比１億

2,800 万円の減ということで計上してございます。２項の営業外費用中の水道の企業債利息

でございますが、前年比 2,900 万円の減ということで計上をしてございます。３項及び４項

については前年と同額で計上をしてございます。 

以上、収入は前年比 5.3％減、21 億 500 万円、支出は前年度比 9.5％減、19 億 7,153 万円

で計上し、差し引き３条の純利益を１億 3,347 万円として編成をしております。 

２ページをお開きください。第４条資本的収入及び支出の収入でございます。 

１款資本的収入６億 6,733 万円ということで計上いたしました。企業債につきましては建

設改良分に加え、新規で資本費平準化債を一応予定しているところでございまして、11.7％

の増、金額で５億 9,350 万円ほどを計上いたしました。一般会計出資金では広域化分を除く

ルール分を全て計上してございます。また、条例に基づきまして、魚沼基幹病院及び新市立

病院の工事の分担金等も計上をしたところでございます。 
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支出でございますが、１款資本的支出 18 億 8,123 万円でございます。１項の建設改良費で

は、新設及び老朽管の更新事業ということで 11 キロメートル分ということで予算を計上いた

しました。また、緊急水源確保事業ということで旧町時代の既設施設の調査、あるいは容量

不足の配水池増設工事などを予定しておりまして、水道ビジョンに基づきまして計画を見直

したところで、前年比 27.6％減ということになっております。 

また、２項の企業債償還金でございますが、前年比 0.9％の増ということになっておりま

す。なお、償還のピークにつきましては平成 27 年度ということで見込んでおりまして、28

年度以降、少しずつでありますが減っていくというような格好になっております。年度末の

企業債の残高でございますが、130億円程度ということで見込んでいるところでございます。 

以上、収入６億 6,733 万円、支出 18 億 8,123 万円としまて、収入が支出に不足する額 12

億 1,389 万円は、損益勘定留保資金等で補填するということで編成をいたしました。 

第５条企業債でございます。企業債の限度額を定めるということでございまして、先ほど

来説明を申し上げております資本費平準化債でございますが、理論的には３億 6,000 万円ほ

どまでが起債ができるということになっておりますが、不安定要素がございますので、年度

内 25 年度中に中間決算等の状況を見ながら、必要に応じて増額補正も視野に入れているとい

うところでございます。 

３ページでございますが、第６条一時借入金でございますが、今年度につきましては資本

費平準化債ということを一応予定をしておりますので、一時借入金の必要は生じないものと

いうことで、今のところは想定をしておりますが、一応限度額ということで２億円というこ

とでここに定めたものでございます。 

第７条の各項の経費の流用及び第８条議会議決が必要な経費の流用につきましては、それ

ぞれここに記載のとおりということでございます。  

第９条でございますが、たな卸し資産の購入限度額を定めるものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。資金計画につきましては、本年度、平成 25 年度受入資金が

40 億 7,800 万円ということに対しまして、支払資金が 31 億 2,400 万円ということで見込ん

でおりまして、年度末では９億 5,000 万円程度の現金預金高ということで見込んでいるとこ

ろでございます。説明は以上でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 23 号議案は、産業建設委員会に付託します

ので審査をお願いいたします。 

○議   長  日程第 26、第 24 号議案 平成 25 年度南魚沼市病院事業会計予算を議題と

いたします。本案について提案理由の説明を求めます。市長。 
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○市   長  第 24 号議案につきまして提案理由を申し上げます。平成 25 年度病院事業

会計予算は、医師の確保と経営の健全化に努め、市民の皆様に安定した医療を提供すること

を目標に編成をいたしました。また、本年度は新病院事業が本格的に始まることから、その

予算を資本的収支に計上をしております。収益的収支では収入で医業収益と介護保険収益の

合計を 34 億 9,542 万円に、支出で医業費用を 38 億 8,506 万円とし、医業外収益、医業外費

用等を加えた歳入歳出予算の総額をそれぞれ 39 億 1,857 万円としたいものであります。 

 資本的収支では、大和病院事業関連で医療機器等の購入及び企業債償還金によります支出

を１億 251 万円と見積もり、収入では一般会計からの繰入金 4,652 万円を計上し、不足する

額 5,599 万円を過年度分損益勘定留保資金等で補填することといたしました。 

 また、新病院事業関連では支出におきまして建設工事費８億 7,500 万円を計上し、収入で

は企業債ほか他会計、これは一般会計でありますけれども、これは繰入金、県補助金を合わ

せて支出と同額の８億 7,500 万円を計上しております。 

 概要につきまして大和病院事務部長に説明させますので、よろしくご審議の上ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  それでは概要の説明を申し上げます。１ページをご覧ください。第

１条は総則でございます。第２条業務の予定量、記載のとおりでございます。外来の日にち

が平成 25 年度は 284 日、今年度よりも２日間長い日程になります。それから第３条は収益的

収入及び支出でございます。収入のほうでございますが、大和病院事業収益全体で 39億 1,857

万円でございまして、前年度比 101.9％でございます。そのうち第１項の医業収益でござい

ますが、34 億 4,325 万円でございます。前年度比 99.7％でございます。主なものを申し上げ

ますと、６ページに記載がございますが、入院収益で 18 億 6,886 万円、前年度比 99.5％で

ございます。外来収益で 12 億 640 万円、前年度比 99.3％でございます。その他医業収益、

これは健康診断ですとかドッグでございますが、３億 6,799 万円でございまして、前年度比

102％でございます。 

 それから戻っていただきまして医業外収益でございますが、４億 2,314 万 5,000 円で、前

年度比 124.9％でございます。これは一般会計からの繰入金でございます。 

それから支出でございますが、大和病院事業費用としまして収益と同額の 39 億 1,857 万円

でございます。医業費用でございますが 38 億 8,505 万円でございます。前年度比 101.9％で

ございます。主なものを申し上げますと、医業費用のうち給与費が 25 億 4,394 万円、前年度

比 102.8％でございます。今まで平成 24 年度は 226 人の職員で見込んでおりましたが、新病

院の建設の準備のため、あるいは職員の新陳代謝等々を考慮しまして、６人多い 232 人で見

積もりをさせていただきました。 

それから材料費でございますが、６億 3,450 万円、前年度比 101.1％でございます。経費

５億 8,376 万円ということで、前年度比 93.0％となっております。 

戻っていただきまして第４条が資本的収入及び支出でございます。大和病院の資本的収入
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でございますが、4,651 万円ということでございます。新病院事業の資本的収入でございま

すが、８億 7,500 万円ということになっておりまして、前年度に比べますと７億 8,000 万円

ほど伸びております。 

支出でございますが、大和病院の事業の資本的支出は１億 250 万円になってございます。

新病院の資本的支出でございますが、８億 7,500 万円でございます。これも昨年に比べまし

て７億 8,000 万円ほど伸びております。 

第５条は継続費でございます。新病院の事業の資本的支出で建設改良費ということでござ

いますが、総額を 33 億円と定めまして平成 25 年度、平成 26 年度それぞれ記載のとおり定め

るものでございます。 

第６条が企業債でございまして、記載のとおりでございます。建設改良費としまして新病

院事業の事業債として２億 3,250 万円ということでございます。 

第７条が一時借入金、前年度同額の７億円でございます。 

第８条が議会の議決を経なければ流用することのできない経費ということで、そちらに記

載がありますが職員給与費 25 億 4,385 万円、公債費は昨年と同額の 100 万円でございます。 

３ページをご覧いただきたいと思います。たな卸資産の購入限度額、第９条でございます

が、６億 5,760 万円でございます。 

それから次の５ページをお願いしますが、予算に関する説明書、予算の実施計画それから

資金計画、給与費の明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関する調書、それから平

成 24 年度の病院事業の予定損益計算書、それから平成 24 年度の病院事業予定貸借対照表、

平成 25 年度の病院事業の予定貸借対照表、それぞれ記載のとおりでございます。説明は以上

でございます。 

○議   長  質疑を行います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  毎度聞いていることで申し訳ないですけれども、医業収益が 34 億 4,000 万

円に対して医業費用は 38 億円ちょっとですが、給与費が 25 億円ということで大変な率とい

う部分がありますよね。多分病床の利用率アップというのがカギだろうと思いますけれども、

平成 22 年度の 84.9％を境に若干下がりつつとありました。職員の中でも常勤医の確保であ

ったり、病床利用率のアップという部分が収益を好転させるであろうというふうに思います

けれども、当初予算を見る限りでいけば非常に厳しい部分があるなと思っています。この病

床率、利用率あるいは常勤医の確保についての見通しをお聞かせ願いたい。 

 それから建設改良資金でありますけれども、８億 7,500 万円ですが、市立病院群として非

常に使い勝手のよい新病院これを目指してやっているわけです。全職員の意思統一は当然図

られているものだと思いますけれども、そこら辺のところをお聞かせ願えればなと思ってい

ます。 

○議   長  大和病院事務部長。 

○大和病院事務部長  医師の確保につきましては、４月から１名内科の常勤医が決まって
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おります。それからあといろいろやっておりますが、自治医科大学ですとか、あるいは北里

大学ですとかそういったところ、内科を主体にしております。派遣という格好になるわけで

すけれども、その派遣のラインをもうちょっと増やしていただきたいということで今鋭意交

渉をしております。 

 それから人件費が多いことでございますが、ちょうど今年齢構成を見ていますと、非常に

40 代、50 代の職員が多ございますので、かなりそういう部分では人件費がかさばっておりま

す。５年、10 年しますとそういう部分が定年を迎えたりして新陳代謝をしていくわけですの

で、その辺が人件費の比率が下がるのかなと思っておりますが、いずれにしてもその辺も含

めてまたいろいろ検討を加えていきたいと思っております。 

 それから病床の利用率ですが、病床の利用率というのは、先ほど申し上げましたが常勤医

を確保できなければなかなか上がりませんので、今はちょっと整形外科がピンチのような状

態です。そうしますと内科ですとかそういった部分で工夫をして入院のベッドを有効に使っ

ていきたいという検討をしております。 

 それから２点目の新病院のことでございますが、もちろんいろいろ皆さんからご協力をい

ただきまして鋭意医師を中心に検討しております。そういった中でなかなか今まで方向が、

これがいいのか、これがいいのかみたいな形で動いておりましたが、ほぼいろいろな意見が

出てきましたので、ある程度の意見の集約をみましたら、当然これは職員にもきちんとやっ

ぱり説明をしたり、職員の意見を聞いたりしないと、またモチベーションも上がらない部分

もありますので、いい病院建設ができるように医師も含めて職員一丸となって対応してまい

りたいと思いますので、またご支援のほどよろしくお願いします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  ただいま議題となっています第 24 号議案は、社会厚生委員会に付託します

ので審査をお願いいたします。 

○議   長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。

次の本会議は３月11日午前９時30分当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでございました。 

〔午後５時 09 分〕 

 

 

 


